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第１章 唐津市浄水センター（下水処理場）を中心としたエリアの全体デザインのＦ/Ｓ調査 

 

１．未利用の再生可能エネルギーのポテンシャルの調査と有効利用可能量の調査検討 

  本項では、未利用の再生可能エネルギーのポテンシャルを唐津市全体及び浄水センターを中心と 

したエリアで調査を行い、それぞれの有効利用可能量を調査する。再生可能エネルギーとしては、

太陽光、風力の他、小水力、バイオマスなどについて調査する。 

 再生可能エネルギーの導入ポテンシャルは、市内全体で、約１５，０００ＴＪと想定され、この

うち、海洋の温度差や潮流によるエネルギーが約６，０００ＴＪ、太陽光エネルギーが約４，００

０ＴＪ、風力エネルギーが約３，０００ＴＪ程度の賦存量が見込まれる。残りは、バイオマスエネ

ルギーや水力エネルギーなどが考えられる。今回の調査では、海洋の温度差や潮流によるエネルギ

ーに関しては、対象エリアよりも広範囲となるため、今回の調査からは除外する。 

 

１）太陽光発電のポテンシャルと有効利用可能量の調査 

  ① 唐津市の太陽光発電のポテンシャル 

   唐津市の日射量は、日本海側のため、冬季は小さいが、春季、夏季、秋季は、全国的に見ても

大きく、年間の平均日射量は、３．５４ｋＷｈ/ｍ２・日である。太陽光発電の導入ポテンシャル

としては、唐津市の有効面積から見ると約４，０００ＴＪである。 

   唐津市には、現在、２０１８年９月現在、２９カ所のメガソーラが設置されており、その出力

は、約６２ＭＷになっている。 

 

      

 

図－１．１ 唐津市の日射量 1 
___________________________ 
1  NEDO 日射量データより 

 

唐津市 
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図－１．２ 唐津市の年間の日射量の変動 1 

 

   現在設置されているメガソーラクラスの太陽光発電所を表－１．１に示す。 

 

表－１．１ 唐津市のメガソーラクラスの太陽光発電所 2 

No. 発電所名 出力(kW) 運転開始 設置場所 

1 Ａ太陽光発電所 21,040 2018.04 相知 

2 Ｂ太陽光発電所 1,053 2016.09 厳木 

3 Ｃ太陽光発電所 1,056 2015.07 佐志 

4 Ｄ太陽光発電所 1,008 2014.05 北波多 

5 Ｅ太陽光発電所 651  鏡 

6 Ｆ太陽光発電所 1,469  相知 

7 Ｇ太陽光発電所 1,406  鎮西 

8 Ｈ太陽光発電所 1,402  厳木 

9 Ｉ太陽光発電所 1,904 2012.11 北波多 

10 Ｊ太陽光発電所 1,790 2012.11 佐里 

11 Ｋ太陽光発電所 1,104 2015.03 肥前 

12 Ｌ太陽光発電所 2,797  呼子 

13 Ｍ太陽光発電所 1,489  肥前 

14 Ｎ太陽光発電所 1,733  肥前 

15 O 太陽光発電所 484  波多津 
______________________ 

1 NEDO 日射量データより 

2 WEB 上データをもとに日立パワーソリューションズにて作成 
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16 Ｐ太陽光発電所 1,860  肥前 

17 Ｑ太陽光発電所 1,705  肥前 

18 Ｒ太陽光発電所 1,750  佐志 

19 Ｓ太陽光発電所 924  梨川内 

20 Ｔ太陽光発電所 804  東山 

21 Ｕ太陽光発電所 1,981  山本 

22 Ｖ太陽光発電所 1,502  大野 

23 Ｗ太陽光発電所 2,100  相知 

24 Ｘ太陽光発電所 1,025  厳木 

25 Ｙ太陽光発電所 2,741  天山 

26 Ｚ太陽光発電所 1,000  和多田 

27 α太陽光発電所 881  肥前 

28 β太陽光発電所 1,050  七山 

29 γ太陽光発電所 1,980  七山 

 合計 61,689   

 

  合計出力は、６１，６８９ｋＷとなる。これらの太陽光発電設備の稼働率を１２％とすると、１

ｋＷｈは、ＭＪに換算すると３．６ＭＪであるので、 

    ６１，６８９ｋＷ×３．６ＭＪ／ｋＷｈ×８，７６０ｈ×０．１２＝２３３ＴＪ 

  となる。唐津市の有効面積から見たポテンシャルの約４，０００ＴＪに対して、太陽光発電によ

る年間の発生エネルギー量は２３３ＴＪとなり、５．８％利用されていることになる。 

 

 ② 浄水センターエリアの太陽光発電のポテンシャル 

   図－１．３の浄水センターを中心としたエリアは、３方を海に囲まれているため、十分な日射

が想定され、今回このエリアへ、図－１．３に示す１０カ所に太陽光発電設備の設置が可能と判

断し、太陽光発電設備導入可能量の算出を行った。 

   今回の調査では、設置場所１は、温水プール脇の場所は市民の遊技場として利用されており、

設置場所２は野球場として、設置場所６は運動場として、設置場所７は駐車場利用されており、

太陽光発電設備の設置は難しいと判断した。設置場所３は、水処理棟の上部であり、太陽光発電

設備設置に適しているが、昭和５７年度の建築物であるため、耐震性を十分診断する必要がある。

設置場所４は、作業スペースであるが、約半分の面積は利用可である。設置場所５については、

現在駐車場として利用されているが、その一部は利用可能と考える。設置場所８は、浄水センタ

ーの空きスペースとなっており、太陽光発電設備の設置は可能である。設置場所９は、北西に向

いた斜面であるが、架台を設置し、太陽光パネルを南向きに設置する方法が考えられる。設置場

所１０は、現在コンテナを設置しているが、これを移動することで、利用可能となる。 
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図－１．３ 太陽光発電設備導入が可能な場所 

 

   これらの場所の発電量を表－２に示す。 

 

表－１．２ 太陽光発電設備導入可能量 

No. 場所名 設置角度 設置可能容量 設置可能性 

１ 温水プール脇 １０° ５３ｋＷ × 

２ 野球場 １０° ８７４ｋＷ × 

３ 水処理棟上部 ０° ８６４ｋＷ △ 

４ 水処理棟南側 １０° １８５ｋＷ ○ 

５ 水処理棟横駐車場 １０° ３５９ｋＷ ○ 

６ 運動場 １０° １，１７６ｋＷ × 

７ 東側駐車場 １０° ２６４ｋＷ × 

８ 消化ガスタンク後ろ側 １０° １５１ｋＷ ○ 

９ 水処理棟北東側斜面 １０° １３９ｋＷ △ 

１０ 東側駐車場奥 １０° １００ｋＷ ○ 

 合計 ４，１６５ｋＷ （１，７９８ｋＷ） 

    

   尚、設置角度は、地表面に対する角度であり、費用対効果が も良い角度である。 

浄水センターを中心としたエリアでの太陽光発電設備の設置可能量は、４，１６５ｋＷに対し

て、有効利用可能量は、１，７９８ｋＷ（３８．７％）となる。但し、設置場所３の水処理棟上
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部は、老朽化しており、水処理棟そのものの強度の補強が必要である。 

 

２）風力発電のポテンシャルと有効利用可能量の調査 

  ① 唐津市の風力発電のポテンシャル 

    唐津市周辺の地上高５０ｍでの風況マップを図－１．４に示す。唐津市西側の東松浦半島の

上場台地および海岸部は地上高５０ｍでは、平均風速が６．０ｍ/ｓ～７．５ｍ/ｓと風況がよ

く、１，５００ｋＷ以上の風力発電設備が２３基設置されており、２基の小容量機も含めると、

総出力は３５，６９５ｋＷとなる。（表－１．３参照）これらの陸上風力の導入ポテンシャル

は、年間の稼働率を２０％とすると、現時点では、２２５ＴＪと計画時点より多くなっている。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．４ 唐津市周辺の地上高５０ｍでの風況マップ 1 

 

また、唐津市は、玄界灘に面しており、洋上風力の導入ポテンシャルは、熱量換算で年間約

３，１００ＴＪあるが、まだ、洋上風力はない。 

 

表－１．３ 唐津市の風力発電所 2 

No. 発電所名 出力（kW） 運開 単機容量 台数 

1 Ａ風力発電所 170 2002.2 170 1 

2 Ｂ風力発電所 設備損傷のため撤去、再建検討中 

3 Ｃ風力発電所 45 2004.3 45 1 

4 Ｄ風力発電所 1,500 2004.4 1,500 1 

5 Ｅ風力発電所 12,000 2005.4 1,500 8 

6 Ｆ風力発電所 18,000 2008.3 1,500 12 

7 Ｇ風力発電所 1,990 2018.1 1,990 1 

8 Ｈ風力発電所 1,990 2018.2 1,990 1 

 合計 35,695 － － 25 

                                                  
1 ＮＥＤＯ風況マップより 
2 WEB 上データをもとに日立パワーソリューションズにて作成 
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 ２）浄水センターエリアの風力発電のポテンシャル 

   浄水センター周辺の風況を図－１．５に示す。浄水センター周辺の風況は、地上高３０ｍでの

平均風速が、５ｍ/ｓ程度であり、一般的には風力発電を行うには、やや風が弱く、大型風力発

電には適していない。弱い風を１．３～１．５倍に増速させることのできる風レンズ風車などは、

設置することは可能と考える。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．５ 浄水センター付近の地上高３０ｍでの風況マップ 1 

 

現状の計画では、別事業で風レンズ風車を９ｋＷ×２基、２０ｋＷ×１基導入を計画している。

 

図－１．６ 風レンズ風車（９ｋＷ）2 

   図－１．６に示す９ｋＷ風レンズ風車は、３ｋＷ風車を３つ組み合わせたマルチロータである。

９ｋＷ風車のパワーカーブを図－１．７に示す。 

                                                  
1 ＮＥＤＯ風況マップより 
2 九州大学応用力学研究所新エネルギー部門風工学分野資料より 
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                              （九州大学データより） 

図－１．７ ９ｋＷ風車のパワーカーブ 

 

  この９ｋＷ風車の年間予想発電量を、表－１．４に示す。 

 

表－１．４ ９ｋＷ風車の年間予想発電量 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         （九州大学データより） 

 

   ９ｋＷ風車のデータを用いて発電量を試算する。図－１．５に示したように浄水センターエリ

アの地上高３０ｍでの年間平均風速は５ｍ/ｓ程度である。風車システム中心の高さは、１３．

５ｍであり、風速はさらに弱まるので、年間平均風速を４ｍとした場合、年間の予想発電量は７，

８８４ｋＷｈとなり、 

    ９ｋＷ×２基＋２０ｋＷ×１基＝３８ｋＷ 

  である。このことから、 

    ７，８８４ｋＷｈ×３８ｋＷ／９ｋＷ＝３３，２８８ｋＷｈ 

  となり、有効利用可能量は、１年間で３３，２８８ｋＷｈと予想される。 
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３）小水力発電のポテンシャルと有効利用可能量の調査 

① 唐津市の小水力発電のポテンシャル 

   唐津市の東側の天山・脊振山系の山地部に、小水力発電のポテンシャルがあり、脊振山に近い

「日本の滝百選」に選ばれている唐津市七山の「観音の滝」一帯で、小水力発電所の建設計画が

進められている。年間の発電量は、４７２万ｋＷとなる見込みである。 

また、天山付近の厳木町厳木や相知町町切などにおいても、可能性調査の結果、可能と判断さ

れている。 

さらに、平成２９年度に実施した「唐津市地域エネルギー創出事業企画調査」においては、厳

木川小水力発電や伊岐佐川小水力発電の検討しており、特に伊岐佐川小水力発電については事業

性を検討している。 

 

② 浄水センターエリアの小水力発電のポテンシャル 

   浄水センターエリアは、海に面した平地であり、自然落差を利用した小水力発電のポテンシャ

ルはない。 

   浄水センターでは、市内から集めた下水を水分と汚泥に分離し、水分は薬品処理後、放流して

いる。放流水位と放流面に水位差があれば、小水力発電に利用できる。図－１．８は、浄水セン

ターのフロー図を示す。 

図－１．８ 浄水センターのフロー図 

 

   放流水ポンプは、流量が１０ｍ３/分のポンプが４台設置されている。年間の４台合計の運転

時間は、８，５８０時間であり、２台運転の場合もあるが、平均するとほぼ１年を通して１台運

用である。流量を秒に換算すると、０．１７ｍ３/秒であり、小水力を設置した場合、落差４ｍ

とし、小水力発電の効率を６０％とすると、単純計算での発電出力は、 

     発電出力（ｋＷ）＝９．８×落差（ｍ）×流量（ｍ３/ｓ）×効率 

  で算出されるので、 

     発電出力（ｋＷ）＝９．８×４（ｍ）×０．１７（ｍ３/秒）×０．６＝４．０（ｋＷ） 

  となり、４ｋＷの発電が可能となると考えられる。したがって、有効利用可能量は、 

     ４（ｋＷ）×８，５８０（ｈ）＝３４，３２０（ｋＷｈ） 

  となる。 

4m 
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   インライン水車などを設置すると、放流水ポンプにとって抵抗となるため、地上に放流水の貯

蔵タンクなどを設置し、放流水ポンプの抵抗にならないようなシステムにしなければならない。 

 

４）地域のバイオマスを活用したバイオマス発電のポテンシャルと有効利用可能量の調査 

① 唐津市のバイオマス発電のポテンシャル 

   木質バイオマスに関しては、唐津市は、森林面積が２５，８６０ｈａ１あり、市の総面積の５

１．３％を占めており、年間１１，２５０ＭＷｈ（発電出力：１．３ＭＷ）の発電が可能との報

告 1がある。しかしながら、林業生産活動は、木材価格の低迷により停滞しており、森林地区で

は、木質バイオマスの利活用に期待が寄せられている。また、現在唐津市では、２５，０００ｋ

Ｗのバイオマス発電の計画があり、原材料は、主にパーム椰子殻等を輸入して発電し、未利用材

も価格が合えば使用する方向で検討されている。 

   市内の鳴神温泉ななのゆでは、市内の森林から搬出される間伐材を主原料とした木質チップを

燃焼させて、温水を作り、温泉に利用している。その出力は、５５０ｋＷ（１，９８０ＭＪ）で

あり、年間のＣＯ２排出削減量は、４４８ｔｏｎ－ＣＯ２になる。 

   木質バイオマス以外のバイオマス資源としては、水産加工の残渣、生ごみ、下水汚泥、し尿・

浄化槽汚泥、家畜排せつ物、建設廃材、製材残材などがあるが、飼料化やメタン発酵、おが粉化

などに利用・販売されている。また、虹の松原の松葉や過繁茂竹などの未利用の資源があり、虹

の松原の松葉については、唐津市バイオマスタウン構想で、再生保全活動が展開されており、葉

タバコの温床用に利用されている。このように、バイオマス資源の利用は行われているが、バイ

オマス発電を行うためのバイオマス資源の量には達していない。 

   また、平成２９年度に実施した「唐津市地域エネルギー創出事業企画調査委託業務/事業報告

書」において、市内公共施設の事業系一般廃棄物（給食センターの食物残渣、学校給食の食物残

渣、衛生処理センターのし尿・浄化槽汚泥・集落排水汚泥等）、市内産業廃棄物（畜産排泄物、

農業残渣、事業所の食物残渣等）、玄海町の産業廃棄物（畜産排泄物・農業残渣等）の調査が実

施された。賦存量としては、４００，２１８ｔ/年あるが、これを用いたバイオガス発電設備の

事業性検討の結果、固定価格買取制度に基づく２０年の売電事業期間内での投資の回収が難しい

結果となっている。 

 

② 浄水センターエリアのバイオマス発電のポテンシャル 

   浄水センターでは、下水処理場において発生する消化ガスがあり、この消化ガスの利用につい

ては次項で説明する。 

 

５）消化ガスを利用したバイオマスエネルギーのポテンシャルと有効利用可能量の調査 

浄水センターでは、下水処理場において消化ガスが発生する。表－１．５に、消化ガス発生量

を示す。 

 

 

 

 

1 唐津市バイオマスタウン構想（構想書）より 
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表－１．５ 消化ガス発生量 

 平成２８年度消化ガス発生量と利用量 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

発生ガス量 Nm３/月 52,701 56,923 51,688 52,939 48,489 44,141 

加温ヒータガス流量 Nm３/月 12,777 10,545 7,164 4,814 2,350 5,060 

余剰ガス 

流量 

実際 Nm３/月 28,795 34,820 31,853 31,865 24,834 19,546 

調整 Nm３/月 39,924 46,378 44,524 48,125 46,139 39,081 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

発生ガス量 Nm３/月 42,761 47,491 46,336 61,306 53,878 62,477 621,130 

加温ヒータガス流量 Nm３/月 7,237 10,366 15,012 15,605 16,814 17,479 125,223 

余剰ガス 

流量 

実際 Nm３/月 23,216 30,124 27,579 29,410 24,422 30,684 337,148 

調整 Nm３/月 35,524 37,125 31,323 45,701 37,064 44,998 495,906 

 

 平成２９年度消化ガス発生量と利用量 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

発生ガス量 Nm３/月 61,556 61,789 53,125 57,115 51,833 49,273 

加温ヒータガス流量 Nm３/月 13,953 10,950 6,875 3,823 4,850 6,733 

余剰ガス 

流量 

実際 Nm３/月 30,885 33,317 31,297 33,525 27,831 25,329 

調整 Nm３/月 47,603 46,378 44,524 53,292 46,983 39,081 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

発生ガス量 Nm３/月 50,709 49,423 51,725 49,277 45,636 51,759 633,220 

加温ヒータガス流量 Nm３/月 9,137 12,187 12,625 16,832 9,601 13,982 121,548 

余剰ガス 

流量 

実際 Nm３/月 27,633 25,987 33,981 20,993 22,745 28,058 341,581 

調整 Nm３/月 41,572 37,236 39,100 32,895 36,035 37,777 502,476 

   ※ 余剰ガスの実際は計測値、調整は発生ガス量から加温ヒータガス流量を引いた計算値 

 

現状、発生ガスのうち、約２０％は加温ヒータに使用され、余剰ガスは、余剰ガス焼却装置にて

焼却処理を行っている。この消化ガスの成分を表－１．６に示す。 

 

表－１．６ 消化ガス成分表 

  分析結果 定量下限値 分析方法 

メタン vol/vol% 59.1 0.01 GC-FID 法 

塩素 mg/m3N ND 0.5 検知管法 

塩化水素 mg/m3N ND 50 JIS K 0107 

硫黄酸化物（二酸化硫黄） mg/m3N ND 29 JIS K 0103 

硫化水素 ppm 14 0.02 環境庁告示第9号別表第2 

アンモニア ppm ND 0.1 環境庁告示第9号別表第1 
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二酸化炭素 vol/vol% 40.0 0.1 オルザット法 

酸素 vol/vol% 0.2 0.1 オルザット法 

シロキサン（Ｄ３） mg/m3N ND 0.9 溶媒捕集-GC/MS 法 

シロキサン（Ｄ４） mg/m3N 2.4 0.9 溶媒捕集-GC/MS 法 

シロキサン（Ｄ５） mg/m3N 25 0.9 溶媒捕集-GC/MS 法 

シロキサン（Ｄ６） mg/m3N ND 0.9 溶媒捕集-GC/MS 法 

水分量 ％ 1.3 0.1 吸湿管法 

                          （データ提供元：唐津市浄水センター） 

 

この余剰ガスを用いて、消化ガス発電（バイオガス発電）を行うことが可能である。表－１．５

には、余剰ガスに実際と調整（計算値）があるが、実際値を用いて検討を行うこととした。 

平成２８年度の１時間平均の余剰消化ガス量は、 

３３７，１４８Ｎｍ３／８，７６０ｈ＝３８．５Ｎｍ３/ｈ 

平成２９年度の１時間平均の余剰消化ガス量は、 

３４１，５８１Ｎｍ３／８，７６０ｈ＝３９．０Ｎｍ３/ｈ 

  と、ほぼ同等である。その低位発熱量は、メタン濃度５９．１ｖｏｌ/ｖｏｌ％（表-５参照）で

あることから、５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３（２１．２ＭＪ）である。従って、平成２９年度データを

用いた１時間の入熱は、下記となる。 

     ３９．０Ｎｍ３/ｈ×５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３＝２３０．１ｋＷ（８２８ＭＪ） 

導入するガスエンジンの定格単機出力を２５ｋＷとした場合、１時間の燃料消費量は、７８．

１ｋＷである。１時間の消化ガスを全て消費するために必要なガスエンジンの台数は、 

     ２３０．１ｋＷ／７８．１ｋＷ＝２．９台 

  となり、平均でも３台の運転が可能である。１日単位で見ると、 大余剰ガス発生日では、平成

２８年度では、１，３８７Ｎｍ３／日、平成２９年度では、１，３８５Ｎｍ３／日であり、１時

間での余剰消化ガス量は、５７，７Ｎｍ３／ｈであるので、 

     ５７．７Ｎｍ３/ｈ×５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３＝３４０．４ｋＷ 

     ３４０．４ｋＷ／７８．１ｋＷ＝４．４台 

  となり、 大余剰ガス発生日で４台が定格出力で運転できる。 

  月単位での余剰ガスを全て消費するために必要なガスエンジンの台数を表－１．７にまとめた。 

 

表－１．７ 発生消化ガスを全て消費するために必要なガスエンジン台数（定格出力：２５ｋＷ） 

   平成２８年度 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

余剰ガス流量 Nm３/月 28,795 34,820 31,853 31,865 24,834 19,546 

１時間の流量 Nm３/h 40.0 46.8 44.2 42.8 33.4 27.1 

１時間の入熱 kW 236.0 276.1 260.8 252.5 197.1 159.9 

エンジン台数 台 3.0 3.5 3.3 3.2 2.5 2.0 
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  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

余剰ガス流量 Nm３/月 23,216 30,124 27,579 29,410 24,422 30,684 337,148 

１時間の流量 Nm３/h 31.2 41.8 37.1 39.5 36.3 41.2 38.5 

１時間の入熱 kW 184.1 246.6 218.9 233.1 214.2 243.1 227.2 

エンジン台数 台 2.4 3.2 2.8 3.0 2.7 3.1 2.9 

 

   平成２９年度 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

余剰ガス流量 Nm３/月 30,885 33,317 31,297 33,525 27,831 25,329 

１時間の流量 Nm３/h 42.9 44.8 43.5 45.1 37.4 35.2 

１時間の入熱 kW 253.1 264.3 256.7 266.1 220.7 207.7 

エンジン台数 台 3.2 3.4 3.3 3.4 2.8 2.7 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

余剰ガス流量 Nm３/月 27,633 25,987 33,981 20,993 22,745 28,058 341,581 

１時間の流量 Nm３/h 37.1 36.1 45.7 28.2 33.8 37.7 39.0 

１時間の入熱 kW 218.9 213.0 269.6 166.4 199.4 222.4 230.1 

エンジン台数 台 2.8 2.7 3.5 2.1 2.6 2.8 2.94 

 

   消化ガス（バイオガス）の有効可能利用量については、平成２９年度のデータをベースに検討

する。年間の消化ガスエンジンの運転時間は、浄水センターの年次点検を除けば、連続運転が可

能である。ガスエンジンの定期点検もあるので、年間の運転日数を３５５日として試算する。 

  表－１．７に示すように、定格出力２５ｋＷのエンジンを、年間平均で２．９台運転が可能であ

ることから、 

      ２５ｋＷ×２．９台×３５５日×２４時間＝６１７，７００ｋＷｈ 

  の発電が可能であり、有効可能利用量は、６１７，７００ｋＷｈ／年となる。 

    

６）その他の再生可能エネルギー導入に係るポテンシャルと有効利用可能量の調査 

   その他の再生可能エネルギーとして、地中熱利用、温度差熱利用、海洋エネルギーなどがある。 

   地中熱利用としては、市内のＹ社の本社や工場で安定した温度の地下水の熱を利用したシステ

ムを構築し、運用されている。温度差熱利用は、地下水、河川水、下水などの水源を熱源とする

ものであり、佐賀大学で５０ｋＷ温度差発電の実証を行っている。波力、潮力などの海洋エネル

ギーは、玄界灘に面した唐津市においては、熱量換算で約７，０００ＴＪの導入ポテンシャルが

ある。 
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２．再生可能エネルギー導入による熱利用の検討 

  本項では、再生可能エネルギー導入による熱利用の検討を行い、それぞれの有効利用可能量を調

査する。再生可能エネルギーとしては、浄水センターで発生する消化ガス（下水バイオガス）を用

いた発電時に発生する廃熱と太陽熱について調査する。 

 

 １）消化ガス発電設備の廃熱利用 

   消化ガス発電設備の原動機であるガスエンジンは、発電を行うとともに廃熱を発生、温水（

高８０℃程度）として回収ができ、コージェネレーション（電気・熱併給システム）として利用

できる。 

 

   
 

図－１．９ 消化ガス発電設備（コージェネレーション）のフロー図 

 

   導入を計画しているガスエンジンの廃熱回収熱量は、定格出力時に、４０．６ｋＷである。年

間の運転日数を３５５日として、表－１．７に示す平成２９年度のデータを用いて試算すると、 

  年間の平均稼働台数が２．９台であるので、 

     ４０．６ｋＷ×２．９台×３５５日×２４時間＝１，０１８，５４０ｋＷｈ/年 

  となる。従って、 

     １，０１８，５４０ｋＷｈ/年×３．６ＭＪ/ｋＷｈ＝３，６６６，７４４ＭＪ/年 

                            ＝３，６６７ＧＪ/年 

  の熱量が、有効可能使用量となる。 

   この熱の利用先として、浄水センターの下水処理時に消化ガスを燃料とした温水ヒータにより、

６５℃の温水を作り、熱交換器を用いて、下水汚泥の加温に用いているが、この代替熱として利

用が可能となり、また、浄水センターに隣接する温水プールへの廃熱供給も考えられる。温水プ

ールの加温に利用すれば、従来使用している温水ボイラーの燃料費(ＬＰガス)の削減に繋がるた

め、これらの利用方法の検討は、次項で説明する。 

 

２）太陽熱利用 

    太陽熱利用には、トラフ型と真空２重管型がある。トラフ型は、曲面鏡の曲率中心に太陽熱

を集熱し、中心に配置された集熱管に流れる液体を加温するため、 大１９０℃まで加温する

ことができる。一方、真空２重管型は、平面タイプであり、供給可能温度は、 大１００℃で

ある。図－１．１０に、トラフ型と真空２重管型の仕様と特徴を示す。 

    これらを用いたシステムの例を図－１．１１に示す。トラフ型の場合、前述のように高温に

加温することができるため、用途として給湯の他、蒸気としても利用でき、吸収式冷凍機など

との組み合わせが可能となる。真空２重管型は、 大１００℃までの加温となるため、エコキ

80℃ 
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ュートなどと組み合わせ安定した給湯供給が可能となる。 

   

 
 

図－１．１０ 太陽熱利用設備 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．１１ 太陽熱利用システム系統図 2 

 

   この太陽熱利用を唐津市におけるＮＥＤＯの日射量データを用いて、真空二重管方式のパネル

１００枚を唐津市に導入した場合の集熱量を試算した。 

                                                  
1  株式会社日立製作所太陽熱システムカタログより 
2  同上 
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●給湯利用の場合（例：病院、旅館） 

エコキュートやボイラーと併設して安定した給湯供給可能。 

●空調利用の場合（例：工場、学校） 

トラフ型 

太陽熱集熱機 

吸収式冷凍機を用いることで、太陽熱の空調利用も可能。 

熱交換器 
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ボイラー 

吸収式冷凍機 

熱交換器 

熱交換器 

空調装置 
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表－１．８ 唐津市における太陽熱集熱量 

顧客名 佐賀県唐津市 

パネル設置情報 北緯（度） 33.4330 

東経（度） 129.9500 

パネル１枚開口部面積（ｍ２） 1.99 

パネル枚数 100 

パネル面の傾斜角 20 

パネル面の方位角 0 

ＮＥＤＯデータ使用地点 佐賀県枝去木 

   

  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 

斜面日射量 kWh/m2・日 2.25 3.13 3.72 4.51 4.68 4.11 

平均外気温 ℃ 5.4 6.0 8.8 13.3 17.2 20.8 

日間パネル 

集熱量 
kWh/日 236.5 329.6 395.0 485.2 509.1 451.7 

月間パネル 

集熱量 
kWh/月 7,332 9,229 12,245 14,557 15,783 13,550 

月間斜面 

日射量 
MJ/月 49,969 62,785 82,615 96,929 103,935 88,332 

月間集熱量 MJ/月 26,396 33,225 44,084 52,404 56,820 48,779 

効率 ％ 55.6 55.7 56.2 56.9 57.5 58.1 

   

  7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 

斜面日射量 kWh/m2・日 4.59 4.86 4.14 4.03 2.87 2.38 3.77 

平均外気温 ℃ 24.8 25.6 22.4 17.5 12.5 7.7 15.2 

日間パネル

集熱量 
kWh/日 510.0 541.2 457.0 438.8 308.1 251.9 － 

月間パネル

集熱量 
kWh/月 15,810 16,776 13,709 13,603 9,242 7,809 149,645 

月間斜面 

日射量 
MJ/月 101,937 107,933 88,977 89,500 61,682 52,856 987,450 

月間集熱量 MJ/月 56,915 60,394 49,353 48,970 33,271 28,113 538,724 

効率 ％ 58.8 58.9 58.4 57.6 56.8 56.0 57.2 

 

   唐津市において、約３０ｍ×１０ｍ程度の平地に、真空二重管パネルを２０枚×５列（パネル

枚数１００枚）を設置した場合、年間５３８，７２４ＭＪの熱を利用できることになる。 
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３．温水プールや下水処理場等の施設のエネルギーコストの削減策のシミュレーション 

 １） 熱の利用方法の検討 

   図－１．１２に、現状の熱利用先および供給ガス種を整理した。 

 

 

図－１．１２ 現状の熱利用先および供給ガス種類 

 

   本図より、消化ガス発電設備の廃熱利用先として、下記の３案がある。 

  ａ．現在、下水汚泥を、消化ガスを燃料とするボイラーで生成した温水で加温している。この温

水の代替として、消化ガス発電設備で発生する廃熱温水を利用する。 

  ｂ．温水プールのプール水は、ＬＰガスを燃料とする温水ボイラーにより加温している。この温

水ボイラーの代替として、消化ガス発電設備で発生する廃熱温水を利用する。 

  ｃ．浄水センターの空調用に吸収式冷凍機を使用している。この熱源として、消化ガス発電設備

で発生する廃熱温水を利用する。 

 

 

 

 

 

 

図－１．１３ 消化ガス発電設備の廃熱利用先の検討 

 

   これらの案についての検討結果を以下に示す。 
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  ⓪ 現状の熱利用 

平成２９年度の消化ガス発生量と使用量を表－１．９に示す。１年間で発生した消化ガス量

は、６３３，２２０Ｎｍ３/年であり、その内、１２１，５４８Ｎｍ３/年（１９％）を下水汚

泥の加温用として利用しており、３４１，５８１Ｎｍ３/年（５４％）は余剰ガス燃焼装置に

より、焼却処理されている。 

 

表－１．９ 平成２９年度消化ガス発生量と利用量 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

発生ガス全量 Nm３/月 61,556 61,789 53,125 57,115 51,833 49,273 

発生ガス全量熱量 kW/月 363,180 364,555 313,438 336,979 305,815 290,711 

加温ヒータガス流量 Nm３/月 13,953 10,950 6,875 3,823 4,850 6,733 

加温ヒータガス熱量 kW/月 82,323 64,605 40,563 22,609 28,615 39,725 

余剰ガス 

流量 

実際 Nm３/月 30,885 33,317 31,297 33,525 27,831 25,329 

調整 Nm３/月 47,603 46,378 44,524 53,292 46,983 39,081 

余剰ガス熱量（実際） kW/月 182,222 196,570 184,652 197,798 164,203 149,441 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

発生ガス全量 Nm３/月 50,709 49,423 51,725 49,277 45,636 51,759 633,220 

発生ガス全量熱量 kW/月 299,183 291,596 305,178 290,734 269,252 305,378 3,735,998 

加温ヒータガス流量 Nm３/月 9,137 12,187 12,625 16,832 9,601 13,982 121,548 

加温ヒータガス熱量 kW/月 53,908 71,903 74,488 99,309 56,646 82,494 717,188 

余剰ガス 

流量 

実際 Nm３/月 27,633 25,987 33,981 20,993 22,745 28,058 341,581 

調整 Nm３/月 41,572 37,236 39,100 32,895 36,035 37,777 502,476 

余剰ガス熱量（実際） kW/月 163,305 153,323 200,488 123,859 134,196 165,542 2,015,599

  

 

   この消化ガスの熱量を算出する。 

平成２９年度１年間で発生した消化ガス量は、６３３，２２０Ｎｍ３/年であり、消化ガスの

低位発熱量は、５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３であることから、 

     ６３３，２２０Ｎｍ３/年×５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３＝３，７３５，９９８ｋＷｈ/年 

  の熱量を有している。 

下水汚泥の加温用の消化ガスは、１２１，５４８ Ｎｍ３/年であるので、その熱量は、 

     １２１，５４８ Ｎｍ３/年×５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３＝７１７，１３３ｋＷｈ/年 

  を利用していることになる。 

   また、余剰ガスとして焼却処理されたガスは、３４１，５８１Ｎｍ３/年であり、その熱量は、 

     ３４１，５８１Ｎｍ３/年×５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３＝２，０１５，３２８ｋＷｈ/年 

  となる。 

   １年間に発生した消化ガス全量６３３，２２０Ｎｍ３/年から、加温用として利用した消化ガ

ス１２１，５４８ Ｎｍ３/年と焼却処理された消化ガス３４１，５８１Ｎｍ３/年を差し引いた値
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である１７０，０９１Ｎｍ３/年は、未利用のまま残消化ガス量として、消化ガスタンクや系統

内に残っていると考えられる。その熱量は、 

     １７０，０９１Ｎｍ３/年×５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３＝１，００３，５３７ｋＷｈ/年 

  となる。 

現状の消化ガスの利用先と熱量を図－１．１４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．１４ 現状の消化ガスの利用先と熱量 

 

  Case 0 消化ガス発電の廃熱を利用しない場合（２０１９年３月まで） 

現在、４台の消化ガス発電設備の設置を行っている。本年度は、消化ガス発電により発生す

る廃熱温水の利用は行わない。燃料の消化ガスは、表－１．８の余剰ガス（実際）の流量を使

うことができる。消化ガスの熱量は、５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３であり、ガスエンジン１台当たり

の燃料消費量は、７８．１ｋＷ/ｈであるので、例えば、４月を例に取ると、 

       ３０，８８５Ｎｍ３/月×５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３＝１８２，２２２ｋＷ/月 

       １８２，２２２ｋＷ/月÷（７８．１ｋＷ/ｈ×３０日×２４時間）＝３．２台 

   となる。表－１．１０に平成２９年度消化ガス発生量と利用量を示す。 
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表－１．１０ 平成２９年度消化ガス発生量と利用量 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

余剰ガス流量 実際 Nm３/月 30,885 33,317 31,297 33,525 27,831 25,329 

余剰ガス熱量 kW/月 182,222 196,570 184,652 197.798 164,203 149,441 

ガスエンジン運転台数 台 3.2 3.4 3.3 3.4 2.8 2.7 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

余剰ガス流量 実際 Nm３/月 27,633 25,987 33,981 20,993 22,745 28,058 341,581 

余剰ガス熱量 kW/月 163,035 153,323 200,488 123,859 134,196 165,542 2,015,328 

ガスエンジン運転台数 台 2.8 2.7 3.5 2.1 2.6 2.8 2.9 

 

    この運転方法による消化ガスの利用先と熱量を図－１．１５に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．１５ 消化ガス発電の廃熱を利用しない場合の消化ガスの利用先と熱量 

 

Case 1 下水汚泥の加温にコージェネレーションの温水を利用した場合 

    図－１．１６に現状の下水汚泥加温のフロー図を示す。 

    消化ガスを燃料としたボイラーで下水汚泥加温の温水（計画値８０℃）を生成し、Ａ系、Ｂ

系の２系統ある汚泥加温用熱交換器それぞれに供給する。Ａ系、Ｂ系の汚泥消化槽より３５℃
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で汚泥加温用熱交換器に供給される下水汚泥を、この温水で４０．１℃まで加温する。加温の

ためにエネルギーを使用した温水の温度は、７４．９℃まで下がり、再度ボイラーで加温し、

８０℃にする。この循環を継続的に行うことで、下水汚泥の加温を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．１６ 下水汚泥加温のフロー 

 

   次に、消化ガス発電の廃熱温水を利用について検討する。 

消化ガス発電設備は、原動機としてガスエンジンを使用しており、ガスエンジンは、廃熱を利

用して温水を供給できる。この廃熱温水の 高温度は８０℃である。この温水を、消化ガスで加

温している温水の代替として利用することが可能と考えられる。 

   図－１．１６に、現状の下水汚泥の加温フローを示したが、ボイラーで８０℃に加温した温水

をＡ系、Ｂ系の汚泥加温用熱交換器に供給し、下水汚泥を加温している。この温水配管に、ボイ

ラー温水と同等の８０℃のガスエンジン廃熱温水を供給するラインを繋ぎ込む。また、温水の戻

りラインにもガスエンジンに戻すラインを繋ぎ込むことで、循環ラインができあがり、既設の消

化ガスボイラーと同様の温水ラインを作ることができる。消化ガス発電設備が停止した場合を考

慮して、既設のボイラー設備も残し、消化ガス発電設備停止時も下水汚泥の加温は継続して実施

できるようにする。 

図－１．１７にそのフローを示す。図中のオレンジ色のラインが、消化ガス発電設備から供給

する廃熱温水ラインであり、赤色の破線は、消化ガス発電設備停止時の温水供給ラインを示す。

消化ガス発電設備の廃熱温水は、熱交換器を介して、下水汚泥加温系統に供給する。 

Ｐ 

Ｐ 

消化ガス 

Ｐ 

Ｐ 

ボイラ 

汚泥加温用熱交換器 

汚泥加温用熱交換器 

Ａ系１次 

汚泥消化槽 

Ｂ系１次 

汚泥消化槽 

８０℃ 

７４．９℃ 

３５℃ 

４０．１℃ 

汚泥の流れ 

温水の流れ 



２１ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．１７ 消化ガス発電設備の廃熱温水による下水汚泥の加温フロー 

 

   導入を計画している消化ガス発電設備の廃熱回収熱量は、定格出力時に、４０．６ｋＷである。

年間の運転日数を３５５日として、表－１．１０に示す平成２９年度のデータを用いて試算する

と、年間の平均稼働台数が２．９台であるので、 

     ４０．６ｋＷ×２．９台×３５５日×２４時間＝１，０１８，５４０ｋＷｈ/年 

  となる。 

消化ガス発電設備の廃熱回収熱量（１，０１８，５４０ｋＷｈ/年）に対して、現状消化ガス

で加温して生成する温水の熱量（７１７，１３３ｋＷｈ/年）と、その熱量はガスエンジンの廃

熱回収熱量が大幅に上回っており、消化ガス発電設備の廃熱回収熱量を加温用として十分に賄え

る熱量があると判断できる。 

消化ガス発電設備の廃熱回収熱量を加温用として用いた場合、発生する消化ガスの全量を発電

用として利用できる。消化ガス発電設備４台を年間３５５日運転すれば、年間の消化ガスでの燃
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料消費量は、 

  ７８．１ｋＷ/ｈ×４台×３５５日×２４ｈ＝２，６６１，６４８ｋＷｈ/年 

となる。一方、年間に発生する消化ガス全量は、６３３．２２０Ｎｍ３であり、その熱量は、 

  ６３３．２２０Ｎｍ３×５．９ｋＷ/Ｎｍ３＝３，７３５，９９８ｋＷｈ/年 

であるので、消化ガス全量に対して７１．２％利用できることになる。 

消化ガス発電設備４台を年間３５５日運転した場合の廃熱回収量は、１台当たり４０．６ｋＷ

であるので、 

  ４０．６ｋＷ×４台×３５５日×２４ｈ＝１，３８３，６４８ｋＷｈ/年 

  であり、消化ガス発電設備からの配管ロスや熱交換器のロスを合わせて、１０％のロスを考慮す

ると、１，２４５，２８３ｋＷｈ/年となる。そのうち、消化ガスによる加温に用いる温水熱量

は、７１７，１３３ｋＷｈ/年であり、５２８，１５０ｋＷ/年は余剰となる。 

図－１．１８に消化ガス発電設備の廃熱温水を汚泥加温に利用した場合の消化ガスの利用先と

熱量を示す。 

 

 

 

図－１．１８ 消化ガス発電設備の廃熱温水を汚泥加温に利用した場合の 

消化ガスの利用先と熱量 

 

この時の発電量は、発生ガス量全てを利用でき、ガスエンジン４台を定格出力で運転すること

ができるので、 
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    ２５ｋＷ×４台×３５５日×２４時間＝８５２，０００ｋＷｈ/年 

  の発電が可能となり、余剰ガスのみで運転した場合の６１７，７００ｋＷｈ/年に対して、３８％

の発電量増加が見込まれる。 

４台の消化ガス発電設備での消化ガスの使用量は、全発生ガス量の７１％であり、消化ガス全

量を消化ガス発電設備に利用するとすれば、ガスエンジンを増設することも可能となる。 

   平成２９年度のデータを用いて、消化ガスの全量を用いて、発電を行った場合の毎月の消化ガ

ス発電設備の運転台数について試算した結果を表－１．１１に示す。例えば、４月を例に取ると、 

       ６１，５５６Ｎｍ３/月×５．９ｋＷｈ/Ｎｍ３＝３６３，１８０ｋＷ/月 

       ３６３，１８０ｋＷ/月÷（７８．１ｋＷ/ｈ×３０日×２４時間）＝６．５台 

   となる。 

 

表－１．１１ 消化ガス全量を用いてのガスエンジンによる発電量試算（平成２９年度データ） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

発生ガス流量 Nm３/月 61,556 61,789 53,125 57,115 51,833 49,273 

消化ガス熱量 kW/月 363,180 364,555 313,438 339,979 305,815 290,711 

ガスエンジン台数 台 6.5 6.3 5.6 5.8 5.3 5.2 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

発生ガス流量 Nm３/月 50,709 49,423 51,725 49,277 45,636 51,759 633,220 

消化ガス熱量 kW/月 299,183 291,596 305,178 290,734 269,252 305,378 3,735,998 

ガスエンジン台数 台 5.1 5.2 5.3 5.0 5.1 5.3 5.4 

 

    表－１．１１に示すように、消化ガス全量で発電した場合、年間の平均運転台数は、５．４

台であり、年間の消化ガス発電設備の運転日数を３５５日として試算すると、 

      ２５ｋＷ×５．４台×３５５日×２４時間＝１，１５０，２００ｋＷｈ/年 

   となり、１，１５０，２００ｋＷｈ/年が可能となり、余剰ガスのみでガスエンジン４台を運

転した場合の発電量に対して、８６％の発電量増加が見込める。この場合、４月の運転台数は

６．５台であるので、新たに３台のガスエンジンを設置することになる。 

 

  Case 2 温水プールの温水ボイラーの代替として消化ガス発電設備の廃熱温水を利用した場合 

    温水プールは、消化ガス発電設備を設置した浄水センターに隣接した市の施設である。温水

プールの加温は、ＬＰガスを燃料とした温水ボイラーで行っている。 

Case2 においては、消化ガス発電設備からの廃熱温水を下水汚泥の加温には用いず、全て

温水プールのプール水の加温に用いた場合の試算を行う。下水汚泥の加温は従来通り、消化ガ

スを燃料とする汚泥加温用ボイラーを用いることとし、消化ガス発電設備は、余剰ガスで運転

する。 

    まず、現在、温水プールのプール水の加温に使用している温水ボイラ（燃料：ＬＰガス）の

稼働時間について調査した。温水プールの営業時間は、火、水、金、土曜日は、１３：００～

２０：００、日曜日は、９：００～２０：００、月、木曜日は休館となっている。温水ボイラ
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ーは、営業時間の１時間前に起動しており、１週間に４４時間運転している。 

温水ボイラーの燃料は、ＬＰガスである。平成２９年度の温水プールでのＬＰガス使用量と

ガス料金を表－１．１２に示す。 

 

     表－１．１２ 温水プールでのＬＰガス使用量      （消費税抜き） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

ＬＰガス使用量 ｍ3/月 1,229.0 1,176.0 579.0 23.0 0.0 242.0 

ＬＰガス料金 円 373,546 354,588 174,935 7,620 1,000 73,523 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

ＬＰガス使用量 ｍ3/月 999.0 1,546.0 1,563.9 1,503.1 1,960.0 1,483.0 12,304.0 

ＬＰガス料金 円 300,324 465,931 471,317 453,020 590,514 446,972 3,713,291 

 

    表に示すように、８月のＬＰガスの使用量は０であり、プールの水は全く加温せずに使用さ

れていると考えられる。 もＬＰガスを使用している月は２月である。２月は、週に４４時間、

１カ月で１７６時間の加温をしており、１時間当たり、１１．１ｍ３のＬＰガスを使用してい

る。ＬＰガスの単位当たりの低位発熱量は、５０．８ＭＪ/ｋｇであり、ｋＷに換算すると 

      ５０．８ＭＪ/ｋｇ÷３．６ＭＪ/ｋＷ＝１４．１ｋＷ/ｋｇ 

   である。２月の１時間当たりの熱量は、ＬＰガス比重は、０．４５８ｍ３/ｋｇであるので、 

      １１．１ｍ３/ｈ÷０．４５８ｍ３/ｋｇ×１４．１ｋＷ/ｋｇ＝３４１．７ｋＷ/ｈ 

   となる。 

消化ガス発電設備の廃熱回収熱を、現状の温水ボイラーの稼働時間と同じ時間供給した場合

について試算する。２月の余剰消化のガス流量は、２２，７４５Ｎｍ３/月であり、２．６台

のガスエンジンを定格運転できる。１台当たりの消化ガス発電設備の廃熱回収熱量４０．６ｋ

Ｗ/ｈより、１時間当たりの廃熱回収熱量は、 

      ４０．６ｋＷ×２．６台＝１０５．６ｋＷ/ｈ 

   となる。さらに、廃熱は、温水配管で供給されるので、ロスが１０％程度発生するため、 

      １０５．６ｋＷ/ｈ×０．９＝９５．０ｋＷ/ｈ 

   となる。したがって、ＬＰガスの使用量と比較すると、 

３４１．７ｋＷ/ｈ－９５．０ｋＷ/ｈ＝２４６．７ｋＷ/ｈ 

不足することになる。 

    しかしながら、消化ガス発電設備は、ほぼ昼夜連続で運転するため、廃熱回収熱も連続で供

給できる。ＬＰガスの熱量３７８，７９０ｋＷｈ/年に対して、廃熱回収熱量は、配管ロス分

を差し引いた９１６，６８６ｋＷｈ/年と十分大きいため、温水ボイラーの代替として、消化

ガス発電設備の廃熱回収熱を利用することが可能である。 
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表－１．１３ 温水プールでのガスエンジン廃熱回収熱利用 

     ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

ガスエンジン 

運転可能台数 
台 3.2 3.4 3.3 3.4 2.8 2.7 

ガスエンジン 

廃熱回収量 
kWh/月 93,542 99,389 93,250 99,389 81,850 76,296 

配管ロスを差引 

いた廃熱回収量 
kWh/月 84,188 89,450 83,925 89,450 73,665 68,666 

ＬＰガス使用量 m3/月 1,229 1,176 579 23 0 242 

ＬＰガス熱量 kWh/月 37,836 36,204 17,825 708 0 7,450 

温水プール加温に 

使う廃熱回収量 
kWh/月 37,836 36,204 17,825 708 0 7,450 

残廃熱回収量 kWh/月 46,352 53,246 66,100 88,742 73,665 61,216 

 

     １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

ガスエンジン 

運転可能台数 
台 2.8 2.7 3.5 2.1 2.6 2.8 平均 2.9 

ガスエンジン 

廃熱回収量 
kWh/月 84,578 76,296 102,312 61,387 68,403 81,850 1,018,540 

配管ロスを差引い

た廃熱回収量 
kWh/月 76,120 68,666 92,081 55,248 61,563 73,665 916,686 

ＬＰガス使用量 m3/月 999 1,546 1,564 1,503 1,960 1,483 12,304 

ＬＰガス熱量 kWh/月 30,755 47,595 48,146 46,274 60,341 45,656 378,790 

温水プール加温に 

使う廃熱回収量 
kWh/月 30,755 47,595 48,146 46,274 60,341 45,656 378,790 

残廃熱回収量 kWh/月 45,365 21,071 43,935 8,974 1,222 28,009 537,896 

 

    温水ボイラーの使用時間は、４月、６月、９月、１１月は１９２時間、５月、７月、８月、

１０月、１２月、１月、３月は２００時間、２月は、１７６時間で試算した。 

    以上の結果より、消化ガス発電設備の廃熱回収熱で賄うことができる。消化ガス発電設備の

ガスエンジンから供給する廃熱回収熱量は、９１６，６８６ｋＷｈ/年であり、そのうち、温水

プールの加温に使用する熱量は、ＬＰガスの熱量と同等の３７８，７９０ｋＷｈ/年であるので、

その利用率は、４１．３％となる。また、その差の５３７，８９６ｋＷｈ/年は、余剰となり、放

熱することになる。 

消化ガス発電設備の廃熱により温水プールを加温した場合の消化ガスの利用先と熱量を、図

－１．１９に示す。 
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図－１．１９ 消化ガス発電設備の廃熱温水を温水プールに利用した場合の 

消化ガスの利用先と熱量 

 

    このような運用を実現するためには、ＥＭＳ（エネルギーマネージメントシステム）を利用

して、消化ガス発電設備の廃熱の供給時間を制御する必要がある。 

 

  Case 3 浄水センター管理棟の空調に消化ガス発電設備の廃熱温水を利用した場合 

    消化ガス発電設備からの廃熱温水を下水汚泥の加温には用いず、浄水センター管理棟の吸収

式冷温水機での空調（暖房）に用いた場合の試算を行う。下水汚泥の加温は従来通り、消化ガ

スを燃料とする汚泥加温用ボイラを用いるので、消化ガス発電設備は、余剰ガスで運転する。 

    平成２９年度に吸収式冷温水機の運転に用いた都市ガスの使用量および熱量を表－１．１４

に示す。 

 

表－１．１４ 吸収式冷温水機の運転に用いた都市ガスの使用量および熱量 

     ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

都市ガスの使用量 m3/月 1,301 1 43 481 2,844 2,281 

都市ガスの熱量 kW/月 16,263 12.5 538 6013 35,550 28,513 
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  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

都市ガスの使用量 m3/月 1,302 0 364 1,365 1,621 1,455 13,058 

都市ガスの熱量 kW/月 16,275 0 4,550 17,063 20,263 18,188 163,225 

 

   このうち、暖房に利用している量は、１２月～３月の期間であり、６０，０６４ｋＷｈである。 

   １２月の都市ガス使用量は、３６４ｍ３であり、吸収式冷温水機で利用した熱量を算出すると、

吸収式冷温水機のＣＯＰを０．７とした場合、 

    ３６４ｍ３×（２７３Ｋ/２８８Ｋ）×１２．５ｋＷｈ/Ｎｍ３×０．７＝３，０１９ｋＷｈ 

   となる。冬季４か月分を纏めると、表－１．１５となる。 

 

表－１．１５ 冬季４か月分の廃熱回収量と吸収式冷温水機の熱供給量 

  １２月 １月 ２月 ３月 合計 

ガスエンジン廃熱回収量（※） kWh 92,081 55,248 61,563 73,665 282,557 

吸収式冷温水機都市ガス使用量 m3 364 1,365 1,621 1,455 4,805 

吸収式冷温水機都市ガス使用量 Nm3 345 1,294 1,537 1,379 4,585 

吸収式冷温水機の熱供給量 kWh 3,019 11,323 13,449 12,066 39,857 

          ※ ガスエンジン廃熱回収量は、配管ロス 10％を差し引いた値 

 

１年間の消化ガス発電設備の廃熱回収熱量は、表－１．１３のガスエンジン廃熱回収量と同

等であり、１，０１８，５４９ｋＷｈ/年であり、配管ロスを差し引くと、９１６，６８６ｋ

Ｗｈ/年となる。一方、吸収式冷温水機で利用した熱量は、３９，８５７ｋＷｈであるので、

廃熱回収熱量の利用率は、４．３％となる。 

以上の結果より、消化ガス発電設備の廃熱温水を管理棟空調に利用した場合の消化ガスの利

用先と熱量をまとめると、図－１．２０となる。 
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図－１．２０ 消化ガス発電設備の廃熱温水を管理棟空調に利用した場合の 

消化ガスの利用先と熱量 

   

Case 4 廃熱温水を下水汚泥の加温するとともに、温水プールの加温にも利用した場合 

    消化ガス発電設備からの廃熱温水を下水汚泥の加温に用い、且つ、温水プールにも利用した

場合の試算を行う。 

    Case 2 と Case 3 の結果をベースに試算した。 

 

表－１．１６ 下水汚泥加温と温水プール加温にガスエンジン廃熱回収熱利用 

    ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

a 
ガスエンジン 

運転可能台数 
台 4 4 4 4 4 4 

b 
ガスエンジン 

廃熱回収量 
kWh/月 116,928 116,928 113,030 116,928 116,928 113,030 

c 
配管ロスを差引いた 

廃熱回収量 
kWh/月 105,235 105,235 101,727 105,235 105,235 101,727 

d 加温ヒータガス流量 Nm３/月 13,953 10,950 6,875 3,823 4,850 6,733 

e 加温ヒータガス熱量 kWh/月 82,323 64,605 40,563 22,556 28,615 39,725 
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f 
下水加温に必要な 

廃熱回収量 
kWh/月 82,323 64,605 40,563 22,556 28,615 39,725 

g 
温水プールに供給す

る残廃熱回収量 
kWh/月 22,912 40,630 61,164 82,679 76,620 62,002 

h ＬＰガス使用量 m3/月 1,229 1,176 579 23 0 242 

i ＬＰガス熱量 kWh/月 37,836 36,204 17,825 708 0 7,450 

j 
温水プールの加温に

用いるＬＰガス熱量 
kWh/月 34,052 32,584 16,043 637 0 6,705 

k 
ＬＰガス熱量－ 

   残廃熱回収量 
kWh/月 11,140 -8,047 -45,122 -82,042 -76,620 -55,297 

l 余剰廃熱回収熱量 kWh/月 0 8,047 45,122 82,042 76,620 55,297 

m 
プール加温に追加が 

必要なＬＰガス熱量 
kWh/月 11,140 0 0 0 0 0 

 

       １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

a 
ガスエンジン 

運転可能台数 
台 4 4 4 4 4 4 平均 4.0 

b 
ガスエンジン 

廃熱回収量 
kW/月 120,826 113,030 116,928 116,928 105,235 116,928 1,383,648 

c 
配管ロスを差引いた 

廃熱回収量 
kW/月 108,743 101,727 105,235 105,235 94,712 105,235 1,245,282 

d 加温ヒータガス流量 Nm３/月 9,137 12,187 12,625 16,832 9,601 13,982 121,548 

e 加温ヒータガス熱量 kWh/月 53,908 71,903 74,488 99,309 56,646 82,494 717,135 

f 
下水加温に必要な 

廃熱回収量 
kWh/月 53,908 71,903 74,488 99,309 56,646 82,494 717,135 

g 
温水プールに供給す

る残廃熱回収量 
kWh/月 54,835 29,824 30,747 5,926 38,066 22,741 528,147 

h ＬＰガス使用量 m3/月 999 1,546 1,564 1,503 1,960 1,483 12,304 

i ＬＰガス熱量 kWh/月 30,755 47,595 48,146 46,274 60,341 45,656 378,790 

j 
温水プールの加温に

用いるＬＰガス熱量 
kWh/月 27,680 42,836 43,331 41,647 54,307 41,090 340,911 

k 
ＬＰガス熱量－ 

   残廃熱回収量 
kWh/月 -27,156 13,012 12,584 35,720 16,241 18,349 -187,236 

l 余剰廃熱回収熱量 kWh/月 27,156 0 0 0 0 0 294,283 

m 
プール加温に追加が 

必要なＬＰガス熱量 
kWh/月 0 13,012 12,584 35,720 16,241 18,349 107,047 

 

消化ガス発電設備４台を年間３５５日運転した場合の廃熱回収量は、１台当たり４０．６ｋＷ

であるので、 
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  ４０．６ｋＷ×４台×３５５日×２４ｈ＝１，３８３，６４８ｋＷｈ/年 

  であり、消化ガス発電設備からの配管ロスや熱交換器のロスを合わせて、１０％のロスを考慮す

ると、１，２４５，２８３ｋＷ/年となる。上表の（ＬＰガス熱量－残廃熱回収量）で５月～９月

はマイナスの値となっているが、これは、ＬＰガスの使用量が少ないため、消化ガス発電設備の廃

熱回収熱が利用できずに余剰となってしまうことである。したがって、１，２４５，２８３ｋＷ

/年のうち、余剰となる２９４，２８３ｋＷｈ/年を差し引いた９５１，０００ｋＷｈ/年が、廃

熱回収熱の利用量となり、利用率は、７６．４％となる。図－１．２１に消化ガスの利用先と熱

量を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．２１ 消化ガス発電設備の廃熱温水を下水汚泥の加温および 

温水プールの加温に利用した場合の消化ガスの利用先と熱量 

 

   以上の結果をまとめると、 

・ 消化ガス発電設備の廃熱回収熱を、下水汚泥の加温用に用いると、従来の消化ガスによる

加温での温水の熱量は、７１７ＭＷｈ/年に対し、ガスエンジンで発生する廃熱回収熱量は、

１，０１９ＭＷｈ/年であるので、消化ガスで生成する温水の替りに、ガスエンジンの温水

を利用できる。 

   ・ 消化ガス発電設備の温水を下水汚泥の加温に用いれば、下水汚泥の加温用として消化ガス

を使用しなくてもすみ、これを発電用に用いることで、現在導入を計画している４台のガス

エンジンの利用率を１００％にすることができる。これにより、余剰ガスのみの発電量に対
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して、３８％の発電量増加が見込める。また、ガスエンジンを３台増設して、全量の消化ガ

スで発電すると、８６％の発電量の増加が見込める。 

   ・ 温水プールで消化ガス発電設備の廃熱回収熱を利用すると、現状プールの加温用に使用し

ているＬＰガスの熱量は、３７９ＭＷｈ/年であり、これに対してガスエンジンの廃熱回収

熱量は、９１７ＭＷｈ/年である。年間の消化ガス発電設備の全廃熱回収熱量に対しては、

４１％の利用率となる。 

   ・ 浄水センター管理棟の吸収式冷温水機で消化ガス発電設備の廃熱回収熱を利用すると、廃

熱温水は、冬季の暖房用にのみ用いることになるので、年間で４０ＭＷｈ/年となり、年間

の消化ガス発電設備の全廃熱回収熱に対しては、４．３％の利用率となる。 

   ・ 消化ガス発電設備の温水を下水汚泥の加温に用い、余剰の廃熱温水を温水プールの加温に

用いると、消化ガス発電設備の廃熱の利用率は７６％となり、発生した消化ガス全量のうち

７１％を利用することができる。 

 

２） 経済性の検討 

   浄水センターは、九州電力より電力を購入しており、その契約形態は、産業用季時別電力Ｂで

ある。平成２９年度の電力使用量は、１年間合計で、３，２８６，０３２ｋＷｈであり、これに

対して支払った電気料金は、４８，１７９，９７９円（消費税抜き）である。従って、年間平均

の電力単価は、 

     ４８，１７９，９７９円÷３，２８６，０３２ｋＷｈ＝１４．６６円/ｋＷｈ 

  である。浄水センターは、産業用季時別電力Ｂの契約であるので、７月～９月は夏季料金となる。

月別の電力使用量と電力料金を表－１．１７に示す。 

 

   表－１．１７ 浄水センターの電力使用量と電力料金（平成２９年度）  （消費税抜き） 

    ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

合計使用電力 kWh/月 258,564 264,804 257,868 277,140 288,228 278,352 

基本料金＋ 

電力使用量合計 
円 3,516,570 3,546,592 3,527,861 3,833,867 3,959,212 3,845,962 

燃料費調整額 円 -402,210 -353,072 -317,559 -341,292 -344,272 -324,744 

再エネ賦課金 円 538,675 647,298 630,344 677,453 704,557 680,416 

電力料金   3,653,035 3,840,818 3,840,646 4,170,028 4,319,497 4,201,634 

 

    １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

合計使用電力 kWh/月 278,304 263,580 279,972 285,660 266,232 287,328 3,286,032 

基本料金＋ 

電力使用量合計 
円 3,696,474 3,560,139 3,704,905 3,746,847 3,597,448 3,791,397 44,327,274 

燃料費調整額 円 -329,841 -331,915 -360,334 -359,720 -315,534 -305,951 -4,086,444 

再エネ賦課金 円 680,298 644,306 684,376 698,280 650,789 702,357 7,939,149 

電力料金   4,046,931 3,872,530 4,028,947 4,085,407 3,932,703 4,187,803 48,179,979 
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   表－１．１１で示したように、消化ガス発電設備の廃熱を下水汚泥の加温に用いて、全量の消

化ガスを発電に用いた場合、 大７台のガスエンジン導入の可能性がある。また、消化ガス発電

設備の廃熱を温水プールの温水ボイラーの代替に使用も可能である。表－１．１７の平成２９年

度の電力料金を用いて、次の７つの運用について、試算を行い、経済性の検討を行う。 

 

  ① 余剰ガスで４台の消化ガス発電設備で発電のみ行い、廃熱を利用しない場合 

  ② ４台の消化ガス発電設備の廃熱を下水汚泥の加温に用いて、全量の消化ガスを発電に用いる

場合 

  ③ 余剰ガスで４台の消化ガス発電設備の廃熱を温水プールの温水ボイラーの代替に使用する

場合 

  ④ 余剰ガスで４台の消化ガス発電設備で浄水センター管理棟の空調に廃熱を利用する場合 

  ⑤ ４台の消化ガス発電設備の廃熱を下水汚泥の加温に用いて、全量の消化ガスを発電に用い、

余剰の廃熱を温水プールの温水ボイラーの代替に使用する場合 

  ⑥ １台消化ガス発電設備を増設して、５台の消化ガス発電設備で下水汚泥の加温と温水ボイラ

ーの代替に使用する場合 

  ⑦ ２台消化ガス発電設備を増設して、６台の消化ガス発電設備で下水汚泥の加温と温水ボイラ

ーの代替に使用する場合  

  以下、①～⑦の経済性検討結果を示す。 

 

 ① ４台の消化ガス発電設備で発電のみ行い、廃熱を利用しない場合 

   前項の Case 0 について試算した。試算は、下記のように実施した。 

    a：平成２９年度の余剰ガスのデータを用いた。 

    b：表－１．１０より各月の運転可能台数を記載した。 

    c：（２５ｋＷ×運転台数×各月の日数×２４時間）で算出した。 

      尚、年間の稼働日数を３５５日としているので、４月、１０月を除く１０か月は、１日

は停止しているとして算出した。ガスエンジンは、補機動力として、０．７５ｋＷ自家

消費するので、１台の発電量を、２４．２５ｋＷで試算した。 

    d：浄水センターは産業用季時別Ｂ契約であり、季節および時間帯の電力使用量単価より算

出した。 

    e：平成２９年度の（各月の燃料費調整額×発電量）で算出した。 

    f：平成２９年度の（各月の再エネ賦課金×発電量）で算出した。 

    g：ｄ＋ｅ＋ｆの合計値を削減電力料金とした。 

 

表－１．１８ ガスエンジン４台を余剰ガスで運転した場合の電力料金削減量 

      ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

a 余剰ガス流量 Nm３/月 30,885 33,317 31,297 33,525 27,831 25,329 

b エンジン台数 台 3.2 3.4 3.3 3.4 2.8 2.7 

c 発電量 kWh 55,872 59,364 55,697 59,364 48,888 45,571 

d 電力量料金 円 502,003 527,540 504,220 565,593 469,124 434,269 
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e 燃料調整額 円 -86,912 -79,152 -68,589 -73,105 -58,394 -53,166 

f 再エネ賦課金 円 116,400 145,112 136,148 145,112 119,504 111,395 

g 合計 円 531,491 593,500 571,779 637,600 530,234 492,498 

 

      １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月   

a 余剰ガス流量 Nm３/月 27,633 25,987 33,981 20,993 22,745 28,058 341,581 

b エンジン台数 台 2.8 2.7 3.5 2.1 2.6 2.8 35 

c 発電量 kWh 50,518 45,571 61,110 36,666 40,856 47,258 606,735 

d 電力量料金 円 454,359 409,191 548,190 327,748 368,924 427,302 5,538,463 

e 燃料調整額 円 -59,873 -57,385 -78,650 -46,172 -48,421 -50,321 -760,140 

f 再エネ賦課金 円 123,488 111,395 149,380 89,628 99,870 115,519 1,462,951 

g 合計 円 517,974 463,201 618,920 371,204 420,373 492,500 6,241,274 

 

   上表は、現状の契約電力６００ｋＷを変えずに、現状の電力契約を継続できた場合の試算結果

である。基本料金は現状のままであり、電力使用料金、燃料費調整額、再エネ賦課金が削減でき

る。再エネ賦課金については、政府の今後の再エネ賦課金の上昇見込み（２０３０年度に４０円

/ｋＷｈと予想）を想定して、平均３０円/ｋＷｈで試算した。検討の結果、１年間合計の電力料

金削減額は、６，２４１，２７４円となる。 

 

 ② ４台の消化ガス発電設備廃熱を下水汚泥の加温に用いて、全量の消化ガスを発電に用いる場合 

   現状、消化ガスを用いて下水汚泥を加温しているが、消化ガス発電設備の廃熱の熱量が、下水

汚泥を加温している消化ガスの熱量より大きいので、ガスエンジンの廃熱を利用して下水汚泥を

加温する。これにより、全量の消化ガスを利用できるようになる。４台の消化ガス発電設備で、

全量の消化ガスを燃料として発電した場合の、電気料金の削減額を試算する。 

   試算は、下記のように実施した。 

    a：平成２９年度の消化ガス全量のデータを用いた。 

    b：表－１．７より各月の運転可能台数を記載した。 

    c ～ g：①と同様の方法で算出した。 

 

表－１．１９ ガスエンジン４台を全量の消化ガスで運転した場合の電力料金削減量 

      ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

a 全ガス流量 Nm3/月 61,556 61,789 53,125 57,115 51,833 49,273 

b エンジン台数 台 4 4 4 4 4 4 

c 発電量 kWh 69,840 69,840 67,512 69,840 69,840 67,512 

d 発電量料金 円 627,504 620,635 611,181 665,403 670,177 643,355 

e 燃料調整額 円 -108,640 -93,120 -83,139 -86,006 -83,420 -78,764 

f 再エネ賦課金 円 145,500 170,720 165,029 170,720 170,720 165,029 

g 合計 円 664,364 698,235 693,071 750,117 757,477 729,620 
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      １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月   

a 全ガス流量 Nm3/月 50,709 49,423 51,725 49,277 45,636 51,759 633,220 

b エンジン台数 台 4 4 4 4 4 4 48 

c 発電量 kWh 74,400 69,600 72,000 72,000 64,800 72,000 839,184 

d 発電量料金 円 649,080 606,203 626,503 624,283 567,583 631,487 7,543,394 

e 燃料調整額 円 -85,532 -85,015 -89,886 -87,946 -74,496 -74,366 -1,030,330 

f 再エネ賦課金 円 176,410 165,029 170,720 170,720 153,648 170,720 1,994,965 

g 削減電力料金 円 739,958 686,217 707,337 707,057 646,735 727,841 8,508,029 

 

   上表より、１年間合計の電力料金削減額は、８，５０８，０２９円となる。 

 

 ③ 余剰ガスで４台の消化ガス発電設備廃熱を温水プールの温水ボイラーの代替に使用する場合 

   消化ガス発電設備の廃熱を下水汚泥の加温に使用せず、全量温水プールの温水ボイラーの代替

に使用する場合のＬＰガスコストの削減額を試算する。 

   前項の Case2 の表－１．１３で示したように、温水プールの加温は、消化ガス発電設備廃熱だ

けで賄える。、年間のＬＰガスを購入するための料金は、３，７１３，２９１円がメリットとな

る。しかしながら、ＬＰガスは、プール室やロビーの加温にも利用されているため、ここで４４％

の熱を利用しているとすると、温水プールの加温には、全体のＬＰガス５３％となるため、 

１，９６８，０４４円の削減となる。 

   電力料金の削減分と合わせると、 

     ６，２４１，２７４円＋１，９６８，０４４円＝８，２０９，３０１円 

  の削減効果が得られる。 

 

④ 余剰ガスで４台の消化ガス発電設備で浄水センター管理棟の空調に廃熱を利用する場合 

   浄水センター管理棟の空調に消化ガス発電設備の廃熱温水を利用した場合、１２月～３月まで

の暖房費が削減できる。 

 

表－１．２１ 余剰ガスでの消化ガス発電設備運転による削減額 

    １２月 １月 ２月 ３月  合計 

都市ガスの使用量 m3/月 364 1,365 1,621 1,455 4,805 

都市ガスの単価 円/m3 192.47   

都市ガスの削減額 円/月 70,059 262,722 311,994 280,044 924,818 

 

  以上の結果より、都市ガスの削減額は、９２４，８１８円となる。 

これに余剰ガスでの発電メリットを加算すると、 

     ６，２４１，２７４円＋９２４，８１８円＝７，１６６，０９２円 

  の削減効果が得られる。 
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⑤ ４台の消化ガス発電設備の廃熱を下水汚泥の加温に用いて、全量の消化ガスを発電に用い、余

剰の廃熱を温水プールの温水ボイラーの代替に使用する場合 

   ガスエンジンを全量の消化ガスで発電し、廃熱を下水汚泥の加温に使用した上で、余剰の熱を

温水プールの温水ボイラーの代替に使用する場合のＬＰガスコストの削減額を試算する。ガスエ

ンジンの廃熱回収熱量は、１台あたり４０．６ｋＷとする。 

   ２カ所に廃熱を利用するので、どちらを優先的に利用するかで２ケースが考えられる。 

 

   初に、消化ガス発電設備の廃熱の供給先として、下水汚泥の加温を優先し、余剰の廃熱を温

水プールに供給することで試算した。 

前項 Case4 の表－１．１６で示したように、下水汚泥の加温は、消化ガス発電設備の廃熱で

代替できる。消化ガス発電設備で発生した廃熱回収熱量（表ｂ項）のうち下水汚泥の加温で消費

した熱量を差し引いた残廃熱回収量（表ｇ項）で温水プールの加温を行う。しかし、４月、１１

月～３月は、残廃熱回収量熱量より現状使用しているＬＰガスの熱量（表ｉ項）が大きい。すな

わち、残廃熱回収量だけでは賄いきれず、既設の温水ボイラーからの熱供給も必要となる。その

不足分をプール加温に追加が必要なＬＰガス熱量（表ｍ項）で表しており、この分のＬＰガスを

購入しなければならない。温水ボイラーの効率を９０％とすると、購入するＬＰガスの熱量は、

表－１．２２のｎ項になり、流量はｏ項となる。これより、平成２９年度のＬＰガス単価より、

年間の購入ＬＰガス料金を算出すると、１，１６２，７１１円となる。 

 

表－１．２２ 購入ＬＰガス料金の算出 

       ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

m 
プール加温に追加が 

必要なＬＰガス熱量 
kWh/月 11,140 0 0 0 0 0 

n 
ボイラー効率９０％を考 

慮した必要ＬＰガス熱量 
kWh/月 12,378 0 0 0 0 0 

o 必要なＬＰガス流量 m3/月 402 0 0 0 0 0 

p ＬＰガス単価 円/m3 303.1 300.6 300.4 287.9 － 299.7 

q ＬＰガス購入費用 円 121,866 0 0 0 0 0 

 

       １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

m 
プール加温に追加が 

必要なＬＰガス熱量 
kWh/月 0 13,012 12,584 35,720 16,241 18,349 107,047 

n 
ボイラー効率９０％を考 

慮した必要ＬＰガス熱量 
kWh/月 0 14,457 13,982 39,689 18,046 20,388 118,941 

o 必要なＬＰガス流量 m3/月 0 470 454 1,289 586 662 3,863 

p ＬＰガス単価 円/m3 299.6 300.7 300.7 300.7 300.7 300.7 3,295 

q ＬＰガス購入費用 円 0 141,210 136,572 387,662 176,263 199,138 1,162,711 

 

   以上の結果より、温水プールにのみ消化ガス発電設備の廃熱を利用した場合の削減金額は、 
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１，９６８，０４４円であったので、 

     １，９６８，０４４円－１，１６２，７１１円＝８０５，３３３円 

  となる。 

   ②において算出した１年間合計の電力料金削減額は、８，５０８，０２９円とであり、導入メ

リットとしては、浄水センターの電力料金削減額と温水プールのＬＰガスの削減量の合算となる

ため、 

     ８，５０８，０２９円＋８０５，３３３円＝９，３１３，３６２円 

  となる。 

 

   次に、温水プールへ、消化ガス発電の廃熱を優先的に供給し、余剰の廃熱で下水汚泥を加温す

る方法で試算した。 

   温水プールへの廃熱回収熱供給を優先すると、下水汚泥の加温用の廃熱回収熱量は、表－１．

２２のｍ項分不足することになる。しかしながら、発生する消化ガスのうち、消化ガス発電設備

で消費するガスは、７１％であり、余剰のガスがある。この消化ガスで、下水汚泥を加温すれば

よい。表－１．２３に示すように、表－１．２２のｍ項の値に対して、十分大きい値であり、下

水汚泥の加温は、可能である。 

 

表－１．２３ 全消化ガスの熱量に対する余剰熱量 

     ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

消化ガス熱量 kWh/月 363,180 364,555 313,438 339,979 305,815 290,711 

ガスエンジン 
kWh/月 116,928 116,928 113,030 116,928 116,928 113,030 

廃熱回収量 

残廃熱回収熱量 kWh/月 246,252 247,627 200,408 223,051 188,887 177,681 

 

     １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

消化ガス熱量 kWh/月 299,183 291,596 305,178 290,734 269,252 305,378 3,735,998 

ガスエンジン 
kWh/月 120,826 113,030 116,928 116,928 105,235 116,928 1,383,648 

廃熱回収量 

残廃熱回収熱量 kWh/月 178,357 178,566 188,250 173,806 164,017 188,450 2,352,350 

 

   Case4 の表－１．１６の結果より、温水プールの加温は、ガスエンジン廃熱だけでは賄える

ため、ＬＰガスの削減金額は、１，９６８，０４４円となる。②において算出した１年間合計の

電力料金削減額は、９，７８１，３６２円となるので、導入メリットとしては、浄水センターの

電力料金削減額と温水プールのＬＰガスの削減量の合算となり、 

     ８，５０８，０２９円＋１，９６８，０４４円＝１０，４７６，０７３円 

  の削減が可能となる。   

 

 ⑥ １台ガスエンジンを増設して、５台のガスエンジンで下水汚泥の加温と温水ボイラーの代替に

使用する場合 
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   ④と同様の方法で、ガスエンジンを１台増設して、５台にした場合の試算を行った。表―１．

７に示すように、全量の消化ガスを用いて発電した場合、月別で も少ない運転可能台数は、

５．０台であるので、常時、５台運転が可能である。 

 

表－１．２４ ガスエンジン５台を全量の消化ガスで運転した場合の電力料金削減量 

      ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

a 全ガス流量 Nm3/月 61,556 61,789 53,125 57,115 51,833 49,273 

b エンジン台数 台 4 4 4 4 4 4 

c 発電量 kWh 87,300 87,300 84,390 87,300 87,300 84,390 

d 発電量料金 円 847,131 837,858 825,094 898,295 904,741 868,531 

e 燃料調整額 円 -146,664 -125,712 -112,238 -116,109 -112,617 -106,331 

f 再エネ賦課金 円 196,425 230,472 222,789 230,472 230,472 222,789 

g 合計 円 896,892 942,618 935,645 1,012,658 1,022,596 984,989 

 

      １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

a 全ガス流量 Nm3/月 50,709 49,423 51,725 49,277 45,636 51,759 633,220 

b エンジン台数 台 4 4 4 4 4 4 48 

c 発電量 kWh 74,400 69,600 72,000 72,000 64,800 72,000 942,780 

d 発電量料金 円 876,258 818,375 845,779 842,781 766,237 852,508 10,183,588 

e 燃料調整額 円 -115,468 -114,770 -121,347 -118,728 -100,569 -100,395 -1,390,948 

f 再エネ賦課金 円 238,154 222,789 230,472 230,472 207,424 230,472 2,693,202 

g 削減電力料金 円 998,944 926,394 954,904 954,525 873,092 982,585 11,485,842 

 

   上表より、１年間合計の電力料金削減額は、１１，４８５，８４２円となる。 

    熱利用の試算については、前項と同様、下水汚泥加温優先と温水プール加温優先の２つの方

法で試算した。 

    下水汚泥加温優先の試算結果を下表に示す。 

 

表－１．２５ ガスエンジン５台による熱量試算と削減額（平成２９年度データ） 

       ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

a 
ガスエンジン 

運転可能台数 
台 5 5 5 5 5 5 

b 
ガスエンジン 

廃熱回収量 
kWh/月 146,160 146,160 141,288 146,160 146,160 141,288 

c 
配管ロスを差引いた 

廃熱回収量 
kWh/月 131,544 131,544 127,159 131,544 131,544 127,159 

d 加温ヒータガス流量 Nm３/月 13,953 10,950 6,875 3,823 4,850 6,733 

e 加温ヒータガス熱量 kWh/月 82,323 64,605 40,563 22,556 28,615 39,725 
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f 
下水加温に必要な 

廃熱回収量 
kWh/月 82,323 64,605 40,563 22,556 28,615 39,725 

g 
温水プールに供給する 

残廃熱回収量 
kWh/月 49,221 66,939 86,596 108,988 102,929 87,434 

h ＬＰガス使用量 m3/月 1,229 1,176 579 23 0 242 

i ＬＰガス熱量 kWh/月 37,836 36,204 17,825 708 0 7,450 

j 
温水プールの加温に用

いるＬＰガス熱量 
kWh/月 34,052 32,584 16,043 637 0 6,705 

k 
ＬＰガス熱量－ 

   残廃熱回収量 
kWh/月 -11,385 -30,735 -68,771 -108,280 -102,929 -79,984 

l 余剰廃熱回収熱量 kWh/月 11,385 30,735 68,771 108,280 102,929 79,984 

m 
プール加温に追加が 

必要なＬＰガス熱量 
kWh/月 0 0 0 0 0 0 

n 
ボイラー効率９０％を考

慮した必要ＬＰガス熱量 
kWh/月 0 0 0 0 0 0 

o 必要なＬＰガス流量 m3/月 0 0 0 0 0 0 

p ＬＰガス単価 円/m3 303.1 300.6 300.4 287.9 － 299.7 

q ＬＰガス購入費用 円 0 0 0 0 0 0 

 

       １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

a 
ガスエンジン 

運転可能台数 
台 5 5 5 5 5 5 平均 5.0 

b 
ガスエンジン 

廃熱回収量 
kWh/月 151,032 141,288 146,160 146,160 131,544 146,160 1,729,560 

c 
配管ロスを差引いた 

廃熱回収量 
kWh/月 135,929 127,159 131,544 131,544 118,390 131,544 1,556,604 

d 加温ヒータガス流量 Nm３/月 9,137 12,187 12,625 16,832 9,601 13,982 121,548 

e 加温ヒータガス熱量 kWh/月 53,908 71,903 74,488 99,309 56,646 82,494 717,135 

f 
下水加温に必要な 

廃熱回収量 
kWh/月 53,908 71,903 74,488 99,309 56,646 82,494 717,135 

g 
温水プールに供給する 

残廃熱回収量 
kWh/月 82,021 55,256 57,056 32,235 61,744 49,050 839,469 

h ＬＰガス使用量 m3/月 999 1,546 1,564 1,503 1,960 1,483 12,304 

i ＬＰガス熱量 kWh/月 30,755 47,595 48,146 46,274 60,341 45,656 378,790 

j 
温水プールの加温に用

いるＬＰガス熱量 
kWh/月 27,680 42,836 43,331 41,647 54,307 41,090 340,911 

k 
ＬＰガス熱量－ 

   残廃熱回収量 
kWh/月 -51,266 -7,661 -8,910 14,039 -1,403 -3,394 -460,679 
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l 余剰廃熱回収熱量 kWh/月 51,266 7,661 8,910 0 1,403 3,394 474,718 

m 
プール加温に追加が 

必要なＬＰガス熱量 
kWh/月 0 0 0 14,039 0 0 14,039 

n 
ボイラー効率９０％を考 

慮した必要ＬＰガス熱量 
kWh/月 0 0 0 15,599 0 0 15,599 

o 必要なＬＰガス流量 m3/月 0 0 0 507 0 0 507 

p ＬＰガス単価 円/m3 299.6 300.7 300.7 300.7 300.7 300.7 3,295 

q ＬＰガス購入費用 円 0 0 0 152,361 0 0 152,361 

 

   以上の結果より、ＬＰガスの購入費用は、１５２，３６１円となる。ＬＰガスの削減金額は、

全削減額が１，９６８，０４４円なので、 

１，９６８，０４４円－１５２，３６１円＝１，８１５，６８３円 

となる。これに、発電量の増加分のメリットを加算すると、 

      １１，４８５，８４２円＋１，８１５，６８３円＝１３，３０１，５２５円 

  の削減が可能となる。 

 

   次に、温水プールへの廃熱利用を優先した結果を下表に示す。 

   Case4 と同様に、温水プールへの廃熱回収熱供給を優先すると、下水汚泥の加温用の廃熱回

収熱量は、表－１．２５のｍ項分不足することになる。しかしながら、発生する消化ガスのうち、

消化ガス発電設備で消費するガスは、８９％であり、余剰のガスがある。この消化ガスで、下水

汚泥を加温すればよい。表－１．２６に示すように、表－１．２５のｍ項の値に対して、十分大

きい値であり、下水汚泥の加温は、可能である。 

 

表－１．２６ 全消化ガスの熱量に対する余剰熱量 

     ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

消化ガス熱量 kWh/月 363,180 364,555 313,438 339,979 305,815 290,711 

ガスエンジン 

廃熱回収量 
kWh/月 116,928 116,928 113,030 116,928 116,928 113,030 

残廃熱回収熱量 kWh/月 246,252 247,627 200,408 223,051 188,887 177,681 

 

     １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

消化ガス熱量 kWh/月 299,183 291,596 305,178 290,734 269,252 305,378 3,735,998 

ガスエンジン 

廃熱回収量 
kWh/月 120,826 113,030 116,928 116,928 105,235 116,928 1,383,648 

残廃熱回収熱量 kWh/月 178,357 178,566 188,250 173,806 164,017 188,450 2,352,350 

 

   Case5 の表－１．２４の結果より、温水プールの加温は、ガスエンジン廃熱だけでは賄える

ため、ＬＰガスの削減金額は、１，９６８，０４４円となる。②において算出した１年間合計の

電力料金削減額は、９，７８１，３６２円となるので、導入メリットとしては、浄水センターの
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電力料金削減額と温水プールのＬＰガスの削減量の合算となり、 

     １１，４８５，８４２円＋１，９６８，０４４円＝１３，４５８，８８６円 

  の削減が可能となる。   

 

⑦ ２台ガスエンジンンを増設して、６台のガスエンジンで下水汚泥の加温と温水ボイラーの代替

に使用する場合  

   ④と同様の方法で、ガスエンジンを２台増設して、６台にした場合の試算を行った。表―１．

１１に示すように、全量の消化ガスを用いて発電した場合、４月、５月は６台以上となるが、

６台で運用する。その他の月は、６台以下のため、その月ごとの運用台数で試算を行う。 

 

表－１．２７ ガスエンジン６台を全量の消化ガスで運転した場合の電力料金削減量 

      ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

a 全ガス流量 Nm3/月 61,556 61,789 53,125 57,115 51,833 49,273 

b エンジン台数 台 6.0 6.0 5.6 5.8 5.3 5.2 

c 発電量 kWh 104,760 104,760 94,517 101,268 92,538 87,766 

d 発電量料金 円 1,016,557 1,005,430 924,105 1,042,023 959,025 903,273 

e 燃料調整額 円 -175,996 -150,854 -125,707 -134,686 -119,374 -110,584 

f 再エネ賦課金 円 235,710 276,566 249,524 267,347 244,300 231,701 

g 削減電力料金 円 1,076,271 1,131,142 1,047,922 1,174,684 1,083,951 1,024,390 

 

      １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

a 全ガス流量 Nm3/月 50,709 49,423 51,725 49,277 45,636 51,759 633,220 

b エンジン台数 台 5.1 5.2 5.3 5.0 5.1 5.3 平均 5.4 

c 発電量 kWh 74,400 69,600 72,000 72,000 64,800 72,000 1,010,408 

d 発電量料金 円 893,784 851,110 896,527 842,781 781,561 903,658 11,019,834 

e 燃料調整額 円 -117,778 -119,361 -128,627 -118,728 -102,580 -106,418 -1,510,693 

f 再エネ賦課金 円 242,917 231,701 244,300 230,472 211,573 244,300 2,910,411 

g 削減電力料金 円 1,018,923 963,450 1,012,200 954,525 890,554 1,041,540 12,419,552 

 

   上表より、１年間合計の電力料金削減額は、１２，４１９，５５２円となる。 

 

    熱利用の試算については、前項と同様、下水汚泥加温優先と温水プール加温優先の２つの方

法で試算した。 

    下水汚泥加温優先の試算結果を下表に示す。 

 

表－１．２８ ガスエンジン６台による熱量試算と削減額（平成２９年度データ） 

       ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

a 
ガスエンジン 

運転可能台数 
台 6 6 5.6 5.8 5.3 5.2 
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b 
ガスエンジン 

廃熱回収量 
kWh/月 175,392 175,392 158,243 169,546 154,930 146,940 

c 
配管ロスを差引いた 

廃熱回収量 
kWh/月 157,853 157,853 142,418 152,591 139,437 132,246 

d 加温ヒータガス流量 Nm３/月 13,953 10,950 6,875 3,823 4,850 6,733 

e 加温ヒータガス熱量 kWh/月 82,323 64,605 40,563 22,556 28,615 39,725 

f 
下水加温に必要な 

廃熱回収量 
kWh/月 82,323 64,605 40,563 22,556 28,615 39,725 

g 
温水プールに供給する 

残廃熱回収量 
kWh/月 75,530 93,248 101,855 130,035 110,822 92,521 

h ＬＰガス使用量 m3/月 1,229 1,176 579 23 0 242 

i ＬＰガス熱量 kWh/月 37,836 36,204 17,825 708 0 7,450 

j 
温水プールの加温に用

いるＬＰガス熱量 
kWh/月 34,052 32,584 16,043 637 0 6,705 

k 
ＬＰガス熱量－ 

   残廃熱回収量 
kWh/月 -37,694 -57,044 -84,030 

-129,32

7 

-110,82

2 
-85,071 

l 余剰廃熱回収熱量 kWh/月 37,694 57,044 84,030 129,327 110,822 85,071 

m 
プール加温に追加が 

必要なＬＰガス熱量 
kWh/月 0 0 0 0 0 0 

n 
ボイラー効率９０％を考 

慮した必要ＬＰガス熱量 
kWh/月 0 0 0 0 0 0 

o 必要なＬＰガス流量 m3/月 0 0 0 0 0 0 

p ＬＰガス単価 円/m3 303.1 300.6 300.4 287.9 － 299.7 

q ＬＰガス購入費用 円 0 0 0 0 0 0 

 

       １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

a 
ガスエンジン 

運転可能台数 
台 5.1 5.2 5.3 5.0 5.1 5.3 平均 5.4 

b 
ガスエンジン 

廃熱回収量 
kW/月 154,053 146,940 154,930 146,160 134,175 154,930 1,871,628 

c 
配管ロスを差引いた 

廃熱回収量 
kW/月 138,647 132,246 139,437 131,544 120,757 139,437 1,684,465 

d 加温ヒータガス流量 Nm３/月 9,137 12,187 12,625 16,832 9,601 13,982 121,548 

e 加温ヒータガス熱量 kW/月 53,908 71,903 74,488 99,309 56,646 82,494 717,135 

f 
下水加温に必要な 

廃熱回収量 
kW/月 53,908 71,903 74,488 99,309 56,646 82,494 717,135 

g 
温水プールに供給する 

残廃熱回収量 
kW/月 84,739 60,343 64,949 32,235 64,111 56,943 967,330 
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h ＬＰガス使用量 m3/月 999 1,546 1,564 1,503 1,960 1,483 12,304 

i ＬＰガス熱量 kW/月 30,755 47,595 48,146 46,274 60,341 45,656 378,790 

j 
温水プールの加温に用

いるＬＰガス熱量 
kWh/月 27,680 42,836 43,331 41,647 54,307 41,090 340,911 

k 
ＬＰガス熱量－ 

   残廃熱回収量 
kW/月 -53,984 -12,748 -16,803 14,039 -3,770 -11,287 -588,540 

l 余剰廃熱回収熱量 kW/月 53,984 12,748 16,803 -14,039 3,770 11,287 588,540 

m 
プール加温に追加が 

必要なＬＰガス熱量 
kW/月 0 0 0 0 0 0 0 

n 
ボイラー効率９０％を考 

慮した必要ＬＰガス熱量 
kWh/月 0 0 0 0 0 0 0 

o 必要なＬＰガス流量 m3/月 0 0 0 0 0 0 0 

p ＬＰガス単価 円/m3 299.6 300.7 300.7 300.7 300.7 300.7 3,295 

q ＬＰガス購入費用 円 0 0 0 0 0 0 0 

 

   以上の結果より、６台の消化ガス発電設備から発生する廃熱回収熱量が多いため、ＬＰガスの

購入は不要となる。したがって、ＬＰガスの削減金額は、全削減額の１，９６８，０４４円 

となる。これに、発電量の増加分のメリットを加算すると、 

      １２，４１９，５５２円＋１，９６８，０４４＝１４，３８７，５９６円 

  の削減が可能となる。 

 

   次に、温水プールへの廃熱利用を優先した結果を下表に示す。 

   温水プールへの廃熱回収熱供給を優先しても、消化ガス発電設備の廃熱回収熱量で、下水汚泥

の加温は賄える。したがって、メリットは、下水汚泥の加温優先のメリットと同様で、 

      １２，４１９，５５２円＋１，９６８，０４４＝１４，３８７，５９６円 

  の削減が可能となる。 

 

     以上の結果をまとめると表－１．２９となる。ガスエンジンが４台、５台、６台の発生ガ

ス全量を用いる場合は、加温ヒータと温水プールにガスエンジンの廃熱を供給するが、加温ヒー

タに優先的に供給することと温水プールの加温を優先的にする２つの方法で検討している。 
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表－１．２９ ガスエンジン導入によるエネルギー費削減効果 

 削減効果（円） 

下水汚泥加温

での発電量増

加による削減

額 

温水プールで

の廃熱利用に

よる削減額 

合計 

STEP1 余剰ガスで４台のガスエンジンを運

用、廃熱利用は行わない場合 
6,241,274 0 6,241,274 

Case1 

 

発生ガス全量で４台のガスエンジンを

運用した場合 
8,508,029 0 8,508,029 

Case2 

 

余剰ガスで４台のガスエンジンを運

用、廃熱を温水プールに供給する場合 
6,241,274 1,968,044 8,209,301 

Case3 

 

余剰ガスで４台のガスエンジンを運

用、廃熱を管理棟空調に供給する場合 
6,241,274 924,818 7,166,092 

Case4 

(1) 

全発生ガスで４台のガスエンジンを運

用、廃熱を下水汚泥加温と温水プール

に供給する場合（下水汚泥加温優先） 

8,508,029 805,333 9,313,362 

Case 

(2) 

全発生ガスで４台のガスエンジンを運

用、廃熱を下水汚泥加温と温水プール

に供給する場合（温水プール優先） 

8,508,029 1,968,044 10,476,073 

Case5 

(1) 

全発生ガスで５台のガスエンジンを運

用、廃熱を下水汚泥加温と温水プール

に供給する場合（下水汚泥加温優先） 

11,485,842 1,815,683 13,301,525 

Case5 

(2) 

全発生ガスで５台のガスエンジンを運

用、廃熱を下水汚泥加温と温水プール

に供給する場合（温水プール優先） 

11,485,842 1,968,044 13,458,886 

Case6 

(1) 

全発生ガスで６台のガスエンジンを運

用、廃熱を下水汚泥加温と温水プール

に供給する場合（下水汚泥加温優先） 

12,419,552 1,968,044 14,387,596 

Case6 

(2) 

全発生ガスで６台のガスエンジンを運

用、廃熱を下水汚泥加温と温水プール

に供給する場合（温水プール優先） 

12,419,552 1,968,044 14,387,596 

 

   温水プールへの配管工事は、概算で５０百万円程度掛かると考えられる。消化ガス発電設備か

ら温水プールまでの距離が約４００ｍあり、戻り配管もあるので、配管長は、８００ｍとなり、

保温の施工が必要である。また、循環ポンプ、熱交換器、温水タンク、３方弁、流量計、温度計

と併せて制御盤も必要となる。これらの工事費も含めると、約５０百万円となる。 
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図－１．２２ 温水プールへの熱供給配管施工計画図 

 

   温水を加温ヒータの代替熱として利用した場合には、加温ヒータへの温水供給のための費用と

して、３５百万円程度掛かると考えられる。これは、ガスエンジンの廃熱温水の供給配管、熱交

換器、循環ポンプなどの費用である。さらに、温水プールの加温として利用する方法と加温ヒー

タの代替熱として利用する方法の両方を併せて実施する場合の工事費は、温水プールへの配管途

中から加温ヒータに分岐すればよいので、６０百万円とした。 

これらの費用と回収年を表－１．３１にまとめた。 

 

表－１．３１ Case 別の単純回収年比較 

 現状 STEP1 STEP2 

2018.12 2019.3 2019 年度以降 

Case —  Case1 Case2 Case3 Case4 Case5 Case6 

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ台数 0 4 4 4 4 4 5 6 

廃熱 

供給先 

汚泥加温 — — ○ — — ○ ○ ○ 

プール — — — ○ — ○ ○ ○ 

管理棟空調 — — — — ○ — — — 

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ稼働率(%) — 73 100 73 73 100 100 90 

消化ガス利用率(%) 19 73 71 73 73 71 89 97 

温水利用率(%) — 0 57 41 4 76 70 65 

初期費用（千円） — 0 35,000 50,000 45,000 60,000 111,000 131,000 

電気料金削減額（千円） — 6,241 8,508 6,241 6,241 8,508 11,486 12,420 

ガス料金削減額（千円） — 0 0 1,968 925 1,968 1,968 1,968 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｽﾄ（千円/年） — 5,900 6,100 6,100 6,100 6,300 7,230 8,160 

メリット金額（千円） — 341 2,408 2,109 1,066 4,176 6,224 6,228 

回収年（年） — — 14.5 23.7 42.2 14.4 17.8 21.0 

安定運用（燃料費・ 

設置工事費他） 
— — ◎ ○ △ ○ ○ ○ 

評価 — — ○ △ × ◎ ○ ○ 

    注）・Case4,5,6 は、消化ガスエンジン廃熱を温水プールに優先的に送る案とした。 
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   単純回収年（補助金などを含まない回収年）で考えると、Case1 のガスエンジンを増設せずに、

熱を加温ヒータに供給する場合と Case4 がほぼ同等で、１４．５年程度で回収できる。Case4、5、

6 の余剰熱を温水プールに供給する方法と加温ヒータに供給する方法を併用した場合は、４台の

ガスエンジンで運用する方法が、回収年は１４．４年と も短くなる。しかしながら、今後、消

化ガスの発生量が増加する場合は、２台増設して、計６台のガスエンジンで運用する方法が も

効率的と考える。また、Case2 の温水プールのみに廃熱を利用する方法は、回収年は長いが、廃

熱を地域で面的に利用できることや有事の際に温浴施設として活用できるといった回収年では

表せない効果を創出することができる。（尚、各導入費用は、概算値であり、見積値ではない。）  

 

   スマートレジリエンス構想として、電力および熱利用について検討する。 

   電力は、浄水センターに供給している。浄水センターは、非常時に災害対策室の機能を持たせ

ることになっている。非常用発電設備としては、１，２５０ｋＶＡのガスエンジンを有しており、

燃料の貯蔵量は、３６時間（１．５日）分となっている。１，２５０ｋＶＡの電力は、下水処理

を平時と同様に機能させるための電力と考えられる。従って、１．５日の間は、消化ガスも平時

と同様に発生すると考えられる。 

   停電から１．５日後も停電が継続している場合、消化ガスタンクに消化ガスが残っている間は、

ガスエンジンで発電が可能である。 初の１．５日は、ガスエンジンを起動せずに消化ガスを貯

めておき、１．５日後から運転を行うとこととし、消化ガスタンクの容量が５００ｍ３あるとす

れば、消化ガスの低位発熱量が、５．８７ｋＷｈ/ｍ３であるので、 

     ５００ｍ３×５．８７ｋＷｈ/ｍ３＝２，９３５ｋＷｈ 

  のエネルギーがあり、エンジン１台の燃料消費量は、７８．１ｋＷであるので、 

     ２，９３５ｋＷｈ/（７８．１ｋＷ×４台）＝９．４ｈ 

  となり、１００ｋＷの電力を供給して、９．４時間の運転が可能である。 

非常用発電設備の燃料もなくなり、さらに停電が継続する 悪の状態になった場合、災害対策

室の機能と浄水センターで 低限必要な電力を調査し、何時間のガスエンジンの運転が可能かを

今後調査する。 

次に、スマートレジリエンス構想として、ガスエンジンの廃熱の利用について検討する。 

数日間、インフラが遮断された場合、地域住民に入浴したいという要求が出てくる。温水プー

ルを利用して、緊急の入浴施設にすることが可能と考えられる。ガスエンジンの温水は７５℃で

供給されるので、入浴に適した４２℃程度までの加温は可能である。プールの水は殺菌されてい

るので、この水を加温し、仮設の風呂を準備する、あるいは、シャワーのみ使用するなどが考え

られる。前述の消化ガスの量によるガスエンジンの運転時間を調整し、温水供給がレジリエンス

の１つと考えられる。 
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４．蓄電池の併設による消防署との連携に係る防災機能の強化策の検討 

   消防本部は、有事の際、重要な役割を果たすため、非常用発電設備が備えられている。しかし、

燃料の貯蔵に限界があり、停電などが長期間に渡った場合、さらなる電源の強化が必要である。

また、浄水センターも、有事の際には災害対策室となるため、同様に、電源の強化が必要である。

唐津スマートレジリエンス拠点構築事業において、蓄電池を併設することで、防災機能の強化を

図る計画である。 

 

 １） 蓄電池システムの検討 

   蓄電池システムは、当然のことながら、電力を充電しなければ、その機能を果たせない。安価

な深夜電力などで充電できるが、有事の際、停電が継続的に続いた場合、充電ができなくなる。

太陽光発電は、天候さえよければ、発電は行うが、変動が大きく、停電時に利用することは難し

い。そこで、太陽光発電で発電した電力を蓄電池に充電して、蓄電池から安定した電力を供給す

れば、電力系統から切り離されたグリッドでもその電力を利用できる。 

   変動の大きい太陽光発電の電力を蓄電池に充電するには、通常は、太陽光発電電力をパワーコ

ンディショナー（以下ＰＣＳと呼ぶ）で直流を交流に変換、交流に変換された電力を再度ＰＣＳ

にて直流に変換して、蓄電池に充電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．２３ 一般的な太陽光発電と蓄電池を組み合わせ 

 

   一般電力系統と連系している場合、このような充電は可能であるが、直流⇔交流の変換による

ロスが大きくなる。ＰＣＳの変換ロスは、一般的に５％程度のため、太陽光発電用のＰＣＳでの

交流への変換、蓄電池用ＰＣＳでの直流への変換と、２度の変換を行うことで１０～１５％程度

のロスが発生する。また、一般電力系統が停電になり、変電設備で系統と切り離し、自立運転を

行う場合、変電設備下流側の小さなグリッドにおいては、図－１．２４に示すように、変動の大

きい太陽光発電の電力をこの電力系統に流すと、グリッド内の電力の流れが不安定になり、グリ

ッドが再度停電になる可能性が高い。 

 

 

 

変電設備 
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図－１．２４ 太陽光発電の出力変動 

 

   太陽光発電の発電電力をグリッドに流さず、直接、蓄電池に充電すれば、平常時の充電でもロ

スは少なくなり（ＤＣ/ＤＣコンバータでのロスは２％程度）、効率的に電力を供給できる。また、

停電時においても、蓄電池から安定した電力を供給でき、レジリエンスとしての効果を創出でき

る。このためには、ＤＣ/ＤＣコンバータを設置し、発電電力の電圧を蓄電池に充電できる電圧

範囲に調整することで、直流のまま、蓄電池に充電できる。これにより、天候さえよければ、継

続的に電力を供給できることになる。 

 

 

 

 

 

 

図－１．２５ 太陽光発電と蓄電池を組み合わせた非常用電力供給システム 

 

   このように、非常時においても、蓄電池システムを有効に活用する方法を検討するとともに、

平時においても、有効利用できる方法を確立しなければならない。 

 

 ２） 蓄電池の種類と特徴 

   次に、どのような蓄電池を利用できるかについて、検討した。 

 

  ① 鉛蓄電池 

    鉛蓄電池は、正極に二酸化鉛（ＰｂＯ２）、負極に鉛（Ｐｂ）、電解液に希硫酸（Ｈ２ＳＯ４）

を用いた二次電池である。二次電池の中でも も古い歴史を持ち、開発から現在まで様々な用

途で利用されている。 

    その用途は幅広く、自動車のバッテリーとして利用されているのを始め、非常用電源やバッ

テリー駆動のフォークリフトやゴルフカートといった自動車用主電源としても用いられてお

り、安価で使用実績が多く、信頼性に優れているという特徴を有している。また、 近では、

 

グリッド内 

電力系統 
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風力発電の変動緩和にも使用された実績がある。 

    一方、繰り返し充電することで負極の金属に硫酸鉛の硬い結晶が発生しやすくなり、サイク

ル回数の増加に伴い性能が低下するという欠点がある。放電しきる前に充電を行う等適切に利

用することで、ある程度の寿命を延ばすことは可能である。また、 近では、サイクル寿命が

４，５００回（１日１回の充放電で、１５年程度使用可能）の蓄電池も開発されている。 

 

  ② ニッケル水素電池 

    ニッケル水素電池は、正極にオキシ水酸化ニッケル（ＮｉＯＯＨ）、負極に水素吸蔵合金、

電解液に水酸化カリウムのアルカリ水溶液を用いた二次電池である。 

    電解液にアルカリ水溶液を用いる二次電池を総称してアルカリ二次電池と呼び、実用化され

ているものには、ニッケル・カドミウム電池とニッケル水素電池がある。高出力・高容量・長

寿命の人工衛星用バッテリーとして開発が進められていたが、開発当時主流であったニッケ

ル・カドミウム電池が及ぼす環境への影響が問題視されるようになり、ニッケル・カドミウム

電池に変わる乾電池型二次電池として普及することとなった。ニッケル・カドミウム電池の出

力特性は、モータなどの高出力用途に適している。反面、自然放電が大きいため、長時間稼働

させ続ける機器には不向きである。 

    自然放電が大きいという欠点を改良した結果、エネルギー密度が高く、過充電・過放電に強

いという特徴から、乾電池二次電池やハイブリッドカーの動力源として用いられている。 近

では、急速充放電ができるという強みを活かし、鉄道システムやモノレールシステムの地上蓄

電設備としても多く採用されており、平常時のピークカットや停電時の非常走行などの運用方

法が可能となっている。 

 

  ③ リチウムイオン電池 

    リチウムイオン電池は、正極にリチウム含有金属酸化物、負極にグラファイトなどの炭素材、

電解液に有機電解液を用いた二次電池である。 

    ニッケル水素電池と比較すると、エネルギー密度と充放電エネルギー効率が非常に高く、ま

た残存容量や充電状態が監視しやすいといった特徴があり、現在の蓄電池の中でも も活発に

普及や技術開発の取り組みが推進されている。 

    携帯電話やノートパソコンをはじめとする幅広い電子・電気機器に搭載されており、電気自

動車などの交通機関の動力源やスマートグリッドのための蓄電装置としても利用されている。 

   住宅や小規模店舗、オフィスなどに導入されている蓄電池の多くはリチウムイオン電池である。 

    価格面で、鉛蓄電池の３～４倍高かったが、アメリカなどで大量生産が実現化しており、安

価なリチウムイオン電池が期待される。 

    産業用リチウムイオン蓄電システムでは、複数のセルの入ったモジュールを組合せて蓄電シ

ステムとしている。使用サイクルにより寿命を迎える。寿命を迎えた場合や何らかの故障が発

生した場合、モジュール単位での交換が可能である。（セル単位での交換はできない。）但し、

その時のモジュールの電圧などの状況により一つずつの交換で良いか、複数纏めての交換で良

いか検討する必要がある。交換していないモジュールとのばらつきが少ない場合にはシステム

への影響は特にない。 
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  ④ ＮＡＳ電池 

    ＮＡＳ電池は、正極に硫黄、負極にナトリウム、電解質にβ－アルミナを用いた二次電池で

ある。 

リチウムイオン電池とほぼ同等のエネルギー密度を保ちつつ、鉛蓄電池と同等かさらに低価

格である。その特徴から、主に大規模電力貯蔵施設や負荷平準化、工場等のバックアップ電源

として利用されている。 

非常に効率よく充放電を行えるＮＡＳ電池ではあるが、ナトリウムと硫黄を使用しており危

険物として取り扱われており、また、高温（約３００℃）となるため、日々の動作確認や保守

作業が不可欠である。さらには、撤去する際の安全対策も考慮する必要がある。 

 

  ⑤ レドックスフロー電池 

    レドックスフロー電池は、イオンの酸化還元反応を溶液のポンプ循環によって進行させて充

放電を行う二次電池である。 

    室温で作動し、燃焼性・爆発性の物質を使用・発生せず、ＮＡＳ電池に比べて安全性で優れ

ている。しかし、重量エネルギー密度が低く（リチウムイオン電池の１/５程度）小型化には

向かない。サイクル寿命が１万回以上と長く、１０年以上利用でき、１０００ｋＷ級の電力設

備として利用されている。 

 

   これらの蓄電池の性能を比較した。 

 

表－１．３２ 蓄電池の性能比較 

 鉛蓄電池 ニッケル水素

電池 

リチウム 

イオン電池 

ＮＡＳ電池 レドックス 

フロー電池 

平均作動電圧 

（Ｖ） 
２．０ １．２ 

２．４～ 

３．８程度 
２．１ １．４ 

質量エネルギ

ー密度(W/kg） 
２０～３５ ６０～１２０ 

１５０～ 

２００ 

１００～ 

２００ 
１０～３０ 

体積エネルギ

ー密度(Wh/L) 
５０～９０ 

１４０～ 

３００ 

２００～ 

４００ 

１５０～ 

２５０ 
１５～４０ 

寿命（年） ５～１０ 
５００～１５

００サイクル 
１０ １５ １０ 

作動温度（℃） 気温と同等 気温と同等 気温と同等 ３００程度 
１０～４０ 

程度 

安全性 ○ ○ △ △ ○ 

資源※1 ○ △ ○ ○ △ 

コスト※1 

(円/kWh) 

5 万円 10 万円 20 万円 4 万円 12 万円 

※1 経済産業省蓄電池戦略プロジェクトチーム 蓄電池戦略(平成 24 年 7 月)を元に日立パワーソリューションズ作成 
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    リチウムイオン電池の価格については、年々約１５％程度値下がりが続いており、現時点で

は１ｋＷｈ当たり１０万円程度まで下がってきている。 

  以上の調査結果より、唐津スマートレジリエンス拠点構築事業においては、大容量の蓄電池

は不要と考えられるため、ＮＡＳ電池とレドックスフロー電池は適さないと考えられる。ニッ

ケル水素電池は、小型過ぎるため、適さない。鉛蓄電池は、長寿命化された電池であれば、適

用が可能と考えられる。但し、重量が重いため、設置場所等を考慮しなければならない。リチ

ウムイオン電池は、エネルギー密度も高く、充放電速度も速く、コンパクトである。価格面で、

鉛蓄電池と同レベルとなれば、適用が可能である。Ｃレート（Ｃレートとは、ある電池に対

して通電する際の電流の大きさのことを示し、ある電池を満充電状態からある電流で放電

した場合、１時間で電池が完全に放電される（ＳＯＣ０％となる）時の電流値が１Ｃ）で

みると、鉛蓄電池が、０．４Ｃ程度に対し、リチウムイオン電池は１Ｃと充放電速度が速

い。したがって、電力の供給先の電力変動が大きい場合は、充放電を迅速に行うリチウム

イオン電池が有効であり、ゆっくりとした電力変動の場合は、鉛蓄電池が有効であるとい

うことができる。 

    今後の検討においては、鉛蓄電池とリチウムイオン電池の両方で検討していくこととする。 

 

 ３） 唐津スマートレジリエンス拠点構築事業における蓄電池の活用 

   蓄電池の活用方法について電力貯蔵の役割について検討した。 

 

表－１．３３ 蓄電池の電力貯蔵役割比較 

蓄電技術の 

役割 
活用内容 

常時 非常時 

浄水 

センター 
消防署 

浄水 

センター 
消防署 

系統安定化 

（周波数、 

電圧） 

太陽光・風力発電での変動を吸収

し、短・長周期での平滑化。短周期

では、大出力(kW)、長周期では大

容量(kWh)を要求 

△ × × × 

需要と供給の

時間的シフト 

太陽光・風力発電での発電と需要と

の時間的なズレを調整。数時間単位

の電力貯蔵により時間的シフト。 

△ ○ × × 

調整用火力の

補助 

系統安定化のために調整火力発電

の起動時間を補うために電力貯蔵

を活用。火力出力上昇までの出力を

補う。 

× × × × 

送電容量不足

対策 

太陽光・風力発電から需要地までの

送電線容量が不足。送電量を平滑化

して、利用率を高めて、総送電容量

を増やす。 

× × × × 

負荷平準化 発電機の利用率を高めるために、負 ○ ○ △ △ 
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荷の少ない時間帯に電力貯蔵して、

平滑化する。 

バックアップ

電源 

瞬時電圧低下や停電時などの緊急

時の電力供給。 
○ ○ ○ ○ 

 

平時において蓄電池を利用する方法を検討した。 

５項の近隣エリアの公共施設のエネルギー高度化に係る検討の中で、浄水センターや消防署の

電力使用量計測を実施した。８月のデータを確認すると、比較的負荷変動が少なく、夜間や土日

でも４００ｋＷ程度は需要がある。また、平日昼間でも４５０ｋＷ～５００ｋＷの需要がある。

瞬間的なピークを蓄電池でカバーし、電力ピークを抑えるという、ピークカット制御を行うには、

変動が少ないため、蓄電池を使用するのは難しいと考える。浄水センターに太陽光発電設備や風

レンズ風車といった発電設備を追加し、契約電力６００ｋＷ、平均需要電力４００ｋＷ程度に対

し、発電量が需要電力を超える場合は、発電電力が多い日中に、余剰電力で蓄電池に充電、太陽

光発電の発電電力の少ない或いは発電電力がない夕方～夜間に放電し使用するといった使用方

法は有効と考えられる。消防本部では夜間など需要電力が少ない時は、約４０ｋＷ程度。日中の

大需要電力は７７ｋＷと浄水センターよりは需要電力の変動が大きい。このように、電力需要

に対して、蓄電池により時間的シフトして供給するといったピークシフトによる活用が可能であ

ると考えられる。 
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５．近隣エリアの公共施設のエネルギー高度化に係る検討 

  エネルギー高度化とは、快適性を損なわない範囲で省エネ実施と再生可能エネルギーの導入をす

ることにより低炭素化を図るとともに、系統に影響を与えない範囲でエネルギーマネジメントを行

うことで、対象地域の安全性、経済効率性、環境性を向上させるエネルギー供給・利用を実現する

ことである。本検討は、次のステップで実施する。 

 

  電力使用量調査    浄水センタ―及びエリア内の需要家に、電力使用に関するヒアリングを

行うとともに、月別の電力使用量や電力料金のデータも入手する。 

 

  電力使用量計測    各需要家の電力受電点に仮設計器を設置し、電力使用量を調査する。計

測は、夏季、秋季（中間季）、冬季の３シーズン連続で実施する。 

 

  電力使用量の分析   各々の需要家の電力測定結果を分析し、それらを合算し、エリア全体の

電力使用量を把握する。 

 

エネルギー供給    消化ガスガスエンジンは、提供された消化ガス発生量のデータを基に、

能力の検討      発電量を算出する。太陽光発電は、日射計の設置による実測を行い、 

１日単位で１年間の発電量を算出する。 

 

省エネ効果と     エネルギー設備導入による省エネ効果、コスト削減量を算出するととも

ＣＯ２削減量の検討  に、ＣＯ２削減量を算出する。 

 

 

変電所および自営線  エリア全体を面的に利用するために、変電所を設置し、自営線で各公共

敷設計画の立案    施設に電力を供給する。一括受電のための変電所の容量、設置場所を決 

定し、各公共施設への自営線敷設ルートを立案する。 

 

 １）電力使用量調査 

   対象６施設の平成２９年度の月別の電力使用量を調査した。 

  ① 浄水センター 

    浄水センターの平成２９年度の各月の電力使用量と電気料金を示す。 

 

表－１．３４ 浄水センターの電力使用量（消費税抜き） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 

電力使用量 kWh/月 258,564 264,804 257,868 277,140 

電力料金 円/月 3,653,034 3,840,819 3,840,645 4,170,028 

負荷率 ％ 59.9 60.0 59.7 62.1 
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  ８月 ９月 １０月 １１月 

電力使用量 kWh/月 288,228 278,352 278,304 263,580 

電力料金 円/月 4,319,496 4,201,634 4,046,931 3,872,531 

負荷率 ％ 64.6 64.4 62.3 61.0 

 

  １２月 １月 ２月 ３月 合計 

電力使用量 kWh/月 253,337 285,660 266,232 287,328 3,286,032 

電力料金 円/月 4,028,947 4,085,407 3,932,704 4,187,803 48,179.980 

負荷率 ％ 56.8 64.0 66.0 64.4 62.5 

 

   負荷率は下記の式で表せる。 

 

 

  また、電力単価は、 

 

 

  である。 

   従って、契約電力は、６００ｋＷであるので、負荷率は、６２．５％であり、電力単価は、消

費税抜きで１４．７円/ｋＷｈとなる。 

 

  ② 温水プール 

表－１．３５ 温水プールの電力使用量（消費税抜き） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

電力使用量 kWh/月 12,042 10,764 10,140 8,478 10,806 11,706 

電力料金 円/月 219,478 208,820 198,720 182,354 219,723 235.832 

負荷率 ％ 30.4 26.3 25.6 20.7 26.4 29.6 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

電力使用量 kWh/月 8,430 10,236 10,998 12,618 13,284 12,683 132,815 

電力料金 円/月 187,722 203,045 212,303 231.087 241,993 232,286 2,573,364 

負荷率 ％ 20.6 25.8 26.9 30.8 35.9 31.0 27.6 

 

   契約電力は、５５ｋＷであるので、負荷率は、２７．６％であり、電力単価は、消費税抜きで

１９．４円/ｋＷｈとなる。 

  尚、３月分の電力使用量のデータが異常値であったので、電力料金から推定した。 

 

  ③ 唐津市消防本部 

 

 

負荷率（％） ＝ 
契約電力 × （３６５日×２４時間） 

年間の合計電力使用量 
× １００ 

電力単価（円/ｋＷｈ） ＝ 
年間の合計電力使用量 

年間の合計電力料金 
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表－１．３６ 唐津市消防本部の電力使用量（消費税抜き） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

電力使用量 kWh/月 20,394 21,840 22,836 33,618 34,404 25,002 

電力料金 円/月 380,270 394,938 414,407 564,191 597,784 471,122 

負荷率 ％ 27.0 28.0 30.2 43.0 44.0 33.1 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

電力使用量 kWh/月 23,376 21,888 26,538 28,002 25,128 24,575 307,601 

電力料金 円/月 433,835 415,924 469,544 485,872 460,296 467,014 5,555,198 

負荷率 ％ 29.9 29.0 34.0 35.8 35.6 31.5 33.4 

 

   契約電力は、１０５ｋＷであるので、負荷率は、３３．４％であり、電力単価は、消費税抜き

で１８．１円/ｋＷｈとなる。 

  尚、３月分のデータがなかったため、前年度からの推定値である。 

 

  ④ 唐津総合庁舎 

表－１．３７ 唐津総合庁舎の電力使用量（消費税抜き） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

電力使用量 kWh/月 14,718 15,246 16,398 23,206 24,524 16,582 

電力料金 円/月 321,985 329,928 343,986 379,397 397,502 294,054 

負荷率 ％ 20.2 20.3 22.5 30.9 32.6 22.8 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

電力使用量 kWh/月 15,173 14,560 17,203 17,790 17,203 16,099 208,702 

電力料金 円/月 262,515 253,927 285,630 293,256 287,382 275,796 3,725,357 

負荷率 ％ 20.2 20.0 22.9 23.7 25.3 21.1 23.6 

 

   契約電力は、１０１ｋＷであるので、負荷率は、２３．６％であり、電力単価は、消費税抜き

で１７．９円/ｋＷｈとなる。 

 

  ⑤ 唐津警察署 

表－１．３８ 唐津警察署の電力使用量（消費税抜き） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

電力使用量 kWh/月 19,572 18,948 22,572 43,746 42,498 25,134 

電力料金 円/月 394,207 385,246 436,009 731,244 724,070 497,705 

負荷率 ％ 25.4 23.8 29.3 55.0 53.4 32.6 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

電力使用量 kWh/月 20,880 21,384 30,996 34,062 32,586 25,470 337,848 
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電力料金 円/月 423,420 429,788 537,596 571,489 558,648 481,612 6,165,035 

負荷率 ％ 26.2 27.8 38.9 42.8 45.3 32.0 36.0 

 

   契約電力は、１０７ｋＷであるので、負荷率は、３６．０％であり、電力単価は、消費税抜き

で１８．２円/ｋＷｈとなる。 

 

  ⑥ ヨットハーバー 

表－１．３９ ヨットハーバーの電力使用量（消費税抜き） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

電力使用量 kWh/月 5,442 4,962 5,574 4,320 5,028 6,822 

電力料金 円/月 117,247 111,103 114,134 104,318 118,889 148,846 

負荷率 ％ 16.8 14.8 17.2 12.9 15.0 23.7 

 

  １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

電力使用量 kWh/月 5,370 5,280 6,150 7,434 6,528 5,466 68,376 

電力料金 円/月 122,578 118,290 129,488 155,575 142,076 128,535 1,511,079 

負荷率 ％ 16.0 16.3 18.4 22.2 21.6 16.3 17.3 

 

   契約電力は、４５ｋＷであるので、負荷率は、１７．３％であり、電力単価は、消費税抜きで

２２．１円/ｋＷｈとなる。 

 

  ６施設の電力使用量を合算した結果を図－１．２６に示す。 

 

    
図－１．２６ ６施設の月別合計電力使用量 

 

月別では、８月の使用量が も多く、４０８，９３８ｋＷｈとなっている。 

 

 ２）電力使用量計測 

   対象６施設に図－１．２７に示すように、仮設計器（パワーハイテスター）を取り付け、電力
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計測を開始した。２０１９年２月まで、継続して計測を行う。計測したデータを電力使用量の多

い夏季、電力使用量の少ない中間季（秋季）、電力使用量のやや多い冬季の３シーズンに分け分

析し、対象６施設を一括受電した場合のメリットを検討する。 

    
図－１．２７ 仮設計器設置方法 

 

 

図－１．２８ 浄水センターへの仮設計器取り付け方法 

 

  図－１．２８は、浄水センターへの仮設計器取り付け方法であるが、同様に他の５施設も含め、

仮設計器の取り付けを実施し、計測を行った。 

 

 ２）電力計測結果 

① 夏季の計測結果 
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   図－１．２０の６施設の月別合計電力使用量を見ると、８月が も電力を使用している。７月

２４日から計測を開始し、９月３０日までの夏季の電力ピークの時期の計測を行った。気温の

も高い週が も電力を使用していると考えられる。７月～９月の気温のデータを図－１．２９に

示す。 

   その結果、 高気温の日は、８月２２日であり、この日の６か所の需要家の合計電力使用量も、

７９５ｋＷと も高い値を示している。 

 

 

 

 

図－１．２９ 夏季３か月の気温 1 

 

夏季３か月の 高気温は、８月２２日であった。６需要家の合算した電力使用量の 高値を確

認した結果、８月２２日は１０：００～１０：３０に７９５ｋＷで 高使用量であった。 
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1 気象庁データをもとに日立パワーソリューションズにて作成 
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大電力使用量であった８月２２日を含む週の各需要家および６施設合計の電力使用量を図－

１．３０以降に示す。 

 

  ａ）浄水センター 

    高気温を記録した８月２２日は、１０：００～１０：３０が５６０ｋＷ使用している。ま

た、 も電力を使用した日は、９月４日の９：００～９：３０で５８３ｋＷであり、契約電力

である６００ｋＷに近い値を示している。尚、この日の 高気温は、３１．６℃であった。 

１週間で見ると、浄水センターは、２４時間連続で毎日稼働しており、月曜日から金曜日は、

昼間の電力が高くなっており、４５０ｋＷ～５００ｋＷの電力を使用しており、夜間も４００

ｋＷ程度の電力使用量がある。土曜日、日曜日は１日を通して、変化が少ないが、４００ｋＷ

程度は常時使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

      ８月２０日（月）       ８月２１日（火）       ８月２２日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２３日（木）       ８月２４日（金）        ８月２５日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２６日（日）              ９月４日（火） 

図－１．３０ 浄水センターの日別電力使用量 

 

  ｂ）温水プール 

    高気温を記録した８月２２日は、１５：３０～１６：００が３５ｋＷ使用している。また、

も電力を使用した日は、８月２６日の１５：００～１５：３０で４１ｋＷであった。この日

560 

583 
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の 高気温は、３４．０℃であり、日曜日であったので、入場者数も多く、 も電力を使用し

たと考えられる。 

１週間で見ると、１３：００～２０：００の間で営業を行っている火曜日、水曜日、金曜日、

土曜日は、９：３０から電力の使用量が増加する。９：００～２０：００まで営業を行ってい

る日曜日は、９：００から電力使用量が多くなっている。月曜日と木曜日は、温水プールの休

館日であり、９：３０～１７：００まで若干電力使用量が増加しているが、１日を通して、電

力使用量は少ない。 

    夜間は、どの日も７ｋＷ程度であり、温水プールの設備の待機電力と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

      ８月２０日（月）       ８月２１日（火）       ８月２２日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２３日（木）       ８月２４日（金）        ８月２５日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２６日（日）        

図－１．３１ 温水プールの日別電力使用量 

 

  ｃ）消防本部 

    ８月２０日からの１週間では、８月２４日が も電力を使用しており、１５：００～１５：

３０に７２ｋＷ使用している。 高気温を記録した８月２２日は、 大で６９ｋＷ使用してい

る。８月２７日が も電力を使用しており、１０：００～１０：３０に７７ｋＷ使用している。 

１週間で見ると、１日のうちのピークが発生する時間は、毎日異なっているが、夜間に比べ

て昼間の電力使用量が高い傾向にある。夜間も３５ｋＷ～４０ｋＷ使用している。 

41 
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      ８月２０日（月）       ８月２１日（火）       ８月２２日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２３日（木）       ８月２４日（金）        ８月２５日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２６日（日）       ８月２７日（月） 

図－１．３２ 消防本部の日別電力使用量 

 

  ｄ）唐津総合庁舎 

    計測期間中で も電力を使用している日は、８月２３日があり、１５：３０～１６：００に、

１０７ｋＷ使用している。 高気温を記録した８月２２日は、 大で１０２ｋＷ使用している。 

１週間で見ると、月曜日から金曜日はほぼ同じパターンで電力を使用している。土曜日、日

曜日は、休日のため使用電力は少なく、待機電力のみとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

      ８月２０日（月）       ８月２１日（火）       ８月２２日（水） 
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       ８月２３日（木）       ８月２４日（金）        ８月２５日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２６日（日） 

図－１．３３ 唐津総合庁舎の日別電力使用量 

 

 ｅ）唐津警察署 

   ８月２０日からの１週間では、８月２３日が も電力を使用しており、１６：３０～１７：０

０に１０８ｋＷ使用している。 高気温を記録した８月２２日は、 大で９５ｋＷ使用している。

８月２７日が も電力を使用しており、１６：３０～１７：００に１０９ｋＷ使用している。 

１週間で見ると、月曜日から金曜日はほぼ同じパターンで電力を使用している。土曜日、日曜

日は、夜間電力と同等のレベルで１日使用しており、４０～５０ｋＷである。 

 

 

 

 

 

 

 

      ８月２０日（月）       ８月２１日（火）       ８月２２日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２３日（木）       ８月２４日（金）        ８月２５日（土） 
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       ８月２６日（日）             ８月２７日（月） 

図－１．３４ 唐津警察署の日別電力使用量 

 

  ｆ）ヨットハーバー 

計測期間中で も電力を使用している日は、８月２４日であり、１４：００～１４：３０に、

１５ｋＷ使用している。 高気温を記録した８月２２日は、 大で８ｋＷ使用している。 

１週間で見ると、金曜日から日曜日の電力使用量が多い。 

 

 

 

 

 

      ７月３０日（月）       ７月３１日（火）       ８月１日（水） 

 

      ８月２０日（月）       ８月２１日（火）       ８月２２日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２３日（木）       ８月２４日（金）        ８月２５日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月５日（日） 

図－１．３５ ヨットハーバーの日別電力使用量 
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   以上の６施設の合計の電力使用量を図－１．３６に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

      ８月２０日（月）       ８月２１日（火）       ８月２２日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２３日（木）       ８月２４日（金）        ８月２５日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

       ８月２６日（日） 

図－１．３６ ６施設合計の日別電力使用量 

 

    ６施設合計の電力使用量は、８月２２日の１０：００～１０：３０が７９５ｋＷ使用してお

り も電力を使用している。１週間で見ると、月曜日から金曜日は、ほぼ同じ使用パターンで、

昼間にピークがある。土曜日、日曜日は、ほぼフラットで、５００ｋＷ程度使用している。夜

間も、平日、休日ともに５００ｋＷ程度使用している。 

 

    以上の計測結果より、夏季の電力使用について考察する。 

    ６施設合計の電力使用量の 大値は、８月２２日１０：００～１０：３０の７９５ｋＷであ

った。この日は、気温も も高い日であった。図－１．２６に示すように、月別の６施設合計

の電力使用量は、８月が 大であり、次に７月となっている。したがって、８月２２日の電力

使用 大値が、今年度の 大値となる。 

    ６施設は、これまでは個々に電力会社と契約している。個々の施設の 大使用電力、平均使

用電力等を表－１．４０にまとめた。 
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表－１．４０ ６施設個々の電力使用状況 

 契約電力 

（ｋＷ） 

個々の施設の

大使用電力 

（ＫＷ） 

６施設合計の

大使用電力 

（ｋＷ） 

小使用電力 

（ｋＷ） 

浄水センター 600 583 560 326 

温水プール 55 41 13 7 

消防本部 105 77 56 26 

唐津総合庁舎 101 107 78 12 

唐津警察署 107 109 86 20 

ヨットハーバー 45 15 2 1 

合計 1,013 932 795 392 

 

    ６施設個々の契約電力の合計は、１，０１３ｋＷである。これに対して、今回の調査結果で

の６施設個々の 大使用電力の合計（ 大電力発生日、時間が異なる）は、９３２ｋＷであっ

た。また、６施設合計の 大使用電力（ある１日の６施設合計の 大電力）は、７９５ｋＷで

あった。 

    仮に、６施設合計 大使用電力の７９５ｋＷに１０％裕度を持たせて、この６施設を一括受

電し、８７５ｋＷの契約電力で九州電力と受電契約を行った場合、基本料金が現状より１４％

の削減が可能となる 

 

  ② 中間季（秋季）の計測結果 

    中間季である秋季は、電力の使用が も少ない季節である。６需要家の 小電力使用量を確

認することで、夏季の電力ピーク時の 大電力使用量と中間季の 小電力使用量が把握でき、

導入設備の容量等の決定の判断材料となる。 

図－１．２６の６施設の月別合計電力使用量を見ると、４月が電力使用の も少ない月であ

り、次に１１月となっている。電力使用量の実測調査の結果においても、１１月１９日週が、

も電力使用が少ない週であった。 

   

   ａ）浄水センター 

     夏季の 大電力は、５８３ｋＷであり、１１月８日週の 大電力は、４７３ｋＷと１１０

ｋＷの低下が確認された。１１月１９日週では、 大電力は、４９５ｋＷであった。 

 

 

 

 

 

 

 

      １１月１９日（月）     １１月２０日（火）      １１月２１日（水） 
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      １１月２２日（木）     １１月２３日（金）     １１月２４日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

１１月２５日（日） 

図―１．３７ 浄水センターの日別電力使用量 

 

   ｂ）温水プール 

     夏季の 大電力は、４１ｋＷであり、１０月８日週の 大電力は、２７ｋＷと１４ｋＷの

低下が確認された。１１月１９日週では、 大電力は、３３ｋＷであった。 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月１９日（月）     １１月２０日（火）      １１月２１日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月２２日（木）     １１月２３日（金）      １１月２４日（土） 
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    １１月２５日（日）    

図―１．３８ 温水プールの日別電力使用量 

 

   ｃ）消防本部 

     夏季の 大電力は、７７ｋＷであり、１１月１９日週の 大電力は、４１ｋＷと３６ｋＷ

の低下が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月１９日（月）      １１月２０日（火）     １１月２１日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月２２日（木）      １１月２３日（金）     １１月２４日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

    １１月２５日（日）   

図―１．３９ 消防本部の日別電力使用量 
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   ｄ）唐津総合庁舎 

     夏季の 大電力は、１０２ｋＷであり、１０月８日週の 大電力は、４３ｋＷと５９ｋＷ

の低下が確認された。１１月１９日週では、 大電力は、４８ｋＷであった。 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月１９日（月）      １１月２０日（火）     １１月２１日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月２２日（木）      １１月２３日（金）      １１月２４日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

    １１月２５日（日）  

図―１．４０ 唐津総合庁舎の日別電力使用量 

 

   ｅ）唐津警察署 

     夏季の 大電力は、１０９ｋＷであり、１１月７日週の 大電力は、４３ｋＷと６６ｋＷ

の低下が確認された。１１月１９日週では、 大電力は、５２ｋＷであった。 

 

 

 

 

 

 

 

    １１月１９日（月）       １１月２０日（火）     １１月２１日（水） 

52 

48 



６８ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月２２日（木）      １１月２３日（金）     １１月２４日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

    １１月２５日（日）  

図―１．４１ 唐津警察署の日別電力使用量 

 

   ｆ）ヨットハーバー 

    夏季の 大電力は、１５ｋＷであり、１０月８日週の 大電力は、８ｋＷと７ｋＷの低下が

確認された。１１月１９日週では、 大電力は、１０ｋＷであった。 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月１９日（月）      １１月２０日（火）     １１月２１日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月２２日（木）      １１月２３日（金）     １１月２４日（土） 
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    １１月２５日（日）  

図―１．４２ ヨットハーバーの日別電力使用量 

 

   以上の６施設の合計の電力使用量を図－１．４３に示す。 

    夏季の 大電力は、７９５ｋＷであり、１１月１９日週の 大電力は、６１７ｋＷと１７８

ｋＷの低下が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月１９日（月）      １１月２０日（火）     １１月２１日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月２２日（木）      １１月２３日（金）      １１月２４日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

     １１月２５日（日）  

図―１．４３ ６施設合計電力の日別電力使用量 

 

   ６需要家合計の夏季と中間季の 大使用電力の差は、１７８ｋＷであった。 
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  ③ 冬季の計測結果 

    冬季の６需要家およびその合計の電力使用量の調査結果を以下に示す。夏季が 大電力需要

の季節であり、中間季は 小電力の季節である。比較的温暖な気候である冬季は、その間にな

る。 

 

  ａ）浄水センター 

     夏季の 大電力は、５８３ｋＷであり、冬季の 大電力は、５１３ｋＷであり、７０ｋＷ

低下している。中間季と比べると、冬季は４０ｋＷ多いことが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

      １月７日（月）        １月８日（火）        １月９日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

      １月１０日（木）       １月１１日（金）       １月１２日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

１月１３日（日） 

図―１．４４ 浄水センターの日別電力使用量 

 

   ｂ）温水プール 

     夏季の 大電力は、４１ｋＷであり、冬季の 大電力は、４５ｋＷと夏季よりも多くなっ

ている。これは、暖房による電力使用量が増加したためと考えられる。中間季と比べると、

冬季は１８ｋＷ多いことがが確認された。 
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      １月７日（月）        １月８日（火）        １月９日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

      １月１０日（木）       １月１１日（金）       １月１２日（土） 

     

 

 

 

 

 

 

１月１３日（日） 

図―１．４５ 温水プールの日別電力使用量 

 

   ｃ）消防本部 

     夏季の 大電力は、７７ｋＷであり、冬季の 大電力も、７７ｋＷであった。中間季と比

べると３６ｋＷ多いことが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

      １月７日（月）        １月８日（火）        １月９日（水） 
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      １月１０日（木）       １月１１日（金）       １月１２日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

１月１３日（日） 

図―１．４６ 消防本部の日別電力使用量 

 

   ｄ）唐津総合庁舎 

     夏季の 大電力は、１０２ｋＷであり、冬季の 大電力は、１２月２５日に１１０ｋＷと

多くなっている。１２月２５日の朝８：００～８：３０であり、前日は、休日だったため、

暖房等を一斉に起動させたためと考えられる。中間季に比べて、６７ｋＷ多いことが確認さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

      １月７日（月）        １月８日（火）        １月９日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

      １月１０日（木）       １月１１日（金）       １月１２日（土） 
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１月１３日（日）             １２月２５日（火） 

図―１．４７ 唐津総合庁舎の日別電力使用量 

 

   ｅ）唐津警察署 

     夏季の 大電力は、１０９ｋＷであり、冬季の 大電力は、１１０ｋＷと夏季以上の値と

なった。中間季に比べると、６７ｋＷ多いことがが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

      １月７日（月）        １月８日（火）        １月９日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

      １月１０日（木）       １月１１日（金）       １月１２日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

１月１３日（日） 

図―１．４８ 唐津警察署の日別電力使用量 

 

   ｆ）ヨットハーバー 

    夏季の 大電力は、１５ｋＷであり、冬季は、１２月２６日に一時的に４７ｋＷまで上昇し
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ている。８：３０～９：００の値であり、何らかの設備を一斉に起動したものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

      １月７日（月）        １月８日（火）        １月９日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

      １月１０日（木）       １月１１日（金）       １月１２日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

１月１３日（日）             １２月２６日（水） 

図―１．４９ ヨットハーバーの日別電力使用量 

 

   以上の６施設の合計の電力使用量を図－１．５０に示す。 

    夏季の 大電力は、７９５ｋＷであり、冬季の 大電力は、７２３ｋＷと７２ｋＷの低下が

確認された。中間季と比較すると１０６ｋＷ多く使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

      １月７日（月）        １月８日（火）        １月９日（水） 
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      １月１０日（木）       １月１１日（金）       １月１２日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

１月１３日（日）            １月４日（金） 

図―１．５０ ６施設合計電力の日別電力使用量 

 

  以上の結果を表―１．４１にまとめる。 

 

表―１．４１ 電力計測結果のまとめ 

 契約電力 夏季電力 中間季電力 冬季電力 

浄水センター ６００ｋＷ ５８３ｋＷ ４９５ｋＷ ５１３ｋＷ 

温水プール ５５ｋＷ ４１ｋＷ ３３ｋＷ ４５ｋＷ 

消防本部 １０５ｋＷ ７７ｋＷ ４１ｋＷ ７７ｋＷ 

唐津総合庁舎 １０１ｋＷ １０７ｋＷ ４８ｋＷ １１０ｋＷ 

唐津警察署 １０７ｋＷ １０９ｋＷ ５２ｋＷ １１０ｋＷ 

ヨットハーバー ４５ｋＷ １５ｋＷ １０ｋＷ ４７ｋＷ 

合計 １，０１３ｋＷ ９３２ｋＷ ６７９ｋＷ ９０２ｋＷ 

１日の６需要家合計 － ７９５ｋＷ ６１７ｋＷ ７２３ｋＷ 

 

  上表の合計値は、各々の需要家の季節別の 大電力を示しており、発生した日および時間は異な

っている。１日の６需要家合計は、１日単位で見た場合の 大電力を示している。 

 

３）浄水センターエリア６需要家のエネルギー高度化に係る検討 

   エネルギー高度化を行う上で、下記の条件を満足するシステムにする必要があると考える。 

   ① 経済的にこれまでのエネルギーコストより安価になること（Economic Efficiency） 

   ② 環境的には、ＣＯ２の削減ができること（Environment Conservation） 

   ③ レジリエンスとして、有事の際にも必要な電力を供給できること（Energy Security） 
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   いわゆる３Ｅと呼ばれるこの条件を満足できるシステムを構築することを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．５１ エネルギー高度化のための３Ｅ 

 

   現在、九州電力管内では、太陽光発電等の設置が増えたために、連系枠がなくなり、再生可能

エネルギー設備を設置しても、電力系統に逆潮流できず、自家消費しなければならない。そのた

め、６需要家を自営線で繋ぎ、逆潮流防止盤（高圧変電所）を設置し、一括受電し、再生可能エ

ネルギーで発生した電力と電力会社から購入する電力とで、需要家に電力を供給する仕組みが必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．５２ エネルギー高度化のための再生可能エネルギー設備と電力系統 
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   図－１．５２に示すような自営線を敷設し、電力供給を行う。３つの条件を満足するための検

討を行った。 

  ① 経済性の検討 

    表－１．４１に示すように、契約電力の合計（１，０１３ｋＷ）に対して、６需要家の合計

の 大値（９３２ｋＷ）は、８．０％少ない。６需要家合計の１日の 大値（７９５ｋＷ）と

比較すると、２１．５％少ない。これは、各々の需要家の 大値となる日および時間が異なる

ためである。したがって、一括受電することで、電力会社との契約電力を１０～２０％下げる

ことができる。また、再生可能エネルギーで発電した電力を自家消費するので、購入電力を削

減することができる。したがって、電力会社との契約において、基本料金、電力量料金を低減

できる。 

  ② 環境性の検討 

    再生可能エネルギーを導入することでＣＯ２を削減できる。消化ガス発電設備の発電量は、

年間６１７，７００ｋＷｈ、２０１９年度に導入を計画している太陽光発電の年間発電量は、

２６４，７８４ｋＷｈ、さらに風レンズ風車発電電力も本事業で利用できるので、その発電量

は、３３、２８８ｋＷである。九州電力のＣＯ２排出係数は、０．４８３ｋｇ-ＣＯ２/ｋＷｈ

であるので、４４２，３１８ｋｇ-ＣＯ２/年を削減できる。また、消化ガス発電設備の廃熱温

水を温水プールで利用することで、現状使用している温水ボイラーのＬＰガスを低減でき、こ

れもＣＯ２削減に寄与できる。（詳細は、本章８項参照） 

  ③ レジリエンスの検討 

    浄水センターは、有事の際の災害対策室になることになっている。また、消防本部は、防災

拠点として重要な施設である。これらの施設に、一般電力が長時間停電した場合に電力を供給

する必要があり、再生可能エネルギーを蓄電池に貯め、必要電力を供給することを検討する。

（２０２１年度に蓄電池システムを導入する計画である。） 

  以上のように、３Ｅを満足するシステムで、エネルギー高度化を推進する。 
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６．ＥＭＳの調査検討および自己託送の調査検討 

 １）ＥＭＳの調査検討 

エネルギーマネージメントシステム（ＥＭＳ）は、唐津市浄水センター内やその周辺でのエネル

ギーの使用量把握や、発電設備の制御を実施するために設置するものである。設備により必要な機

能が異なることから、設備条件を決め機能検討を実施することとする。表－１．４２で示す計画で、

ＥＭＳ機能を順次拡大していく。 

表－１．４２ ＥＭＳ導入計画 

 

 

① ２０１８年度設備構成に対する制御機能検討 

   本年度、消化ガス（下水バイオガス）発電設備を１００ｋＷ分設置する。九州地域では、再生

可能エネルギー導入量が多く逆潮流禁止という条件のもと系統連系している。そのため、需要電

力より発電電力の方が上回った場合、発電機の出力を抑制する必要がある。 

  消化ガス発電設備へ受電電力値を送ることで、系統からの受電量が減少してきたときに、発電

機の出力および稼働台数を制限する。但し、これまでの浄水センターの電力計測結果では、受電

電力が１００ｋＷ以下になる場合は、浄水センターの停電作業時のみであり、この場合は、消化

ガス発電設備も停止することになる。 

   また、消化ガス発電設備の故障表示、運転履歴（帳票による日報、月報、年報）の機能も有す

る。 

 

② ２０１９年度に設置するＥＭＳの検討 

２０１９年度には、太陽光発電設備（３００ｋＷ程度）を追加する計画である。発電電力は、

浄水センターでの自家消費とする。本案に対して、ＥＭＳ機能を検討した。 

 

浄水センターの需要電力は、年間で 大需要である夏季で 大５８３ｋＷあるが、 小である
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中間期（１１月）で 大４９５ｋＷとなっているが、平日でも３５０ｋＷ程度まで下がる日があ

る。発電設備容量は、消化ガス発電設備１００ｋＷ＋太陽光発電設備３００ｋＷと、合計４００

ｋＷとなる。また、太陽光発電は変動があるので、変動分を吸収するために、常に１００ｋＷ程

度の電力を系統から購入（受電一定制御）しなければならない。中間期の 小が約３５０ｋＷと

すると、太陽光発電あるいは消化ガス発電設備の出力を制限しなければならない。 

図－１．５３は、本Ｆ/Ｓで実測した年間を通して 小負荷の季節である中間季（秋季）の

小電力使用日と夏季の 大電力使用日の浄水センターの電力使用量のグラフである。これに、す

べての発電設備が定格出力を出した場合の発電量と太陽光発電等の出力変動を吸収するための

低受電電力を、上乗せした。 小電力使用日は、発電出力が浄水センターの電力デマンドを超

えてしまい、逆潮流が発生する。このため、太陽光発電の出力制限する必要があり、上述した九

州地区の再生可能エネルギー発電と同様な問題が発生する。一方、夏季の 大負荷時においては、

すべての発電設備の発電電力をほぼ有効に活用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．５３ 浄水センター 小負荷時、 大負荷時に発電設備が稼働した場合の 

運用状況の比較 

 

九州電力管内は、太陽光発電などが大量に導入されているため、逆潮流は許されていないため、

ＥＭＳには、逆潮流防止制御が必要となる。今後、九州電力管内の他の地域での地域エネルギー

事業を行う上でも、逆潮流防止制御は、重要な役割を持つことになる。 

図－１．５４に、２０１９年度に設置するＥＭＳの概要を示す。２０１９年度は、２０１８年

度に導入した消化ガス発電設備と風力発電設備（別事業で導入、発電電力は本事業で利用）と、

２０１９年度に設置する太陽光発電の発電電力を全て浄水センターで利用する計画である。この

ため、浄水センターの電力使用量を監視するとともに、各発電設備の発電電力を監視する。ここ

で、浄水センターの電力デマンドより、発電量がオーバーした場合は、逆潮流が発生するので、

発電設備の出力および運用を制御する必要がある。ＥＭＳは、この制御を司る。２０２０年度以

降は、浄水センターエリアの６需要家への電力供給を行う計画であり、ＥＭＳもこの計画に対応

すべく拡張性を持たせる。   

 

 

 
時刻 （１１月２２日データ） 時刻 （９月４日データ） 
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電
力
使
用
量
（
ｋ
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ｋ
Ｗ
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小負荷時の場合 
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図－１．５４ ２年目のＥＭＳ機能 

 

季節で変わる電力使用量において、発電電力を有効に活用すべく、ＥＭＳを導入して、電力負

荷、天候等により消化ガス量（消化ガス発電機発電量）および太陽光発電量を推定して発電機を

適に制御し、再生可能エネルギーを１００％利用することを実現するためのシステムを構築す

る。 

   図－１．５５は、電力使用量の少ない１１月の１日の電力使用量を示す。ここに、各発電設

備が全出力で運転した場合のＥＭＳによる制御をシミュレーションした。消化ガス発電設備の

運転台数は、月平均で２．７台である。１日の運転時間で見た場合、余剰ガスの熱量は、４，

９８１ｋＷｈであり、１時間当たりのガスエンジンの燃料消費量は、７８．１ｋＷであるので、

４台を連続運転すると１５．９時間分の余剰ガスしかない。 

   また、浄水センターは、九州電力から季時別電力Ｂ契約で電力を購入しており、中間季の秋季

では、８：００～２２：００の１４時間の料金が高い設定になっている。したがって、太陽光発

電、消化ガス発電、風力発電、 低受電電力の合計が、電力デマンドを超える１０：００から、

消化ガス発電設備を２台運転に、さらに太陽光発電がピーク近くになる１１：００から１５：０

０までは、１台運転にすることで、太陽光発電の発電電力を１００％近く利用でき、且つ、経済

的運用も可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．５５ 発電設備の運用シミュレーション 
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風力発電（３８ｋＷ） 

太陽光発電（３００ｋＷ） 
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  また、季時別電力Ｂ契約の夏季では、１３：００～１６：００が夏季昼間料金で も高い。次

に８：００～１３：００と１６：００～２２：００が高く、２２：００～８：００までの深夜料

金で も安い。深夜料金の時間帯に、消化ガス発電設備の運転時間を減らし、１日の余剰ガスを

全量使用すれば、 も効率的な運用となる。このため、太陽光発電の発電量が少ない時は、昼間

料金の時間帯に４台運転、深夜料金の時間帯は、消化ガス発電設備を停止し、消化ガスを貯める

という運用にすれば、 大の電気料金削減効果が得られる。但し、温水プールに廃熱を供給する

場合は、その供給熱量との兼ね合いを考慮しなければならない。 

   ＥＭＳなしの場合においては、消化ガス発電設備は、余剰ガスのある分だけ運転し、風力発電

は風況次第の運転となり、受電電力に応じて、太陽光発電が出力制限を行う発電となる。 

   消化ガス発電設備の年間の発電量は、年間平均２．９台であるので、 

      ２５ｋＷ×２．９台×３５５日×２４ｈ＝６１７，７００ｋＷｈ 

  となる。風力発電は、３台で定格出力合計が３８ｋＷであり、浄水センター付近の年間平均風速

を４ｍ/ｓとすると、３３，２８８ｋＷｈ発電すると予想される。太陽光発電は、年間で２６４，

７８４ｋＷｈ発電するが、出力制限を行うので、発電量が低下する。夏季は電力デマンドが高い

ため、出力制限は５％程度と考えられる。中間季（春季、秋季）は、 も電力デマンドが低い時

期のため、出力制限は３０％程度と考えられる。冬季は、夏季と中間季の間のため、１５％とす

ると、月別の発電量を試算すると、表－１．４３となる。 

 

表－１．４３ 太陽光発電の出力制限時の発電量 

  １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

太陽光発電量（kWh) 12,619 17,128 23,462 27,425 29,928 22,088 

出力制限率(%) 15 15 15 30 30 30 

出力制限後の 

太陽光発電量（kWh) 
10,726 14,559 16,423 19,198 20,950 15,462 

 

  ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合計 

太陽光発電量（kWh) 27,209 29,454 24,345 22,680 15,620 12,826 264,784 

出力制限率(%) 5 5 5 30 30 30 20 

出力制限後の 

太陽光発電量（kWh) 
25,849 27,981 23,128 15,876 10,934 8,978 211,827 

 

  太陽光発電電力は、 

      ２６４，７８４ｋＷｈ－２１１，８２７ｋＷｈ 

＝５２，９５７ｋＷｈ 

   の発電量が出力制限される。したがって、合計の発電量は、 

       ６１７，７００ｋＷｈ＋３３，２８８ｋＷｈ＋２１１，８２７ｋＷｈ 

         ＝８６２，８１５ｋＷｈ 

  の発電量となる。 
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一方、ＥＭＳでの制御で発電設備を運用することで、太陽光発電の出力制限を回避して、消化

ガス発電設備は年間６１７，７００ｋＷｈ、風力発電は年間３３，２８８ｋＷｈ、太陽光発電は

年間２６４，７８４ｋＷｈ発電できる。その結果、 

       ６１７，７００ｋＷｈ＋３３，２８８ｋＷｈ＋２６４，７８４ｋＷｈ 

         ＝９１５，７７２ｋＷｈ 

   となり、ＥＭＳ導入効果は、太陽光発電だけでは、２０．０％、発電設備全体では、５．８％

の利用率向上となる。 

したがって、２０１７年度の浄水センターの年間の電力需要の３，２９６，０３２ｋＷｈを用

いて再生可能エネルギーの利用率を算出すると、再生可能エネルギーの発電量は、９１５，７７

２ｋＷｈであるので、再生可能エネルギー利用率を、２７．８％に実現することになる。（ＥＭ

Ｓの効果を示す） 

表－１．４４ ＥＭＳの有無による効果 

    EMS なし EMS あり 

消化ガスエンジン発電量(MWh/年） 618 618 

風力発電量(MWh/年） 33 33 

太陽光発電量(MWh/年） 212 265 

発電量合計(MWh/年） 863 916 

発電量増加量（EMS の効果）（MWh/年） 53 

CO2 削減量（ton/年） 416 442 

CO2 削減量増加量（EMS の効果）（ton/年） 26 

  

 これを実現するために、ＥＭＳには図－１．５６のような機能を持たせる。本ＥＭＳは、再

生可能エネルギーの潜在量が大きい唐津市のモデルとなりうる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図－１．５６ ＥＭＳの発電出力制御機能 
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  ＥＭＳの導入計画 

２０１９年度実施内容 

    浄水センター内での再生可能エネルギー発電を 大化するために、電力需要を予想して、消

化ガスエンジン発電設備、太陽光発電設備、風レンズ風車の協調制御を行う。 

ＥＭＳのハードについては、 

②  消化ガス発電設備、太陽光発電設備、風レンズ風車のＰＣＳに通信機器を設置する。 

② 現場（消化ガス発電エリアを予定）にＰＬＣを設置し、消化ガス発電、太陽光発電、風レ

ンズ風車などの電力量を取り込むとともに制御信号を各発電設備に送信する。 

③ 現場のＰＬＣと浄水センターの中央操作室を光ケーブルで繋ぐ。 

④ 中央操作室に設置するサーバおよびソフトパッケージ搭載の監視システム端末を設置し、

監視および操作に用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＥＭＳ設備のイメージ） 

 

                   

 

図－１．５７ ２０１９年度導入のＥＭＳ 
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   気象予測は、インターネットで公開されている気象予測データをＥＭＳが定期的に自動取込

を行う。取り込む情報は、気温、湿度、日射量、風速などである。取り込んだ気温、湿度から、

過去データと類似する日の電力デマンドデータを抽出し、翌日あるいは翌々日の負荷パターン

とする。また、日射量、風速より太陽光発電や風レンズ風車の発電量を算出する。さらに、消

化ガス発電設備では、消化ガスタンクレベルより、翌日、翌々日の消化ガス使用量を推定する。

これらのデータより、 適な発電設備の運用を実現する。 

 

③ ２０２０年度設備構成に対するＥＭＳ機能検討 

  ２０２０年には６需要家を自営線で繋ぎ、電力供給を行う計画であり、発電電力を６需要家に

供給する。不足電力は、一般電力系統から購入し、逆潮流防止盤（高圧変電所）より各需要家に

供給する。 

  購入する電力を九州電力から一括で購入する場合は、地域エネルギー会社が通常の電力契約を

行うこととなり、基本料金と電力使用量料金等を支払うことで、九州電力側で電力の需給管理を

行うので、ＥＭＳは、逆潮流をしないように太陽光発電や消化ガス発電設備に出力制御を行う制

御のみとする。 

一方、購入電力を新電力や卸電力から購入する場合、２４時間前に購入電力量を電力広域的運

営推進機関（ＯＣＣＴＯ）などに連絡しなければならず、ＥＭＳに翌日の需要予測機能を持たせ

る必要がある。これは、需要家の翌日の予測電力需要および太陽光発電や消化ガス発電設備の発

電量を予測し、購入電力量を決定する機能である。電力購入の取引には、ＥＭＳとは別に需給管

理システムが必要であり、現状は外部に委託する計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．５８ ３年目のＥＭＳ機能 
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 ④ ２０２１年度設備構成に対するＥＭＳ機能検討 

   ２０２１年度は、２０２０年度の設備構成に蓄電池システムを加えること、再生可能エネルギ

ー設備を増設することである。 

   ＥＭＳには、２０２０年度の制御機能に加え、蓄電池制御機能を追加する。 

   蓄電池の役割は、非常時の電力供給と併せ、平常時にも利用することを検討する。 

   需要家の電力需要が、太陽光発電電力と消化ガス発電電力の合計値を下回った場合は、出力制

限をせず、蓄電池に充電し、発電電力の利用量をできるだけ大きくする。また、充電量が少なく

なった場合は、深夜電力で充電する。 

   需要家の電力需要が、太陽光発電電力と消化ガス発電電力の合計値を上回った場合、特に夏季

の電力ピーク時に、ピークカット機能を持たせ、できるだけ購入電力を減らす制御を行う機能を

持たせたい。ＥＭＳは、全体の電力需要を監視し、蓄電池用ＰＣＳに充放電の指令を与える機能

を持たせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．５９ 蓄電池システムによるピークカット機能 

 

また、管理するデータは、膨大な量になってくる。このため、インターネットを介して、統合

エネルギー・設備マネジメントサービスを行うシステムで管理することを計画する。この統合エ

ネルギー・設備マネジメントサービスは、多拠点のエネルギーデータや設備などを統合的に管理

し、省エネ、業務効率向上、およびＢＣＰを実現するサービスである。浄水センターエリア内に

設置したＥＭＳで、 適管理されていたエネルギー供給設備と負荷設備を連携させることで、エ

ネルギーの需給バランスの改善を図り、浄水センターエリア全体における効率向上を目指す。特

に、発電設備の制御とエネルギー管理の強固な連携により、発電効率の維持と省エネ・省コスト

を両立し、エネルギーコスト削減を行う。また、災害時のエネルギー自立のための機能を有する

システムであり、事業継続性の維持・向上に貢献できる。 

 

   以上の機能を持たせたＥＭＳの 終形態を図－１．６０に示す。 

 

 

 

 

 

ピークカット 
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   図－１．６０ ＥＭＳの 終形態 

 

 ２）自己託送の調査検討 

   浄水センターエリアは、自営線を敷設し、電力の需給管理をＥＭＳを利用して行う。自己託送

を検討する方法として 

  ① 浄水センターエリア外に、発電設備を設置し、発電電力を浄水センターエリア等において利

用する。 

  ② 浄水センターエリア内に、さらに発電設備を設置し、浄水センターエリア外に供給する。 

  この２つの方法について検討する。 

 

  ① 浄水センターエリア外の発電設備から浄水センターエリアに電力を供給する場合 

    唐津市内には、多くの太陽光発電設備が設置されており、調査の結果では、５６，８７２ｋ

Ｗの容量がある。これらは、全てＦＩＴによる売電である。また、風力発電も、唐津市西側の

東松浦半島を中心に、３７，６７５ｋＷ設置されている。このように、再生可能エネルギーの

ポテンシャルが高い地域であり、 適な場所を設定し、太陽光発電や風力発電を行い、その発

電電力を浄水センターエリアに供給することが考えられる。 

    前項での浄水センターエリアの需要家の電力使用量の合計値は、夏季のピークで約６００ｋ

Ｗであり、秋季の 小電力が５００ｋＷ程度である。現状、消化ガス発電設備の出力が１００

ｋＷ、次年度に計画している太陽光発電設備が２００ｋＷであり、３００ｋＷ～５００ｋＷ程

度の電力を受け入れることができる。 

    現状、浄水センターエリア内にさらに発電設備を設置することは、スペース的に厳しい状況
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である。浄水センターエリア外に発電設備を設置し、その電力を利用する検討を行いたい。 

 

② 浄水センターエリア内に発電設備を設置し、浄水センターエリア外に供給する場合 

  水処理棟上部は強度的に問題があり、太陽光発電設備の設置は断念した。今後、水処理棟の

使用年数から見て、強度アップが必要な時期にある。強度アップが可能であれば、水処理棟上

部には、８００ｋＷ程度の太陽光発電設備を設置するスペースがある。 

  太陽光発電設備を８００ｋＷ設置すれば、現在計画している消化ガス発電設備と太陽光発電

設備を合わせると、１，１００ｋＷの容量を有することになり、浄水センターエリアを再生可

能エネルギーのみで、電力供給が可能となり、さらに余剰電力を、浄水センターエリア外に供

給することもできる。現在建設中の市役所本庁舎や競艇場など市の施設への電力の自己託送も

可能となる。 

  また、浄水センターエリア外に発電設備を設置し、浄水センターエリア内で受け入れるとと

もに、浄水センターエリア外に供給することも考えられる。 
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７．市民や学生を対象としたエネルギー高度化に係る教育としてのエネルギーの見える化の検討 

 本項では、再生可能エネルギー設備を浄水センターエリアに導入するにあたって、エリア内に供給

電気量パネルや熱返還量のパネルなどを設置することによる、市民や学生を対象とした環境教育につ

いて検討を行う。発電や熱返システムを、市民に分かりやすく伝えることができる展示方法等につい

て、環境教育の動向や先進事例を踏まえながら、唐津市浄水センターに適した方法を検討する。 

 

１）わが国の環境教育の流れ 

 わが国の環境教育の動向を図－１．６１に示す。わが国では、高度経済成長に伴って公害問題が発

生したことが、環境教育に対する認識の始まりである。環境教育は、狭義の環境教育（自然保護教育、

公害教育）から始まり、地球環境問題の認識の高まりとともに、広義の環境教育（エネルギー×環境、

総合学習、ESD）へシフトしてきた。環境省によると、ESD(Education for Sustainable Development)

とは、「一人ひとりが世界の人々や将来世代、また、環境との関係性の中で生きていることを認識し、

持続可能な社会の実現に向けて行動を変革するための教育のこと」を指し、具体的には、単なる知識

の習得や活動の実践にとどまらず、日々の取組の中に、持続可能な社会の構築に向けた概念を取り入

れ、問題解決に必要な能力・態度を身に付けるための工夫を継続していくことが求められている。日

本においても、ESD の視点を取り入れた学習指導要領が作成されている。 

 

 

図－１．６１ 日本の環境教育の動向3 

 

その中でも、エネルギー問題と環境問題は図－１．６２のように密接に関わりあい、両面を踏まえ

る必要があるため、エネルギー・環境教育問題として扱い、その解決を目指すエネルギー環境教育が

必要であると考えられている。エネルギー環境教育は持続可能な社会の構築のために必要であり、学

校教育・社会教育・家庭教育からなる生涯学習として捉えられているため、学習指導要領が目指す「生

きる力」が育まれる教育として位置づけられている。そして、具体的な ESD・環境教育の教育手法

として、「アクティブラーニング」が取り入れられている。アクティブ・ラーニングとは、能動的学

修のことを差し、学修者（児童、生徒、学生等）が受け身ではなく、自ら能動的に学びに向かうよう

                                                  
3 日本における環境教育の史的展開に関する研究(市川)、日本の環境教育概説(文科省:2005)、環境教

育指導資料、各種公開情報を元にＮＴＴデータ経営研究所作成 
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設計された教授・学習法である（図－１．６３）。受動的な学び（座学）だけではなく、探求創出型

の学習が必要となり、直接実物を見て触ったりする体験を提供する環境教育施設の存在は、アクティ

ブラーニングにおいて、重要な役割を担う。 

 

 

図－１．６２ 日本の環境教育の動向4 

 

 

図－１．６３ アクティブラーニング5 

                                                  
4 エネルギー環境教育ガイドライン（新エネルギー環境教育情報センター：2013）を元にＮＴＴデ

ータ経営研究所作成 
5 環境省公開資料（2017 年 5 月）https://edu.env.go.jp/esd/wp-content/uploads/2015/07/gb_4.pdf 
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効果的な環境教育を進めていくためには、学校現場だけではなく、行政や企業、民間団体などの協

業が重要であり、環境教育施設は、以下の役割を担っているといえる（図－１．６４）。 

○学校では学ぶことができない地域と環境・エネルギーの関わりを学ぶ場 

○地域におけるエネルギー教育の普及・推進・支援のための拠点 

○地域において実践・指導している関係者の経験と情報の交流の場 

 

 

図－１．６４ 環境教育施設の役割 

 

２）参考となる国内の環境教育施設の事例調査 

 環境教育の指導要領内容を踏まえて、唐津市浄水センターエリア内に導入する設備を活用した展示

手法の素案を表－１．４５に示す。浄水センターエリアには、再生可能エネルギー（太陽光発電、消

化ガス発電設備を活用したコジェネレーションシステム、風レンズ風車）と、蓄電システムおよび自

営線を導入する計画であることから、電気と熱を使う、ためる、運ぶという、学習指導要領の項目を

学べる題材が揃っているといえる。 

 また、浄水センター自体が「水」をテーマとした施設であることや、導入する再生可能エネルギー

を活用した「防災」の拠点としての役割を担うことができる点も、環境教育テーマとして取り扱うこ

とができると考えられる。 

 

表－１．４５ 浄水センターエリア内の導入設備を活用した展示内容案 

指導要領の項目（題材） 展示内容・手法 

1 

発電と地域エネルギーの利用 

（太陽光発電、バイオガスコジェネ、風レン

ズ風車） 

・発電の仕組み（パネル展示） 

・模型 

・見える化（発電量、総発電量、CO2 排出削減量） 

・施設見学 

・地域バイオマスの受け入れについて 
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2 電力供給の仕組み（自営線や各種設備） 
・電線、電柱、変電所の模型 

・仕組み、役割の説明（パネル展示） 

3 電力を貯める仕組み（蓄電池、SOFC） 
・仕組み、役割の説明 

・パネル展示 

4 水の作り方、循環（浄水センター） 

・浄水場の仕組みや下水処理の仕組み 

・飲料水を確保するための方法 

・水づくりとエネルギー 

5 
防災 

（レジリエンス拠点としての浄水センター） 

・エリアの模型、ジオラマ 

・全体としての電力・熱供給体制（パネル展示、

CEMS による見える化） 

6 地域社会（市全体をテーマとして展示） 
・唐津市ジオラマ＆自然と賦存量マップ 

・唐津のエネルギー産業に係る歴史 

 

 唐津市科学内に設置する展示物の検討材料として、これらのテーマを題材として環境教育の展示や

体験学習を提供している既存の施設の事例調査を実施した。調査事例は以下の４つである。 

 

①再生可能エネルギーの発電量などの見える化事例 

②浄水センターにおける水に関する環境教育施設事例 

③体験学習を提供する先進的な環境教育施設事例 

④エリア全体のエネルギー循環の見える化事例 

 

① 再生可能エネルギーの発電量などの見える化事例 

 横浜市所有の風力発電施設ハマウィングでは、施設見学、発電量展示版、パネル設置による環境教

育の場を提供している。図―１．６５の下部に示すように、展示物上では、発電量（現在、累積）、

設備概要、事業スキームなどが説明されている。発電した電力量を石油換算する際に、ドラム缶の数

でたとえる等、市民への分かりやすい説明を意識した文章となっている。 

 また、図―１．６６に示すように、太陽光発電設備の展示事例としては、実物・模型展示、発電の

仕組みに関するパネル・映像展示や、発電量の表示などの展示が一般的である。一般的ではあるが、

実物模型の展示など、普段太陽光パネルを見ない学生にとっては、実物を見ながら発電の仕組みを学

ぶことは、受動的な学習に比べて学習効果は高く、効果的である。 
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図－１．６５ 横浜市ハマウィングの風力発電施設概要とパネル事例6 

 

 

図－１．６６ 太陽光発電関連の展示物事例 

                                                  
6 横浜市 HP より、写真は NTT データ経営研究所にて撮影 
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②浄水センターにおける水に関する環境教育施設事例 

 続いて、浄水センターの環境教育施設として、大阪府高槻市の事例を図―１．６７に示す。高槻市

の浄水管理センターの 3 階は水道 PR 施設も兼ねており、市水道事業の紹介、水道や水そのものを考

え、理解を深めるための施設となっている。展示内容は水道事業・水のパネル説明、クイズ形式、水

道管の実物の展示などがあり、子供から大人まで楽しみながら学ぶできるような工夫がされている。 

 

 

 

図－１．６７ 高槻市浄水センターの施設事例1 

 

                                                  
1 高槻市 HP より NTT データ経営研究所作成 
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③体験学習を提供する先進的な環境教育施設事例 

福井県美浜町の「きいぱす」では、従来の展示型施設とは異なり、エネルギー環境教育に特化した

さまざまな体験を通して、身近にあるエネルギーの特徴を理解し、日々の暮らしや地球環境について

考える力を養う体験型の学び舎である。当該施設の概要と展示物例を図―１．６８に示す。展示物に

は様々あるが、例えば、電柱や変圧器など本物の設備を、実際の半分の高さ展示しており、身近で配

電設備をみることができるため、電気の流れを理解することができる。当該施設は、展示の他、町内

全小中学校で統一カリキュラムのもと、30 以上の体験プログラムを提供している。 

 

 

 

図－１．６８ 体験学習を提供する環境教育施設事例2 

                                                  
2 美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」HP より NTT データ経営研究所作成 
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④エリア全体のエネルギー循環の見える化事例 

 地域のエネルギー高度化に関する事例として、CEMS の見える化事例を図―１．６９に示す。同

図上部は、2018 年 4 月に開所したそうま IHI グリーンエネルギーセンターであり、スマートコミュ

ニティ推進拠点としてエネルギーマネジメントを実施しているエリアである。当該センター内の事務

棟にある CEMS により、エリア内のエネルギー状況を監視しており、可視化することでエリア内の

エネルギーの流れを把握することが可能となる。同図下部に示す東松島市スマート防災エコタウンに

おいても、CEMS を活用しており、域内の需給を CEMS 画面で閲覧できるようになっている。 

 

 

 
図－１．６９ スマートシティの CEMS 事例（上図：そうま市、下図：東松島市）3 

 

                                                  
3 株式会社 IHIHP および一般社団法人東松島市公開情報より 
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太陽熱利用による電力・熱の統合制御システム（BEMS）導入の見える化事例を図―１．７０に示

す。太陽熱集熱器から、蓄熱槽、熱交換器、シャワーでの熱利用までの流れが簡素化されて表示され

ており、熱の移動がわかりやすいような表記となっている。これらの事例のように、エリア全体のエ

ネルギーの動きや、施設内の電気・熱の動きを数値とともに見える化して表示することで、エネルギ

ーがどのような流れで供給されているかを把握することができる。唐津市科学館へ設置することで、

唐津市浄水センターエリアや、各施設のエネルギー利用を、訪問者が簡単に理解できるようになる。 

 

 
図－１．７０ 熱利用の見える化事例4 

 

３）唐津市浄水センターにおける環境教育展示手法の検討 

１）、２）を踏まえ、唐津市科学館における環境教育展示方法について検討を実施した。 

環境教育施設の展示手法によっても、訪問者の学習効果に違いが生じる。早稲田大学は、環境教育

施設の展示手法の違いによる来館者の見学行動の分析を行っている5。同調査では、図―１．７１に

示すように、順路型施設（北九州市環境ミュージアム）と、自由閲覧型施設（東京ガス環境エネルギ

ー館）における見学者の行動を分析した。実験結果によると、順路型展示ではパネルや実物展示に時

間をかけて見学する一方、自由閲覧型展示ではゲーム、映像、体験型展示を長く見学する結果となっ

た（図―１．７２）。 

唐津市科学館における、展示物配置および、展示内容の検討案を図―１．７３に示す。同図に示す

ように、唐津市科学館は、自由閲覧型の展示をおくような十分なスペースが無いことから、壁面沿い

に展示物を設置するような、順路方の展示手法が適しているといえる。従って、早稲田大学の研究結

果を踏まえると、パネルや実物模型の展示が効果的であると考えられる。 

 唐津市科学館において提供可能な教育題材としては、館内展示に加えて、実際に浄水センター内に

導入された各種設備の見学や、体験学習を組み合わせることで、学習効果を 大化することが可能と

                                                  
4 富士エネルギー株式会社 HP より 
5 環境学習施設の展示手法の比較及び考察（小林、佐伯、塩田：日本エネルギー環境教育学会、2013 
年 12 月 24 日発行） 
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なる。展示物のイメージは、同図に示すように、唐津市や浄水センターエリア内の全体を俯瞰できる

ようなジオラマまたは航空写真などが有効であると考えられる。例えば、川崎エコ暮らし未来館のエ

ントランスの床には、川崎市の航空写真が貼り付けられており、来館者の注目を浴びる展示となって

いる。 

 そのほかは、高槻市のような浄水センターの仕組みを紹介するような展示物や、浄水センターに導

入する発電設備、蓄電設備、そして、それらを活用してエリア内でどのようにエネルギーが受給され

ているか把握できるような、CEMS パネルの展示も、効果的であると考えられる。 

 

 

図－１．７１ 調査対象となった環境施設の展示内容6 

 

 

 
図－１．７２ 展示手法の違いが閲覧行動に与える影響の分析結果7 

 

                                                  
6 各施設 HP および公開資料より 
7 環境学習施設の展示手法の比較及び考察（小林、佐伯、塩田：日本エネルギー環境教育学会、2013 
年 12 月 24 日発行） 
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図－１．７３ 唐津市科学館館内展示物配置 
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８．導入した再生可能エネルギー設備の二酸化炭素削減効果などの試算 

  導入する再生可能エネルギー設備として、消化ガス発電設備（１００ｋＷ）とその廃熱利用、風

レンズ風車、平成３１年度に太陽光発電設備（３００ｋＷ）がある。 

  消化ガス発電設備は、バイオガス（消化ガス）による発電のため、発電した電力分がＣＯ２削減

量としてカウントされる。九州電力のＣＯ２排出係数は、０．４８３ｋｇ－ＣＯ２/ｋＷｈである。

年間の発電量は、 

     ２５ｋＷ×２．９台×３５５日×２４ｈ＝６１７，７００ｋＷｈ/年 

 であるので、ＣＯ２排出係数を掛けた２９８，３４９ｋｇ－ＣＯ２/年の削減ができる。 

  消化ガス発電設備の廃熱は、隣接する市民プールのプール水の加温に利用する計画である。現状、

温水プールの加温にＬＰガスを燃料とする温水ボイラーが利用されており、ＬＰガスの焚き減らし

が５６％可能となる。ＬＰガスの使用量は、１２，３０４ｍ３/年であり、ＬＰガスのＣＯ２排出係

数は、３．０ｋｇ-ＣＯ２/ｋｇであるので、 

     １２，３０４ｍ３/年×５６％×０．４５８ｋｇ/ｍ３×３ｋｇ-ＣＯ２/ｋｇ 

        ＝９，４６７ｋｇ－ＣＯ２/年 

の削減ができる。 

  風レンズ風車は、別事業で導入するが、その発電電力は、本事業で活用する計画である。９ｋＷ

×２基、２０ｋＷ×１基の合計３８ｋＷを導入する。その発電量は、３３，２８８ｋＷｈと推定し

ている。したがって、ＣＯ２の削減量は、 

     ３３，２８８ｋＷｈ×０．４８３ｋｇ－ＣＯ２/ｋＷｈ＝１６，０７８ｋｇ－ＣＯ２/年 

 である。 

太陽光発電は、出力３００ｋＷを導入する計画であり、その発電量は、中間季の電力デマンドの

低い時期に出力制限をした場合、２１１，８２７ｋＷｈである。したがって、ＣＯ２の削減量は、 

     ２１１，８２７ｋＷｈ×０．４８３ｋｇ－ＣＯ２/ｋＷｈ 

＝１０２，３１２ｋｇ－ＣＯ２/年 

 となる。ＥＭＳにより、 適制御を行うことで、さらに５２，９５７ｋＷｈを発電できるため、 

５２，９５７ｋＷｈ×０．４８３ｋｇ－ＣＯ２/ｋＷｈ＝２５，５７９ｋｇ－ＣＯ２/年 

 増加させることができ、合計１２７，８９１ｋｇ－ＣＯ２/年を削減できる。 

  これらにより、各設備が導入された後は、合計４５１，７８５ｋｇ－ＣＯ２/年の削減が可能と

なる。 

 

表－１．４６ 年度毎のＣＯ２削減量     （ｋｇ－ＣＯ２/年） 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 

消化ガス発電 298,349 298,349 298,349 298,349 

風力発電  16,078 16,078 16,078 

太陽光発電 0 102,312 102,312 102,312 

ＥＭＳ導入効果 

（太陽光発電増加分） 
0 25,579 25,579 25,579 

廃熱利用 0 0 9,467 9,467 

合計 298,349 442,318 451,785 451,785 
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９．水素ステーションの設置検討 

次世代エネルギー源として注目を浴びている水素を活用した燃料電池車（FCV）は、化石燃料依存

からの脱却ならびに低炭素社会構築に大きく貢献するモビリティの 1 つとして注目を浴びている。

FCV 普及の課題の 1つとして、燃料供給点である水素ステーションの建設が挙げられ、日本では官民

連携で水素ステーションの戦略的展開に力を入れている。 

エネルギー構造の高度化を目指す唐津市においても、地域の再エネの有効活用手段の 1つとしての

水素のモビリティへの利用を考えられていると認識している。 

本項では、将来の唐津市における FCV 普及を視野に入れ、唐津市浄水センターエリア内における水

素ステーションの設置候補地について検討する。 

 

１）調査範囲 

本調査では、唐津市浄水センターエリア内に水素ステーションを設置するうえで考慮するべき事項

について調査を行い、望ましい水素ステーションについて検討する。 

図―１．７４に示す水素サプライチェーンの全体フローのうち、本事業では、FCV へ圧縮水素（高

圧ガス水素）を供給する水素ステーションを設置するうえで考慮すべき事項について調査を行う。（水

素源・製造手法については本調査で検討を行わないものとする。） 

 

 

図－１．７４ 水素サプライチェーンの全体像8 

 

２）水素ステーションの分類と特徴、補助金 

 水素ステーションの分類と特徴を図－１．７５に示す。圧縮水素スタンドは、定置型（オンサイ

ト型、オフサイト型）、移動式ステーションに大別できる。オンサイト型では、LP ガス、天然ガス等、

水素の原料となるガス又は液体をステーション内に設けた改質装置により改質して水素を発生させ、

その水素を FCV へ供給するタイプの水素ステーションをいう。オフサイト型は、ステーションの外部

から水素の供給を受けるタイプのステーションであり、外部で生成した水素ガスを水素トレーラー、

水素ガードル等の容器により運送する。移動式ステーションは、設備を移動して使用することができ、

複数の拠点を廻ることで、充填拠点を増やすことができる。 

                                                  
8 西脇文男著「日本の国家戦略_水素エネルギーで飛躍するビジネス_198 社の 新動向」2018 年 7 月 19 日発行を元

に作成 
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図－１．７５ 水素ステーションの分類と特徴9 

 

 各スタンドの設置コスト（設備費、設計・建設費）は、筑波大学が NEDO の「水素キャリアに応

じたフィージビリティ（平成 20 年度成果報告書））を元に試算した結果によると、固定式ステーショ

ンで約 4億 3千 5百万円、移動式ステーションで 2億円となっている 。 

水素ステーションの設置に関する補助金は、資源エネルギー庁「燃料電池自動車の普及促進に向け

た水素ステーション 整備事業費補助金」があり、平成31年度の概算要求額は100億円となっている。

同事業では、世界に先駆けた FCV の自立的な普及を目指すため、水素ステーションの整備費用の一部

を補助するものであり、そのステーション種別ごとの補助額の上限は表－１．４７に示すとおりとな

っている。 

 

  

                                                  
9 高圧ガス保安法：圧縮水素スタンド技術基準解説（2017 年 3 月）を元に作成 
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表－１．４７ 平成 30 年度「燃料電池自動車用水素供給設備 設置補助事業」補助上限額10 

 

 

 

３）調査に関連する法制度の確認 

①水素ガス製造に係る法律・基準 

 水素ガス製造に係る主な法律・基準を表－１．４８に示す。その中でも、水素に適用される法律等

の規制の中で中心的なものである高圧ガス保安法や、水素ガス施設と危険物施設等との保安距離を規

制する消防法、用途地域ごとに水素ガスの 大貯蔵量の制限を設けている建築基準法が、水素ステー

ションの設置候補地の検討における主な法基準である。 

 

表－１．４８ 水素ガス製造に係る主な法律・基準等

 
 

②これまでの規制の見直し状況 

 日本では各法律・基準が厳しく、水素ステーションの迅速な普及を妨げる要因となっていたため、

産官学連携で規制緩和を行ってきた。2002 年に、小泉内閣の下、「燃料電池実用化に関する関係省庁

                                                  
10 一般社団法人：次世代自動車振興センター（2019 年 1 月閲覧） 
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連絡会議」を設置し、規制の再点検の道筋とりまとめを実施した。そして、2010 年に内閣府行政刷

新会議が開催され、規制の再点検が閣議決定されてから、水素ステーション設置に関する規制緩和が

行われてきた。水素ステーションに関する規制見直しの状況は、図－１．７６に示すとおりである。

本検討では唐津市内の水素ステーションに設置候補地の抽出を行うため、関係する規制緩和である立

地の規制について確認を行う。 

 

図－１．７６ 規制見直しの状況（２０１８年４月１日）11 

 

③用途地域の確認 

 用途地域とは、都市計画法により、都市の環境保全や利便の促進のために、地域おける建物の用途

に一定の制限を行う地域として定められている。用地地域の類別により、可燃性ガスである水素の貯

蔵量の上限が定められている。従来の各用途地域における水素貯蔵量上限は、図－１．７７に示すと

おり、グループⅡ（第二種中高層住居専用地域～準住居地域）で 350m3、グループⅢ（近接商業地域、

商業地域）で 7000m3、準工業地域で 3,5000m3、工業地域、工業専用地域で無制限であった。しかし、

2014 年 12 月の規制緩和によって、グループⅠ（第 1種低層住居専用地域～第 1種中高層住居専用地

域）を除いて、水素貯蔵量の上限が原則なしとなった。 

 唐津市の都市計画図は図―１．７８のとおりである。浄水センターエリアは準工業地域に区分され

ており、水素貯蔵量の上限がない地域である 

  

                                                  
11 世代燃料供給インフラ研究会（第 5回）‐配布資料、2018 年 5 月 10 日)資料から引用 
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図－１．７７ 用途地域における水素貯蔵量の上限および住民説明義務化の変化12 

 

 

図－１．７８ 唐津市の用途地域区分と浄水センターの区分13 

 

④距離の規制と設置可能面積 

距離の規制について、現状の例示基準を整理したものを表―１．４９に示す。一般的な 82MPa 以下

の水素ステーションは、各項目と 8m の離隔距離があれば、設置可能である。また、資源エネルギー

庁が公開している水素ステーションの配置例を図－１．７９に示す。同図のとおり、オフサイト型、

オンサイト型ともに 700m2 の敷地面積があれば、ステーションの設置が可能であるといえる。また、

                                                  
12 基礎自治体による水素ステーションの情報提供に関する研究（社会技術研究論文集 Vol.15,46-53,June 2018, 東

京工業大学）を元に作成 
13 唐津市 HP、唐津都市計画図（2016 年 11 月 2 日更新） 
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パッケージ型のものや、移動式については敷地面積が少なくすみ、それぞれ 560 m2、150m2程度とな

る。 

表－１．４９ 水素ステーションの離隔距離14 

 

 

 

                                                  
14 高圧ガス保安法：圧縮水素スタンド技術基準解説（2017 年 3 月）をもとに NTT データ経営研究所作成 
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図－１．７９ 水素ステーションの設置可能面積15 

 

⑤水素を輸送するトレーラーの緒元 

陸上で水素を輸送する場合、圧縮して輸送するのが一般的。以下は 45MPa に加圧した水素を運ぶト

レーラーの緒元であり、車幅２．５ｍ、全長１３．５１ｍ、全高３．５ｍである（図－１．８０）。 

 

 

図－１．８０ 水素輸送トレーラの緒元例16 

 

４）水素ステーションの設置候補の検討 

 唐津市浄水センターの将来計画図をもとに、利用計画がない空き地の中で、既設の管理棟の駐車

場を縮小せずに、県道から近い位置に着目して、候補地を３箇所抽出した（図―１．８１）。各候補

地について、設置可能性の検討を行った。 

                                                  
15 燃料電池自動車等の普及促進に係る自治体連携会議（第 1回）‐配布資料（平成 27 年 2 月 24 日） 
16 JX 日航日石エネルギー株式会社「燃料電池車普及開始に向けた 水素インフラ構築への取組み２０１３年」より 
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図－１．８１ 唐津市浄水センター将来計画図および水素ステーション設置候補地 

 

（候補地①：浄水センター管理棟西側エリア） 

候補地①における検討図を図－１．８２に示す。当該候補地では、一般的なオフサイト型ステーシ

ョンの配置面積である 700m2を満たし、定置型、移動型ともに設置可能である。また、敷地境界線と

の離隔を満たす。一方、懸念点としては、浄水センターの駐車スペースを動線とする場合（①）、ト

レーラー等が入りやすい敷地入口の整備や、既存駐車場の代替を容易する必要がある。また、動線②

の場合、歩道橋高さとトレーラー車高を確認する必要がある。 

管理棟西側の土地は、一般的なオフサイト型ステーションの配置面積、設置境界線との離隔を満た

すため、動線の懸念が解消すれば、設置候補地となりうるといえる。 

 



１０８ 
 

 

図－１．８２ 候補地①における水素ステーション設置場所とトレーラ動線イメージ 

 

（候補地②：浄水センター管理棟正面入口前のエリア） 

候補地②における検討図を図－１．８３に示す。当該エリアは、約１９ｍ×６５ｍのスペースがあ

り、移動式ステーションの設置スペースは確保可能である。また、既設の管理棟北部・西部の駐車ス

ペースを残したまま設置可能であるといえる。しかし、幅が狭く管理棟と将来施設に挟まれているた

め、移動式ステーションや FCV の移動が容易でないうえ、施設との距離が近く、非常時に被害が拡大

しやすい懸念がある。 

 

（候補地③：浄水センター南側のエリア） 

候補地③における検討図を図－１．８４に示す。当該エリアは、スペースが広く、定置型ステーショ

ンの設置が可能である。また、既存の運動広場のスペースを舗装して、トレーラーや FCV のアクセス

の確保も容易である。懸念点としては、駐車スペースや運動広場の代替地の確保が挙げられる。 
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図－１．８３ 候補地②における水素ステーション設置場所とトレーラ動線イメージ 

 

 

図－１．８４ 候補地③における水素ステーション設置場所とトレーラー動線イメージ 
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（検討結果の整理） 

浄水センター入口に近い３つの候補地について検討を行った結果は図―１．８５に示す。敷地広さ、

車両の動線、既存地の代替可能性という３つの視点から評価した結果、候補地③、①、②の順に適正

が高いと考えられる。なお、浄水センターエリア内には、掲載した将来利用計画以外にも、蓄電池や

その他施設を導入する議論があることから、これらの導入計画を踏まえて、水素ステーション設置候

補を選定する必要がある。 

 

 

図－１．８５ 水素ステーション設置候補地の検討結果整理 
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１０．その他エネルギー高度化に資する検討 

第５節で記したとおり、エネルギー構造高度化とは、快適性を損なわない範囲で省エネ実施と再エ

ネ導入をすることにより低炭素化を図るとともに、系統に影響を与えない範囲でエネルギーマネジメ

ントを行うことで、対象地域の安全性、経済効率性、環境性を向上させるエネルギー供給・利用を実

施することである。本事業では、以下のとおり、浄水センターエリア内に再エネ発電設備と蓄電池を

導入することによる、エネルギー構造の高度化とエリア内のレジリエンス機能強化の検討を実施して

きた。 

 

第２節：再エネ導入（消化ガス発電施設備と太陽熱設備）による熱利用の検討 

第３節：消化ガス発電設備の廃熱利用による効果 大化の検討 

第４～６節：蓄電池と EMS の活用による発電電力の 大限の利用  

 

上記各節で検討したとおり、本事業で導入する消化ガス発電設備の廃熱は、下水汚泥の加温と温水

プールのボイラー燃料の代替を行ううえで十分な量がある。さらに、廃熱を下水汚泥の加温にまわす

ことで、消化ガスを発電用に利用することができ、消化ガス発電設備の稼働率を高められることも確

認した。しかし、４台の消化ガス発電設備を１００％稼動させてその廃熱を下水汚泥加温と温水プー

ル加温に利用したとしても、消化ガスの利用率は７１％であり、２９％の未利用消化ガスがある算定

結果となった。 

また、仮に、軽量架台や軽量パネルを活用することで、浄水塔上部への太陽光発電設備の設置がで

きた場合、約８００ｋW の出力が見込めることから、浄水センターエリア内の再エネ発電のみで、

エリア内の需要を満たすことが可能となることも確認した。 

系統に影響を与えることなく、こうした未利用資源や、余剰な地域の再生可能エネルギーを余すこ

となく十分に活用することができれば、浄水センターエリアのエネルギー利用をさらに高度化なもの

とすることができる。浄水センターエリアのさらなるエネルギー利用の高度化を実現するための構想

案を図－１．８６に示す。 

同図は、これまでの検討内容に加えて、余剰消化ガスおよび水素の活用案を加えている。エリア内

の再エネ電力の余剰分（地域内電力需要および蓄電池充電容量を上回る発電分）を利用した水電解に

よる水素製造や、余剰消化ガスの改質により製造した水素を水素貯蔵タンクに備蓄することで、非常

時に燃料電池を用いた電力供給や、FCV への水素供給が可能となる。さらに、消化ガスや水素は、

日本各地で実証事業が進められているように、LP ガスや都市ガスと混焼してボイラーで熱利用する

ことも考えられ、地域資源を余すことなく活用した効率的なエネルギー利用を行える可能性もある。 

再エネ普及と、エネルギーマネジメント技術に加えて、水素利用技術を導入することで、エネルギ

ー利用の媒体に幅を持たせ、より強固な防災体制を構築することが期待できるため、唐津市のスマー

トレジリエンス拠点の実現に向けて重要な要素と考えられる。 
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図－１．８６ 浄水センターエリアのエネルギー利用高度化のイメージ 
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第２章 太陽光発電設備導入に関するＦ/Ｓ調査 

 

１． も発電効率の良いと想定される設置場所の検討 

  浄水センターエリアに太陽光発電設備を設置する場所として、図－２．１に示す１０カ所を候補

地とした。それぞれの候補地での予想発電量、条件などより、 も発電効率の良いと想定される設

置場所を選定する。設備利用率は、ＮＥＤＯ日射量より、１２．３％として、年間発電量を試算し

た。太陽光モジュールは、１枚が３００Ｗを出力できるモジュールを適用する。 

 

 

図－２．１ 太陽光発電設備を設置する候補地 

  

 候補地１：温水プール脇 

   面積：２５ｍ×２５ｍ＝６２５ｍ２ 

   現状の利用：市民の遊技場として利用している 

   予想発電量：太陽光パネル設置角：１０° 

太陽光パネル設置方向：南向き 

太陽光パネル枚数：１７６枚 

太陽光パネル設置方法：地上設置 

太陽光パネル容量：５２．８ｋＷ 

予想年間発電量：５６，７１０ｋＷｈ 

 候補地２：野球場 

   面積：９０ｍ×９０ｍ＝８，１００ｍ２ 
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   現状の利用：市民の野球場として利用している 

   予想発電量：太陽光パネル設置角：１０° 

太陽光パネル枚数：２，９１２枚 

太陽光パネル設置方向：南向き 

太陽光パネル設置方法：地上設置 

太陽光パネル容量：８７３．６ｋＷ 

予想年間発電量：９４２，０２１ｋＷｈ 

 候補地３：水処理棟上部 

   面積：１４２ｍ×４９ｍ＝６，９５８ｍ２ 

   現状の利用：テニスコートとして計画していたが中止、現在は空地 

   予想発電量：太陽光パネル設置角：０° 

太陽光パネル設置方向：－ 

太陽光パネル枚数：２，８８０枚 

太陽光パネル設置方法：屋上設置 

太陽光パネル容量：８６４．０ｋＷ 

予想年間発電量：９２７，３２７ｋＷｈ 

 候補地４：水処理棟南側 

   面積：１４２ｍ×１５ｍ＝２，１３０ｍ２ 

   現状の利用：水処理棟スペースの一部であるが空地 

   予想発電量：太陽光パネル設置角：１０° 

太陽光パネル設置方向：南向き 

太陽光パネル枚数：６１６枚 

太陽光パネル設置方法：地上設置  

太陽光パネル容量：１８４．８ｋＷ 

予想年間発電量：１９８，５９２ｋＷｈ 

 候補地５：水処理棟横駐車場 

   面積：１４２ｍ×５０ｍ＝７，１００ｍ２ 

   現状の利用：野球場等の駐車場として利用 

   予想発電量：太陽光パネル設置角：１０° 

太陽光パネル設置方向：南向き 

太陽光パネル枚数：１，１９８枚 

太陽光パネル設置方法：駐車場屋根上設置 

太陽光パネル容量：３５９ｋＷ 

予想年間発電量：３８５，６６９ｋＷｈ 

 候補地６：運動場 

   面積：１６０ｍ×７０ｍ＝１１，２００ｍ２ 

   現状の利用：運動場として利用 

   予想発電量：太陽光パネル設置角：１０° 

太陽光パネル設置方向：南向き  
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太陽光パネル枚数：３，９２０枚 

太陽光パネル設置方法：地上設置  

太陽光パネル容量：１１７６．０ｋＷ 

予想年間発電量：１，２６８，８６９ｋＷｈ 

 候補地７：東側駐車場 

   面積：６０ｍ×７０ｍ＝４，２００ｍ２ 

   現状の利用：駐車場として利用、風レンズ風車の設置を計画している。 

   予想発電量：太陽光パネル設置角：１０° 

太陽光パネル設置方向：南向き  

太陽光パネル枚数：８８０枚 

太陽光パネル設置方法：地上設置  

太陽光パネル容量：２６４．０ｋＷ 

予想年間発電量：２８３，３５０ｋＷｈ 

 候補地８：消化ガスタンク周辺 

   面積：１１５ｍ×１５ｍ＝１，７２５ｍ２ 

   現状の利用：消化ガスタンク後ろ側の空地スペース 

   予想発電量：太陽光パネル設置角：１０° 

太陽光パネル設置方向：南向き 

太陽光パネル枚数：５０４枚 

太陽光パネル設置方法：地上設置 

太陽光パネル容量：１５１．２ｋＷ 

予想年間発電量：１６２，４０８ｋＷｈ 

 候補地９：水処理棟北西斜面 

   面積：面積：１４２ｍ×８ｍ＝１，１３６ｍ２ 

   現状の利用：水処理棟側面の斜面で利用していない。 

   予想発電量：太陽光パネル設置角：１０° 

太陽光パネル設置方向：南向き 

太陽光パネル枚数：４６２枚 

太陽光パネル設置方法：地上設置 

太陽光パネル容量：１３８．６ｋＷ 

予想年間発電量：１４７，４１１ｋＷｈ 

 候補地１０：東側駐車場奥 

   面積：面積：２４ｍ×３６ｍ＝８６４ｍ２ 

   現状の利用：コンテナを設置しているが、移動することで、利用が可能となる。 

   予想発電量：太陽光パネル設置角：１０° 

太陽光パネル設置方向：南向き 

太陽光パネル枚数：３３４枚 

太陽光パネル設置方法：地上設置 

太陽光パネル容量：１００．２ｋＷ 
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予想年間発電量：１０７，６２７ｋＷｈ 

 

これらの候補地のうち、候補地１、２は、市民の遊技場として利用しており、今後も継続して

利用するため、太陽光発電設備の設置は難しいと考えられる。候補地６は運動場として利用し

ており、面積としては も広く、年間発電量が も大きい候補地であるが、将来、他の目的で

利用する計画がある。候補地７は、駐車場として利用している。したがって、これらの候補地

への太陽光発電設備の設置も難しいと考えられる。 

    候補地３は、水処理棟上部であり、建設当初、緑地として利用する計画であったが、計画が

中止になり、コンクリート面のまま空き地となっている。強度的に問題がなければ、太陽光の

遮蔽物もなく、 も太陽光発電設備の設置に適している。しかし、水処理棟の建屋が老朽化し

ており、今後２０年の運用を考えると、強度アップが必要である。候補地４は、水処理棟南側

は、作業用のスペースであるが、敷地の半分は太陽光発電設備の設置が可能である。候補地５

の水処理棟横駐車場は、面積としては、７，１００ｍ２あり、地上設置すると、７８３ｋＷ程

度の太陽光発電設備を設置することができるが、駐車場の機能を維持する必要があり、太陽光

パネルを駐車場の屋根上に設置しなければならない。この場合、車両の通路には太陽光発電設

備は設置せず、駐車場の上部のみとなるため、設置容量は、３５９ｋＷとなる。候補地８は、

消化ガスタンクの後側にあるスペースであり、利用計画はない。このスペースを利用すると、

設置容量は、１５１ｋＷ程度になる。候補地９は、北東の斜面になっており、太陽光に対して

逆勾配となっており、架台を高くする必要があるが、太陽光発電設備の設置の可能性としては

ある。候補地１０は、現在コンテナを設置しているが、これを移動すれば、設置できる。 

   以上より、太陽光発電設備の設置の可能性のある候補地としては、候補地３（水処理棟上部）、

候補地５（水処理棟横駐車場）、候補地８（消化ガスタンク後側の空きスペース）、候補地９（水

処理棟北東側斜面）、候補地１０（東側駐車場奥）が考えられる。 

    可能性のある候補地について、さらに検討を行った。 

候補地３の浄水センターの水処理棟上部は、１４２ｍ×４９ｍの広さがあり、その屋根部は

周りより３ｍ程度高く、コンクリートで覆われており、障害物などもない。強度的な検討を行

えば、太陽光発電の絶好の設置場所となる。この水処理棟の屋上に、設置角度０°で太陽光発

電設備を設置すると、図－２．２に示すように８６４ｋＷの発電が可能である。１つのモジュ

ールの寸法は、１，６７５ｍｍ×９９２ｍｍあり、これを縦に８０列、横に３６列（メンテナ

ンススペースとして、５００ｍｍの間隔をおく）並べることができる。１モジュールの発電出

力は、３００Ｗとすると、 

      ８０×３６×３００Ｗ＝８６４，０００Ｗ＝８６４ｋＷ 

   となり、発電出力は、８６４ｋＷとなる。 

しかしながら、水処理棟は、平成８年に北西側の半分の改修工事を実施しているが、東南側

は、昭和５６年の建設以降、改修はされておらず、強度的に問題がある。北西側にのみ、設置

したとしても、改修の影響を受け、水処理棟内部の支柱が、損傷しており、強度的には保証で

きない。また、昭和５６年に建設されており、水処理棟全体としては、既に３８年使用してお

り、コンクリート建屋の耐用年数は、残り１２年となる。今後、２０年間の運用を考えれば、

事業途中で、再建しなければならない。したがって、東南側の改修を実施すれば、前述の発電
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量の太陽光発電設備の設置が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．２ 下水処理場屋上への太陽光発電設備設置検討 

 

   設置場所８は、空きスペースであり、太陽光発電の設置場所としては、有力である。また、候 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．３ 候補地８、１０の太陽光発電設備設置検討 

 

パネル枚数：横３６×縦８０＝２，８８０枚 

発電量合計：３００Ｗ×２，８８０枚 

         ＝８６４ｋＷ 

 

候補地８ 

候補地１０ 
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  補地１０もコンテナを移動すれば、有力な候補地である。 

次に、設置場所９の検討を行った。図－２．４に示すように、太陽光パネルは斜面に対して

逆勾配となるため、架台の費用が膨大となり、１３９ｋＷの発電出力に対して、数千万円から

１億円程度の費用が掛かることより、設置は難しいと考えられる。 

 

図－２．４ 水処理棟北東側斜面への太陽光発電設備設置検討 

   

２０１９年度に、太陽光発電設備の導入を計画しており、その容量は、３００ｋＷとした。

候補地８と１０で、２５０ｋＷの設置が可能である。さらに、５０ｋＷを追加することで検討

した結果、候補地５の一部の土地を利用して、５０ｋＷを設置することとした。これらの太陽

光発電設備の設置計画を図－２．５に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        予想発電量：太陽光パネル設置角：１０° 

太陽光パネル設置方向：南向き 

太陽光パネル枚数：１，００８枚 

太陽光パネル設置方法：地上設置 

太陽光パネル容量：３０２．４ｋＷ 

予想年間発電量：３１９，８５２ｋＷｈ 

       

図－２．５ ２０１９年度太陽光発電設備導入計画 
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２．水処理棟上部を利用する際の強度計算 

平成８年度に実施した水処理棟の改築時の構造計算書に従い強度計算を実施した。構造計算書

に記載の屋根の荷重表を表－２．１に示す。荷重は、固定荷重(Ｄ．Ｌ)、積載荷重(Ｌ．Ｌ)、合

計の荷重(Ｔ．Ｌ)があり、それぞれ用途に分かれて記載されている。設備の追加の場合は、これ

から載せることができる荷重であるＬ．Ｌが適用される。今回の強度確認に使用する値は、それ

ぞれ用途に分かれて記載されている荷重のうち、 も小さい値、即ち も弱い値である地震用の

Ｌ．Ｌとなる。したがって、設備の追加荷重の 大値は１３０ｋｇ／ｍ２以内となる。 

本水処理棟計画段階において、図－２．６に示すように水処理棟上部は緑化する計画があり、土

が無い場合の荷重も( )内に記載されている。荷重表より土の荷重は、 

１，６３０ｋｇ／ｍ２－７３０ｋｇ／ｍ２＝９００ｋｇ／ｍ２ 

と想定されている。実際の屋根の状況を確認すると、屋根の緑化はされていない。Ｌ．Ｌの値は、

土を載せた状態での荷重であり、土がないため、この土の荷重はそのままＬ．Ｌに加算できるもの

と考える。 

設備の追加荷重の 大値は、 

１３０ｋｇ／ｍ２＋９００ｋｇ／ｍ２＝１，０３０ｋｇ／ｍ２ 

以内となる。 

したがって、水処理棟上部に太陽光発電設備を追加にあたっては、１，０３０ｋｇ／ｍ２以内の

荷重にて設計を行うことで、強度的には満足できると考える。 

 

 

表－２．１ 水処理棟上部の床荷重表 

名称 荷重 床用 小梁用 ラーメン用 地震用 備考 

 

屋根 

Ｄ．Ｌ 1,630 

(730) 

1,630 

(730) 

1,630 

(730) 

1,630 

(730) 

S1、L11 

( )内は、土

がない場合 

Wp=1,450 

Ｌ．Ｌ 300 300 240 130 

Ｔ．Ｌ 1,930 

(1,030) 

1,930 

(1,030) 

1.870 

(970) 

1,760 

(860) 

 

 

 
 

図－２．６ 水処理棟の屋上緑化計画図 

 

  しかしながら、水処理棟全体は、昭和５６年度に建設されており、平成８年度の改築の影響によ
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ると考えられる損傷が屋根部を支える支柱に発生している。この状態において、さらに太陽光発電

設備の 大荷重１，０３０ｋｇ／ｍ２を加えることは、さらに支柱の損傷を拡大する可能性が高い。 

昭和５６年度の強度計算書は現存しておらず、建設から約３８年経った現在の支柱等の劣化を含

めた強度計算は難しく、次の理由から、水処理棟上部への設置を断念する。 

１）水処理棟は、昭和５６年度に建設されたコンクリート建築物であり、この耐用年数は５０年

である。平成３１年度の水処理棟上部に太陽光発電設備を設置すると、耐用年数までに１１年

しかなく、その後の運用は保証できない。 

２）約半分は、平成８年度に改築したが、その影響と考えられる支柱の損傷が認められた。この

部分は昭和５６年度に建設されており、強度計算書は現存しておらず、劣化を含めた強度計算

は、難しく、信頼性に乏しい。 

３）平成１７年度に建築基準法が改正され、耐震強度がさらに強化されており、この基準に従う

と強度上もたない結果となると考えられる。 
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３．候補地５、候補地８、候補地１０の検討 

  調査の結果、浄水センターの夏季の電力使用状況は、 表－１．４０に示す６施設個々の電力使

用状況のとおりであり、平均使用電力で４１３ｋＷ、 小使用電力で３２６ｋＷであった。１００

ｋＷ容量のガスエンジンと３８ｋＷの風力発電を導入するとすると、これと合わせて平均使用電力

を確保するため、太陽光発電設備容量は３００ｋＷにて検討した。 

  図－２．７の左図のように太陽光発電の変動を考慮して、一定電力を購入し、逆潮流を防止する

ためには、２５０ｋＷ程度が適正と考えられるが、３００ｋＷ程度に過剰設置することで、一部は

出力制限を行うが、１日のトータルの発電量は増加することになる。したがって、太陽光発電の容

量を３００ｋＷで検討することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５０ｋＷ太陽光発電設備の場合      ３００ｋＷ太陽光発電設備の場合 

図－２．７ 過剰搭載の理由 

 

 １）候補地８の検討 

   候補地８は、消化ガスタンクの後ろ側に位置し、空きスペースとなっている。この空地を利用

して、太陽光発電設備を設置すると、その容量は、１５１ｋＷとなる。太陽光パネル（３００Ｗ

/枚）を６段７列（計４２枚）に配置し、これを１ブロックとして、１２ブロック設置すること

ができる。これにより、１５１，２ｋＷの容量の太陽光発電設備を設置することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．８ 候補地８の太陽光発電設備設置案 

 
 

８０１kWh ７２４kWh 
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 ２）候補地１０の検討 

   現在、コンテナを設置しているスペースであるが、コンテナを移設することで、太陽光発電設

備の設置スペースが確保できる。太陽光パネル（３００Ｗ/枚）を６段７列（計４２枚）に配置

し、これを１ブロックとして、８ブロック設置することができる。これにより、１００．８ｋＷ

の容量の太陽光発電設備を設置することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．９ 候補地１０の太陽光発電設備設置案 

 

 ３）候補地５の検討 

   候補地５での太陽光発電設備容量としては、駐車場の屋根に設置することで検討した結果、３

５９ｋＷの発電が可能である。したがって、３００ｋＷの太陽光発電設備を設置するスペースと

して、十分な設置スペースである。しかしながら、駐車場にするためには、車両の駐車スペース

を確保するためのスペースが必要であり、３ｍ程度の高さまで太陽光パネルの設置位置を上げる

必要がある。このために、支柱等を含めた工事費が高額となると考えられる。 

   ２０１９年度の太陽光発電設備の設置計画は、３００ｋＷであり、候補地８と１０で２５０ｋ

Ｗの容量が確保できているため、５０ｋＷのみの設置でよい。このため、駐車場の一部を利用し

地上置きでパネルの設置を考える。太陽光パネル（３００Ｗ/枚）を６段７列（計４２枚）に配

置し、これを１ブロックとして、４ブロック設置することができる。これにより、５０．４ｋＷ

の容量の太陽光発電設備を設置することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．１０ 候補地５の太陽光発電設備設置案 
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４．導入設備容量の検討と予想発電量のシミュレーション 

１）日射量の実測値と日射データとの比較 

  予想発電量のシミュレーション実施に辺り、使用するＮＥＤＯが公開している日射データ 

「年間時別日射量データベース（ＭＥＴＰＶ－１１）」の妥当性を確認するために、今回測定 

実施した日射量の実測値との比較を行った。 

   ８月より、仮設の日射量計を設置し、継続して日射量を計測してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．１１ 仮設日射量計の設置 

 

仮設日射量計により計測した結果のうち、代表的な日の日射量を図－２．１２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

    [８月 大]８月１８日     [８月 少]８月１５日     [８月平均]８月２４日 

 

 

 

 

 

 

 

    [９月 大]９月５日      [９月 少]９月７日      [９月平均]９月１２日 

図－２．１２ 日射量測定データ(８月９日～９月２０日) 

 

   これらの実測データを月単位でまとめ、日射データベース（ＭＥＴＰＶ－１１）との比較を行

った。以下に日射量の実測値と日射データベース（ＭＥＴＰＶ－１１）のグラフと、比較のため

に気象庁が公開している唐津地域における日照時間の平均値と２０１８年度の表およびグラフ
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を示す。 

  ＜日射量データ（ＭＥＴＰＶ－１１） 

    測定点：佐賀県、枝去木 

    測定方位：水平（０°） 

＜日照時間データ（気象庁：過去の気象データ検索より）＞ 

    測定点：佐賀県、枝去木（２００７／１～２０１０／２） 

佐賀県、唐津 （２０１０／３～２０１８／１２） 

       ※気象庁が２０１０／３より測定点を変更したため測定点が複数あり。 

 

表－２．２ 日射量および日照時間の比較（表） 

月 

日射量[kWh/㎡] 日照時間[h] 

MetPV 実測値 
実測値

/MetPV 
平均値 測定年度 2018 年度/平均値 

1 58.8 72.1 122.6% 99.1 130.4 131.6% 

2 77.7 -   113.0 -   

3 109.0 -   166.6 -   

4 130.4 -   182.7 -   

5 146.7 -   211.5 -   

6 108.4 -   119.2 -   

7 135.2 -   185.6 -   

8 148.5 -   211.0 -   

9 119.2 102.5 86.0% 151.0 116.5 77.1% 

10 108.6 107.4 98.8% 161.2 159.4 98.9% 

11 72.6 83.6 115.2% 124.8 149.4 119.7% 

12 57.9 54.4 93.9% 94.0 93.0 98.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

     日射量（実績値とＭＥＴＰＶ－１１）      日照時間（２０１８年度と平均値） 

図－２．１３ 日射量および日照時間の比較（グラフ） 

 

日射量の実測値／ＭＥＴＰＶ－１１の比率と日照時間の２０１８年度／平均値の比率の推移が 

ほぼ一致しているので、予想発電量のシミュレーションの日射データとしてＭＥＴＰＶ－１１を 
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使用することは妥当であると考える。 

 

２）予想発電量のシミュレーション 

 予想発電量のシミュレーションは、「ＪＩＳ Ｃ ８９０７（２００５）太陽光発電システムの 

発電電力量推定方法」に基づき実施した。また、使用する日射データは上述の通りＮＥＤＯが公開 

している「年間時別日射量データベース（ＭＥＴＰＶ－１１）」を使用する。 

 シミュレーションを行う上で採用した太陽光パネルの仕様を表－２．３に示す。 

 

表－２．３ 太陽光パネルの仕様 

メーカ 型式 公称 大出力※ 

シャープ ＮＵ－３００ＭＣ ３００Ｗ/枚 

      ※ JIS C 8990:2004 に基づく AM1.5、放射照度 1,000W/㎡、モジュール温度 25℃

で測定した代表的な値である。 

 次に、パワーコンディショナー（以下ＰＣＳと称する）の仕様を表－２．４に示す。 

 

表－２．４ ＰＣＳの仕様 

メーカ 型式 定格容量 力率※ 出力容量 

日立製作所 ＨＩＶＥＲ－ＮＰ２０３ ３３０ｋＶＡ １００％ ３００ｋＷ 

※ 一定力率で運転することにより系統電圧を適正に維持する。力率の値は電力会社

殿御指示値に従う。 

 

 太陽光パネルの設置角度を０°とし、表－２．５に示すシミュレーションパラメータにて計算を

行った。 

表－２．５ シミュレーションパラメータ 

項  目 パラメータ 

太陽電池容量 ３００ｋＷ 

ＰＣＳ容量 ３００ｋＷ 

設置方位、角度 水平（０°） 

試算地点 佐賀県、枝去木 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．６ 枝去木のＮＥＤＯ日射データ 

 

図－２．１４ 佐賀県枝去木の日射量（ＮＥＤＯ） 
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  シミュレーションの結果、年間の予想発電量は、２６４．７８ＭＷｈとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図－２．１５ シミュレーション結果 
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５． 適な太陽光発電設備に係る仕様、施工方法、単線結線図、モジュール毎の 

メリット・デメリット 

 １）水処理棟屋上設置の場合 

  （１）太陽電池の設置方法 

  水処理棟の屋上の防水構造を図－２．１６に示す。本構造は「アスファルト防水+抑えコン

クリート」方式であり、防水層が抑えコンクリートの下にあることが特徴である。本構造にお

ける太陽電池の設置方法として、２種類の工法を検討した。図‐２．１７に上記①、②設置工

法の図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．１６ 水処理棟の屋上の防水構造 

 

 

①置き基礎工法          ②アンカー工法 

図－２．１７ 太陽電池の設置工法 

 

  ①置き基礎工法 

    本工法のメリットは、基礎部分をコンクリート等の材質とし、直接屋上に置くことで防水層

に傷をつけることなく設置可能なことである。デメリットは重量が大きいため屋根の積載荷重

が不足する場合があることである。 

    本工法にて単位面積の荷重を計算した結果、約９５ｋｇ／ｍ２となった。２項で確認した通

り、水処理棟の屋上には土を入れた場合でも１３０ｋｇ／ｍ２の積載荷重があるため、本工法

 

屋上パラペット（Ｈ＝８００）詳細図 
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で十分設置可能であり、今回は本工法を選定する。 

 ②アンカー工法 

    本工法のメリットは、基礎部を作らず屋根面に直接アンカーにて固定することで積載荷重が

少ない屋根でも設置可能なことである。デメリットは屋根面にアンカーにて防水構造に穴を開

けるため、止水処理が難しいことである。 

    今回の防水構造の屋根の場合、防水層が抑えコンクリートの下にあり見えないため、アンカ

ーを打つ際に防水層に傷をつける恐れがあること、また、防水層の修復と合わせて施工実施す

る場合は多大な費用が掛かることから、今回は選定しない。 

 

 （２）太陽電池架台 

   置き基礎工法にて検討した架台を図－２．１８に示す。太陽光パネルの設置角度は０°とした。 

架台１基当たり２０段×８列（＝１６０枚：容量５０．４ｋＷ）となる。必要容量３００ｋＷ 

とするには６基設置する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．１８ 太陽電池架台（案） 

 

   図－２．１９に本太陽電池架台の配置図（案）を示す。なお、太陽電池容量３００ｋＷ分と

大設置パターンの２種類について検討した。下記より 大で１６基の架台を設置可能であり、そ

の際の太陽電池容量は８０６．４ｋＷである。 
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図－２．１９ 太陽電池架台配置図（案） 

 

 （３）単線結線図 

  単線結線図を作成するにあたり、今回の太陽光発電設備の仕様を表－２．６にまとめた。 

 

表－２．６ 太陽光発電設備仕様 

項  目 仕  様 備 考 

太陽電池容量 ３０２．４ｋＷ  

太陽電池仕様 ３１５Ｗ／枚 ９６０枚 １６直列×６０並列 

パワーコンディショナ（ＰＣＳ） ５０ｋＷ／台 ６台 屋外設置 

交流側電源仕様 ３Ｗ３Φ ４４０Ｖ ６０Ｈｚ ＳＳ－２にて接続 

 

  太陽電池モジュール１６枚を直列に接続した太陽電池ストリングを５０ｋＷのＰＣＳ６台に

１０ずつ並列に接続する。ＰＣＳからのＡＣ出力（３Ｗ３Φ ４４０Ｖ ６０Ｈｚ）は交流集電盤

で集約される。さらに既設水処理棟電気室［ＳＳ－２］内４００Ｖ動力変圧器２次盤（３５）に

接続され、構内変圧器を通して高圧連系（３Ｗ３Φ ６６００Ｖ ６０Ｈｚ）する。 

 

 

 

 

 

 

水勾配(1/100)

①３００ｋＷの場合（太陽電池９６０枚） 

② 大の場合：８０６．４ｋＷ（太陽電池２５６０枚） 
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図－２．２０ 単線結線図 

２）地上設置の場合 

 （１）太陽電池の設置方法 

   屋上設置を採用できない場合は地上設置となるが、２種類の工法を検討した。 

   ①コンクリート基礎工法 

    本工法のメリットは、基礎部分をコンクリート等の材質とすることで地面の状況に関わらず 

  設置が可能であり、また軟弱地盤に対しても地盤改良等にて対応が可能なことである。 

   デメリットは工期がかかることと、費用が高いことである。 

   ②杭基礎工法 

    本工法のメリットは、地面に打つ杭を基礎とすることで、工期が短くかつ費用が抑えられる

ことである。デメリットは軟弱地盤であると対応が困難であることである。杭基礎にて施工す

るためには、地盤の強さを表す「Ｎ値」が１０以上必要となる。現状太陽電池設置予定箇所の

地盤調査を実施していないため設置可否判断できないが、Ｎ値が１０以上あれば本工法を採用

する。 

 

（２）太陽電池架台 

  太陽電池架台に関しては、上記（１）項の①②どちらの基礎に対しても対応可能な架台を 

検討図－２．２１に示す。太陽光パネルの設置角度は１０°とした。 

架台１基当たり６段×７列（＝４２枚：容量１２．６ｋＷ）となる。必要容量３００ｋＷ 

とするには２４基設置する必要がある。 

 

 

 

 

 

水処理棟電気室[SS2]

3W3φ 6600V 60Hz

U>

U<

f>

f<

能動

S

受動

PCS2

U>

U<

f>

f<

能動

S

受動

PCS3

U>

U<

f>

f<

能動

50kVA/50kW
AC3φ3W
440V 60Hz

S

受動

PCS1

U>

U<

f>

f<

能動

S

受動

PCS5

U>

U<

f>

f<

能動

S

受動

PCS6

U>

U<

f>

f<

能動

S

受動

PCS4

PV容量 ：50.4kW

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ：315W

16直列×10並列(160枚)

3
P
 
1
2
5
A
F/
10
0A
T

3
P
 
1
2
5
A
F/
10
0A
T

3
P
 
1
2
5
A
F/
10
0A
T

3
P
 
1
2
5
A
F/
10
0A
T

3
P
 
1
2
5
A
F/
10
0A
T

3
P
 
1
2
5
A
F/
10
0A
T

PV-AC1

3
P
 
2
25
AF

3
P
 
4
00
AF

3
P
 
2
25
AF

3
P
 
2
25
AF

3
P
 
2
25
AF

予
備

予
備

予
備

予
備

MCCB
3P
800AF

F×3

VT×2
440/110V

V

CT×2
1000/5A

A

Tr

3φ6.6kV/440V
500kVA

モールド型

CT×2

PV容量 ：50.4kW

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ：315W

16直列×10並列(160枚)

PV容量 ：50.4kW

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ：315W

16直列×10並列(160枚)

PV容量 ：50.4kW

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ：315W

16直列×10並列(160枚)

PV容量 ：50.4kW

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ：315W

16直列×10並列(160枚)

PV容量 ：50.4kW

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ：315W

16直列×10並列(160枚)

Tr

3φ6.6kV/440V
500kVA

モールド型

I >

CT×2

400V動力

変圧器盤(34)

400V動力変圧器

2次盤(35)

50kVA/50kW
AC3φ3W
440V 60Hz

50kVA/50kW
AC3φ3W
440V 60Hz

50kVA/50kW
AC3φ3W
440V 60Hz

50kVA/50kW
AC3φ3W
440V 60Hz

50kVA/50kW
AC3φ3W
440V 60Hz



１３１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．２１ 太陽電池架台（案） 

 

 （３）単線結線図 

  単線結線図を作成するにあたり、今回の太陽光発電設備の仕様を表－２．７にまとめた。 

 

表－２．７ 太陽光発電設備仕様 

項  目 仕  様 備 考 

太陽電池容量 ３０２．４ｋＷ  

太陽電池仕様 ３００Ｗ／枚 １００８枚 １４直列×７２並列 

パワーコンディショナ（ＰＣＳ） ３００ｋＷ １台 屋内設置 

交流側電源仕様 ３Ｗ３Φ ４４０Ｖ ６０Ｈｚ ＳＳ－２にて接続 

 

  太陽電池モジュール１４枚を直列に接続した太陽電池ストリングを接続箱６台に１２ずつ並

列に接続する。さらに直流集電盤にて集約しＰＣＳに接続する。ＰＣＳからのＡＣ出力（３Ｗ３

Φ ４４０Ｖ ６０Ｈｚ）は既設水処理棟電気室［ＳＳ－２］内４００Ｖ動力変圧器２次盤（３５）

に接続され、構内変圧器を通して高圧連系（３Ｗ３Φ ６６００Ｖ ６０Ｈｚ）する。 
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図－２．２２ 単線結線図 

 

 ３）モジュール毎のメリット・デメリット 

  ①単結晶シリコン型 

    シリコンの原子が規則正しく配列した構造が特徴で、製品の歴史が長く、豊富な実績を持っ

ている。メリットは変換効率が高いことである。デメリットは若干価格が高いことである。 

   しかし、近年材料価格の下落もあり、価格も多結晶シリコン型に近づきつつある。 

  ②多結晶シリコン型 

    単結晶シリコンが多数集まってできている構造が特徴で、製造が容易である。メリットは価

格が安いことである。デメリットは変換効率が単結晶シリコン型に比べ若干低いことである。 

  ③薄膜シリコン型・アモルファスシリコン型 

    シリコン原子が不規則に集まった構造が特徴で、薄くても発電できる。メリットは薄く作れ

るため、材料の大幅な削減が可能なこと、ガラス・フィルム基板上に製造が可能なことである。

デメリットは変換効率が低いことである。 

  ④化合物型・ＣＩＳ系 

    銅（Ｃｕ）インジウム（Ｉｎ）セレン（Ｓｅ）の三つの元素を主成分とすることが特徴で、

シリコンを使用しない。メリットは高温時、影でも発電量が落ちにくいことである。デメリッ

トは結晶系シリコン型と比べて変換効率が若干低いことである。 

  ⑤化合物型・ＧａＡｓ系 

    ガリウム（Ｇａ）とヒ素（Ａｓ）の二つの元素を主成分とすることが特徴で、シリコンを使

用しない。メリットは変換効率が非常に高いことである。デメリットは非常に高価で一般には
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普及していないことである。（主に宇宙用として使用される） 

   上記①～⑤より今回は①単結晶シリコン型を選定した。理由は、設置スペースが限られており 

  有効に使用するため変換効率が高いからである。本項についてまとめたものを表－２．８に示す。 

 

表－２．８ モジュール毎のメリット・デメリット 

Ｎｏ 分類 種類 特 徴 変換効率 コスト 結果 

① 

シリコン 

単結晶 
変換効率が高い 

豊富な使用実績がある 

◎ 

１６～２２％ 
○ ◎ 

② 多結晶 
変換効率は単結晶より低い 

安価 

○ 

１５～２０％ 
◎ ○ 

③ 
薄膜型 

アモルファス 

材料の大幅な削減が可 

フレキシブルなものを製造可 

△ 

７～１２％ 
△ △ 

④ 

化合物 

ＣＩＳ系 
高温、影でも発電量が 

落ちにくい 

○ 

１５～１８％ 
△ △ 

⑤ ＧａＡｓ系 
変換効率が非常に高い 

高価（宇宙用） 

◎ 

２５％以上 
× × 
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６．設置後の維持管理の検討 

 今回の太陽光発電設備の容量は３００ｋＷであるため、電気事業法上「自家用電気工作物」に 

該当する。この場合、維持管理については以下の義務が生じることとなる。 

（１）電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出る

義務。 

（２）電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選

任して届け出る義務。 

（その太陽電池発電設備が高圧以下で連系する出力２，０００ｋＷ未満の場合は、経済産業大

臣又は産業保安監督部長の承認を得て電気主任技術者の業務を外部に委託することもできる。） 

  電気事業法上は①保安規程の届出、②電気主任技術者の選任が必要であり、それぞれ以下に検討 

を行った。 

 

１）保安規程 

  事業用電気工作物は電気工作物の維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて 

届け出る義務がある。今回の設備は唐津市浄水センターに増設する形となるため、既設電気設備の 

保安規定に対し、太陽光発電設備の定期点検の項目を追加して届出することになる。 

太陽光発電協会発行の「太陽光発電システム保守点検ガイドライン（２０１６年１２月２８日制 

定）」内の附属書Ｂに保安規程に記載する定期点検項目の例が記載されており、本項目を保安規程

に追記することが必要と考える。 

表－２．９ 定期点検例（保安規程記載例） 

①日常巡視点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 頻度 点検方法 点検個所、ねらい 

太陽電池アレイ 

１週間 目視 

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、 

発せい（錆） 

接地線接続部 

その他必要事項 

接続箱 

１週間 

目視 

聴覚 

臭覚 

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、 

接地線接続部 

その他必要事項 

パワーコンディショナ 

１週間 

目視 

聴覚 

臭覚 

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、 

過熱、発せい（錆） 

計器の異常、表示札表示などの異常 

接地線接続部 

その他必要事項 
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②定期巡視点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③精密点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 頻度 点検方法 点検個所、ねらい 

太陽電池アレイ 

６ケ月 目視 

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、 

発せい（錆） 

接地線接続部 

その他必要事項 

接続箱 

６ケ月 

目視 

聴覚 

臭覚 

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、 

接地線接続部 

その他必要事項 

パワーコンディショナ 

６ケ月 

目視 

聴覚 

臭覚 

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、 

過熱、発せい（錆） 

計器の異常、表示札表示などの異常 

接地線接続部 

その他必要事項 

項 目 頻度 点検方法 点検個所、ねらい 

太陽電池アレイ 

６ケ月 目視 

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、 

発せい（錆） 

接地線接続部 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

その他必要事項 

接続箱 

６ケ月 

目視 

聴覚 

臭覚 

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、 

接地線接続部 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

その他必要事項 

パワーコンディショナ 

６ケ月 

目視 

聴覚 

臭覚 

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、 

過熱、発せい（錆） 

計器の異常、表示札表示などの異常 

接地線接続部 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

系統連系保護 

装置の特性試験 

単独運転機能確認 

その他必要事項 
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 ２）電気主任技術者 

  電気工作物は電気主任技術者を選任して届け出る義務があるが、今回の設備は唐津市浄水センタ 

ーに増設する形となるため、当該設備の現状の電気主任技術者が合わせて管理することとなる。 

  保安規程を定めたり定期点検項目を決定したりする権限は電気主任技術者にあるため、太陽光 

発電設備を導入する際はよく相談し、保安規定の内容に齟齬の無いようにする必要がある。 

 

 ３）法令以外の維持管理 

  法令以外の維持管理としては、パワーコンディショナ等の機器の定期部品交換がある。メーカに 

よって内容が変わってくるが、あるメーカの一例を下記に示す。 

 

表－２．１０ 定期交換部品例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項 目 交換部品 交換周期 

パワーコンディショナ 冷却ファン １０年 

ヒューズ １０年 

電解コンデンサ １０年 

フィルタコンデンサ １０年 

液晶表示器 １０年 

故障メモリバックアップ用電池  ５年 

継電器類（リレー類） １０年 

制御電源ユニット／制御電源回路 

（プリント基板） 
１０年 
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第３章 全体デザイン構築に係るコストシミュレーション等の調査 

 

１．エネルギー設備導入による中長期的なコストシミュレーション 

  年度ごとに導入予定のエネルギー設備についてメンテナンスコストを算出した。 

事業を 2018 年度に開始してから、導入されていく設備は、下記と仮定し、従来県外専門業者へ依

頼した場合と、地元業者へ依頼した場合とを比較検討した。 

① ２０１８年度導入設備 

   １）消化ガス(下水バイオガス)エンジン発電装置 ２５ｋＷ×４台 

② ２０１９年度導入予定設備 

 １）太陽光発電設備(200kW) 

 ２）ＥＭＳ 

③ ２０２０年度導入予定設備 

 １）熱利用設備 

  ２）近隣需要家を接続する自営線 

 ３）系統連系逆潮流防止盤 

④ ２０２１年度導入予定設備 

 １）消化ガス(下水バイオガス)エンジン発電装置の増設 

２）蓄電池システム 

 

上記計画に対応して導入する各設備、機器のメンテナンス項目および周期を表－３．１に示す。 

 

表－３．１ 各機器に対するメンテナンス項目および周期 

No. 保全項目 員数 周期 

1 蓄電池設備 
蓄電池点検 １式 １年 

系統安定化装置点検（ＰＣＳ） １式 ３年 

2 逆潮流防止盤 

普通点検（設計費含む） １式 １年 

部品交換[タイマー] １式 ７年 

部品交換[ＶＴ、制御ヒューズ] １式 １０年 

部品交換[系統連系保護継電器、ＣＴ、 

    ＶＴ等タイマー] 

１式 １５年 

3 ＶＣＢ 
普通点検 ６台 ６年 

細密点検 ６台 １２年 

4 太陽光発電設備 
普通点検 １式 １年 

細密点検（ＰＣＳ） １式 年 

5 自営線 普通点検 １式 １年 

 

  これらの設備のメンテナンス業務を、佐賀県外のメンテナンス専門業者やメーカに依頼した場合

と、地元の業者、例えば保安協会などに依頼した場合の２ケースについてメンテナンス費用の試

算を行った。尚、金額については、専門業者などからのヒアリングを基に算出した概算値である。 
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１）県外専門業者に依頼した場合(単位：千円) 

   各機器のメンテナンス業務を県外の専門業者やメーカに依頼した場合のメンテナンス費用の

試算結果を表－３．２に示す。 

 

表－３．２ 県外専門業者に依頼した場合のメンテナンス費用 

№ 保全項目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 

1 消化ｶﾞｽ発電設備 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 

2 昇圧変圧器盤 1,300 1,300 2,100 1,300 1,300 2,100 1,370 1,300 

3 太陽光発電設備   570 570 570 570 1,880 570 570 

4 熱利用     570 570 570 570 570 570 

5 逆潮流防止盤     2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

6 ＶＣＢ（逆潮流防止盤）         1,200     1,200 

7 自営線     570 570 570 570 870 570 

8 蓄電池設備       570 570 2,570 570 570 

9 諸経費 195 281 947 912 1,092 1,529 968 1,092 

年度費用合計 5,215 5,871 10,977 10,712 12,092 15,439 11,138 12,092 

 

№ 保全項目 9 年目 10 年目 11 年目 12 年目 13 年目 14 年目 15 年目 合計 

1 消化ｶﾞｽ発電設備 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 55,800 

2 昇圧変圧器盤 1,300 1,330 1,300 2,300 1,300 1,370 3,300 24,270 

3 太陽光発電設備 570 570 5,330 570 570 570 570 14,050 

4 熱利用 570 570 570 570 570 570 570 7,410 

5 逆潮流防止盤 2,570 2,500 2,500 2,530 2,500 2,500 2,500 32,600 

6 ＶＣＢ（逆潮流防止盤）           2,400   4,800 

7 自営線 570 570 570 870 570 570 570 8,010 

8 蓄電池設備 3,170 570 570 6,370 570 570 3,170 19,840 

9 諸経費 1,313 917 1,626 1,982 912 1,283 1,602 16,647 

年度費用合計 13,783 10,747 16,186 18,912 10,712 13,553 16,002 183,427 

 

２）地元業者に依頼した場合(単位：千円) 

  メンテナンス業務を地元業者、例えば保安協会などに依頼した場合のメンテナンス費用の試算結

果を下表に示す。 

 

表－３．３ 地元業者に依頼した場合のメンテナンス費用 

№ 保全項目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 

1 消化ｶﾞｽ発電設備 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 

2 昇圧変圧器盤 500 500 1,000 500 500 1,000 570 500 

3 太陽光発電設備   200 200 200 200 1,510 200 200 
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4 熱利用     200 200 200 200 200 200 

5 逆潮流防止盤     800 800 800 800 800 800 

6 ＶＣＢ（逆潮流防止盤）         1,200     1,200 

7 自営線     200 200 200 200 500 200 

8 蓄電池設備       200 200 2,200 200 200 

9 諸経費 0 0 75 0 180 572 56 180 

年度費用合計 4,220 4,420 6,195 5,820 7,200 10,202 6,246 7,200 

 

№ 保全項目 9 年目 10 年目 11 年目 12 年目 13 年目 14 年目 15 年目 合計 

1 消化ｶﾞｽ発電設備 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 55,800 

2 昇圧変圧器盤 500 530 500 1,500 500 570 2,500 11,670 

3 太陽光発電設備 200 200 4,960 200 200 200 200 8,870 

4 熱利用 200 200 200 200 200 200 200 2,600 

5 逆潮流防止盤 870 800 800 830 800 800 800 10,500 

6 ＶＣＢ（逆潮流防止盤）           2,400   4,800 

7 自営線 200 200 200 500 200 200 200 3,200 

8 蓄電池設備 2,800 200 200 6,000 200 200 2,800 15,400 

9 諸経費 401 5 714 1,070 0 371 690 4,311 

年度費用合計 8,891 5,855 11,294 14,020 5,820 8,661 11,110 117,151 

 

  試算の結果、県外の専門業者にメンテナンス業務を委託した場合、唐津市までの派遣費等が重な

り、高くなってしまう。地元業者に依頼した場合、１５年間合計で６，６２８万円、１年間平均で

４４２万円安くすることができる。 

  次項にて、保守点検業務を行う企業を創出してメンテナンス業務を実施する方法や、地域エネル

ギー会社を創出し、エネルギー供給事業とメンテナンス業務を組み合わせた事業性を評価する。ま

た、今後、メンテナンス業務を委託できる地元業者の選定なども行っていく。 
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２．浄水センターエリア内設備のメンテナンスを行う企業創設の可能性調査 

本調査では、浄水センターエリア内に導入した再エネ設備のメンテナンスを一手に担う新規企業の

創設について、地域エネルギー会社との連携を考慮しながら検討する。 

 

１）検討の考え方 

浄水センターエリア内に導入する再エネ設備のメンテナンスを新会社が担う意義として、①新会社

設立による地域雇用の創出と地域経済活性化への貢献や、②地域エネルギー事業とメンテナンス事業

の連携による相乗効果が挙げられる。 

本検討では、唐津市が新しく導入を予定している再エネ関連設備のメンテナンス事業を、地域の新

会社へ発注する場合と、従来通りの業者へ発注する場合とを比較して、唐津市としてどれほどメリッ

トがあるかの観点で評価する。メンテナンスの充実性と市としてのメリットをバランスさせるポイン

トを模索するという考え方を基に、検討を進めていく。 

図－３．１に、本調査の検討ステップを示す。まず、メンテナンス対象設備毎の事業特性の整理を

行い事業評価の方針を検討した上で、必要データの収集を行い、事業性や地域波及効果をとりまとめ

る。本稿では、STEP１の検討内容について示す。STEP2 の事業性検討および STEP３の地域経済

波及効果については、本章第３項で記載する。 

 

 
図－３．１ 検討ステップ 

 

２）導入設備の保守点検実施体制 

浄水センターエリアに導入する消化ガス発電設備のメンテナンス業務に対する新会社（地域エネル

ギー会社）の関わり方を図―３．２に整理する。同図に示すとおり、①従来体制、②新会社がガスエ

ンジン以外のメンテナンスを受託する場合、③新会社が全て受託する場合の３つに大別できる。 
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図－３．２ 浄水センターエリア導入設備のメンテナンス実施体制 

 ②と③は、新会社が自前で実施する場合と、地域内の専門業者に委託して実施する場合も考えられ

るので、合計５つの委託パターンが考えられる。各メンテナンス体制のメリットとデメリット（課題）

を、表―３．４に示す。新会社がメンテナンス事業に携わることで、地域経済の活性化効果が期待で

きるが、専門技術者の継続雇用を行うための事業採算性の確保が必要となる。 

 

表－３．４ 各メンテナンス体制のメリットとデメリット 

 

 

３）メンテナンス事業の評価方針 

 導入予定の消化ガス発電設備のメンテナンス事業を評価するにあたり、唐津市側の収支および地域

経済波及効果を合わせて検討する。評価方針を図－３．３に示す。 

従来事業者に依頼する場合は、遠隔モニタリングによる適切な設備稼働状況を把握できるものとし

て、２０年間の運用が可能になるものとした。このような契約は、長期間、遠隔モニタリングサービ

スと保守対応をセットとした契約となっており、フルメンテナンス契約と呼ばれている。近年一般化

しつつある契約形態であり、市場の 60%近くはこうした長期メンテナンス契約が占めている17。新会

社が実施する場合は、稼動期間は１５年間となり、別途部品調達費も必要となるが、地域企業が運営

                                                  
17 「ユーティリティシステムにおけるｽﾄｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽの現状と将来展望(2014)」富士経済研究所 
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することにより、地域経済波及効果があるものとして捉えている。 

 

 

図－３．３．導入設備のメンテナンス事業の評価方針 

 

４）各設備の点検項目の確認 

 地域の新会社による導入設備のメンテナンスが、技術的に実施可能かについて判断を行うために、

各設備の点検項目について確認した。 

 

①消化ガス発電設備および付帯設備の点検項目 

 ガスエンジンおよびシロキサン除去装置の定期点検項目は図―３．４のとおりである。エンジンの

潤滑油や各種フィルタの交換、発電機の絶縁抵抗測定や各部品の点検・清掃は、高度な専門性が不要

と考えられるが、エンジン部の点火プラグ交換やエンジン調整についてはメーカの技師ではないと困

難な可能性がある。 

 

図－３．４．導入設備のメンテナンス項目（ガスエンジン・シロキサン除去装置） 
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 一般的なターボ式ブースターの点検項目は図―３．５のとおりである。軸継手の寸法調整やベルト

張力調整が主要項目であるが、メーカ以外の機械技師でも対応可能と考えられる。 

 

 
図－３．５．導入設備のメンテナンス項目（消化ガスブースター）18 

 

②系統連系盤、昇圧変圧器盤、VCB、逆潮流防止盤の点検項目 

系統連系盤、昇圧変圧器盤、VCB、逆潮流防止盤の点検項目は図―３．６のとおりである。有資格

の電気技師であれば対応可能であると考えられる。 

 

 
図－３．６．導入設備のメンテナンス項目（系統連系盤、昇圧変圧器、VCB） 

 

③太陽光発電設備の点検項目 
                                                  
18 ニシダ工業㈱HP、国土技術政策研究所公開情報を元に作成 

系統連系盤 
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太陽光発電設備の点検項目は図―３．７のとおりである。太陽光発電設備についても、目視や測定

点検であるため、有資格の電気技師であれば対応可能であると考えられる。 

 
図－３．７．導入設備のメンテナンス項目（太陽光発電設備） 

 

④自営線の点検項目 

 自営線（電力ケーブル）のメンテナンス項目は表―３．５に示すとおりである。 

表－３．５ 電力ケーブルのメンテナンス項目例19 

 

以上を踏まえて、新会社による浄水センターエリア導入設備のメンテナンス実施可能性について、

                                                  
19 （一社）日本電力ケーブル接続技術協会 検討資料、（公財）日本電気技術者協会 ー 地中電線路

（電力ケーブル）保守管理の要点（2007）を元に作成 
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表―３．６に整理した。浄水センター内に新設する設備のメンテナンス事業は消化ガス発電設備とそ

の他設備に大別できる。消化ガス発電設備については、電気分野だけでなく、回転機械に詳しいエン

ジニアの雇用が必要となる。メーカ出身の技師や、メーカが実施する研修を受講することで、精密な

エンジン周りのメンテナンスも実施できるものと考えられる。その他の設備については、ガスエンジ

ン設備ほど複雑なものではないと考えられるので、専門の電気技師を雇用すれば新会社で対応できる

可能性が高い。 

 

表－３．６ 新会社のメンテナンス実施可能性 

 
 

  

系統連系盤、
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３．保守点検事業の事業性評価および地域経済活性化効果の検討 

 本項目では、図―３．１で示した検討 STEP2 のメンテナンス事業の事業性検討および、地域経済

波及効果の検討を行う。その上で、図―３．３で示した考え方に基づいて、従来の事業者に委託する

場合と、地域の新会社に委託する場合、どちらが唐津市にとってメリットがあるかについて検討を行

う。図―３．８に示す順に検討結果を記載する。 

 

 
図－３．８．本項の構成 

 

１）メンテナンスコストの算出 

①検討のパターン 

メンテナンスコストおよび事業性検討を行うにあたって、図―３．９の３つの発注パターンを想定

した。パターン①は、消化ガス発電設備は、メーカ推奨のフルメンテナンス契約を利用し、その他設

備に対しては、新会社に委託するパターンである。パターン②は、消化ガス発電設備のスポット点検

および定期点検はメーカー（もしくは従来業者）に委託し、日常点検およびその他設備を新会社に委

託するパターン。パターン③は、消化ガス発電設備のメンテナンスも含め、全て新会社が担う場合で

ある。 

また、それぞれのパターンにおいて、メンテナンス事業の規模拡大のために、浄水センターエリア

外で事業を実施した場合の検討を加えた。浄水センターエリア外において、ガスエンジンのメンテナ

ンスのみを対象に事業展開した場合（A）、太陽光発電設備のみを対象に事業展開した場合（B）、両

方を対象に事業展開した場合（C）の３パターンを検討した。 

 

 

図－３．９．メンテナンスコスト算出における検討パターン分け 

 

３．１．メンテナンスコストの算出

３．２．新会社（メンテナンス事業）の事業性検討

３．３．地域経済波及効果の算出

３．４．新会社に委託した場合の唐津市のメリット評価
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②コストの設定条件 

 新会社のメンテナンスコストの設定条件について記載する。 

 

ⅰ．消化ガスエンジンメンテナンス費用 

 新会社が消化ガスエンジンのメンテナンスを実施した場合のコストの算出について、以下の２とお

りのアプローチで検討を行った。 

 A) メーカ部品供給価格を元に積み上げ算出 

 B）ガスエンジン設備を自前でメンテナンスしている企業のヒアリングに基づいて算出 

 

 アプローチ A）では、検討を進めるうえで有意義な情報の取得が困難であったため、アプローチ B）

に基づいて実施した検討結果について記す。 

 ヒアリングの実施対象は、ガスエンジンで駆動するガスヒートポンプ（GHP）を自前で運用して

いる企業とした。本検討では、「GHP と同様に、消化ガス発電設備もメーカ関係者以外でもメンテナ

ンス可能である。」ことと、「消化ガス発電設備のメンテナンスコスト構造が GHP と類似している。」

ことを前提としている。GHP における、フルメンテナンス契約の場合とスポット点検の場合の発注

費の違いを図―３．１０に示す。 

 同図に示すとおり、フルメンテナンス契約とスポット契約を比較した場合、年数比較ではスポット

契約の価格が 20%強安くなるが、年間 3000 時間の稼動を想定した場合は同等であった。また、会社

によってスポット契約価格も大きく異なることが判明した。ヒアリングによると、保守業者 X と保

守業者 Y 社では、同じスポット契約でも、フルメンテナンス契約の価格を 100%とした場合、年数比

較で約 40%、時間比較で約 50%の価格差が生じた。 

 これを踏まえ、各パターンにおける、新会社に消化ガス発電設備のメンテナンスを委託した場合の

唐津市の年間費用を表―３．７に示す。なお、図―３．１０を踏まえ、新会社は従来企業のフルメン

テナンス契約の 20%引きの価格でメンテナンスを実施するものとした。 

 

 
図－３．１０．契約形態によるガスエンジン設備のメンテナンス費用の違い 
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表－３．７ 各パターンにおける新会社へ支払うメンテナンス代金設定 

 

ⅱ．その他設備のメンテナンス費用 

新会社が消化ガスエンジン以外の設備（太陽光発電設備、系統連系盤等、自営線）のメンテナンス

を実施した場合の唐津市の支払い費用は、表―３．３に示した、地元企業に依頼した場合の数値を用

いて算出した。 

 

③各パターンにおける唐津市のメンテナンスコスト算定結果 

本設定における、唐津市の支払うメンテナンスコストの算定結果を表―３．８に示す。 

千円：税抜き

①ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ ②周辺機器
（ｼﾛｷｻﾝ除去装置等）

③合計
（②＋③）

④割引後

①フルメンテナンス契約（BASE CASE) 3,720 0 0 0 0
②スポット点検を従来企業に依頼 2,577 781 362 1,143 915
③全て新会社で対応 0 3,358 362 3,720 2,976

新会社が実施する際の割引率 20%

パターン
新会社へ⽀払うメンテナンス代⾦従来業者へ⽀払う

メンテナンス代⾦
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２）．新会社の事業性検討 

 設定したメンテナンスコストを元に、新会社の事業性検討を実施する。 

 

①事業性検討の考え方 

ⅰ．収支計算の考え方 

新会社の事業収支を算定するにあたっての考え方は図―３．１１のとおりである。同図中の①本事

業検討対象設備の売上(浄水センターエリア内)については、前項の表―３．８で算定した。新会社の

支出（②）として、メンテナンスを行う際の部品・消耗品費、人件費、その他経費が考えられる。①

と②の差分から経常利益を算出し、経常利益がマイナスとなる場合は、損益分岐点計算により、損益

分岐点売上高を達成するために必要な業務規模（浄水センターエリア外で実施するべき事業規模）を

概算した。 

 

 
図－３．１１．収支計算の考え方 

 

ⅱ．支出項目の設定 

 各メンテナンス業務のコスト構造を図―３．１２のように仮定した。消化ガス発電設備は GHP の

費用構造を参考としている。部品交換や消耗品の利用が多いため、売上の約５７％を部品・消耗品費

が占めると仮定している。その他の太陽光発電設備、各電気盤、自営線等の普通点検については、目

視や計測であるため、部品費は１０％と仮定した。一般的に、人件費、交通費が多く占める構造であ

る。 

 次に、メンテナンスを実施するうえで必要な計測器等の設備費を表―３．９に示す。計測器等をそ

ろえるために必要な初期投資額は約２３０万円と仮定した。４年の定額償却として考える。その他、

車両費用として１００万円（５年の定額で償却）、オフィス賃貸費として月１０万円、その他管理費

として、売上の３％を仮定した。 
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図－３．１２．各メンテナンス業務のコスト構造の仮定 

 

表－３．９ メンテナンスに必要な計測器等 

 
 

②事業収支算定結果 

 ⅰ．メンテナンス事業の収支計算結果 

 上記で設定した条件をもとに、浄水センターエリア内に導入した再エネ関連設備のメンテナンス事

業を、新会社が実施した際の、各発注パターンにおける１５年間の収支計算結果を表―３．１０に示

す。３パターンにおける売上は、消化ガス発電設備と、その他設備のメンテナンス売上、および、諸

経費として項目を分類している。３つのパターンとも、その他設備および諸経費の売上項目は同じで

ある。従って、消化ガス発電設備のメンテナンスによる売上の違いが各パターンにおける収益性の違

いに表れることになるが、新会社の受託範囲（受託なし、日常点検のみ、全部点検）が広がるほど、

収益性が大きくなる。そのため、パターン③の全て新会社で対応する場合の算定結果が、 も新会社

の収益性が大きくなるが、１２年目を除き、経常利益は赤字となってしまう。 



１５２ 
 

 これは、浄水センターエリア内の設備のみの売上では、支出を賄えないことを意味しており、想定

した人件費（９００万円/年）の雇用を続けるためには、浄水センターエリア以外の市内の設備を対

象とするなど、事業規模を拡大する必要がある。 

 

表－３．１０ 各パターンにおける１５年間の収支 

 
 

 ⅱ．事業性が成り立つ事業規模の検討 

 そこで、損益分岐点売上高を達成するためには、新会社が浄水センターエリア外でどれだけの設

備をメンテナンスすればよいかの概算を行った。図―３．９で示したとおり、それぞれのパターンに

おいて、浄水センターエリア外でガスエンジンのメンテナンスのみを対象に事業展開した場合（A）、

太陽光発電設備のみを対象に事業展開した場合（B）、両方を対象に事業展開した場合（C）の３パタ

ーンを検討した。パターン C については、浄水センターエリア外の売上のうち、２０％をガスエン

ジンのメンテナンス売上、８０％を太陽光発電設備のメンテナンス売上と仮定した。また、算定にお

いて利用した単年度収支は、１５年間の収支算定結果の各勘定項目の平均値を用いている。減価償却

費については、初年度の数値を用いた。 

算定した収支結果を表―３．１１、表―３．１２に示す。また、算定結果のうち、「パターン③：

全て新会社が担う場合」における損益分岐点計算のグラフを図―３．１３に示す。同図に示すとおり、

①消化ガス発電設備のフルメンテナンス契約 千円
Yr.1 Yr.2 Yr.3 Yr.4 Yr.5 Yr.6 Yr.7 Yr.8 Yr.9 Yr.10 Yr.11 Yr.12 Yr.13 Yr.14 Yr.15

売上 消化ガス発電設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他設備 500 700 2,400 2,100 3,300 5,910 2,470 3,300 4,770 2,130 6,860 9,230 2,100 4,570 6,700
諸経費 75 105 360 315 495 887 371 495 716 320 1,029 1,385 315 686 1,005

575 805 2,760 2,415 3,795 6,797 2,841 3,795 5,486 2,450 7,889 10,615 2,415 5,256 7,705
⽀出 部品・消耗品費 50 70 240 210 330 591 247 330 477 213 686 923 210 457 670

⼈件費 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
オフィス代 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
減価償却費 710 710 710 710 460
その他⽀出 17 24 83 72 114 204 85 114 165 73 237 318 72 158 231

10,977 11,004 11,233 11,192 11,104 10,995 10,532 10,644 10,842 10,486 11,123 11,441 10,482 10,815 11,101
経常利益 -10,402 -10,199 -8,473 -8,777 -7,309 -4,198 -7,692 -6,849 -5,356 -8,037 -3,234 -827 -8,067 -5,559 -3,396

②消⽕ガス発電設備のスポット点検を従来企業に依頼 千円
Yr.1 Yr.2 Yr.3 Yr.4 Yr.5 Yr.6 Yr.7 Yr.8 Yr.9 Yr.10 Yr.11 Yr.12 Yr.13 Yr.14 Yr.15

売上 消化ガス発電設備 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915
その他設備 500 700 2,400 2,100 3,300 5,910 2,470 3,300 4,770 2,130 6,860 9,230 2,100 4,570 6,700
諸経費 75 105 360 315 495 887 371 495 716 320 1,029 1,385 315 686 1,005

1,490 1,720 3,675 3,330 4,710 7,711 3,755 4,710 6,400 3,364 8,804 11,529 3,330 6,170 8,620
⽀出 部品・消耗品費 571 591 761 731 851 1,112 768 851 998 734 1,207 1,444 731 978 1,191

⼈件費 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
オフィス代 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
減価償却費 710 710 710 710 460
その他⽀出 45 52 110 100 141 231 113 141 192 101 264 346 100 185 259

11,525 11,552 11,781 11,740 11,652 11,543 11,080 11,192 11,390 11,034 11,671 11,989 11,030 11,363 11,649
経常利益 -10,035 -9,832 -8,106 -8,411 -6,942 -3,832 -7,325 -6,482 -4,989 -7,670 -2,867 -460 -7,701 -5,192 -3,029

③全て新会社で対応 千円
Yr.1 Yr.2 Yr.3 Yr.4 Yr.5 Yr.6 Yr.7 Yr.8 Yr.9 Yr.10 Yr.11 Yr.12 Yr.13 Yr.14 Yr.15

売上 消化ガス発電設備 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976
その他設備 500 700 2,400 2,100 3,300 5,910 2,470 3,300 4,770 2,130 6,860 9,230 2,100 4,570 6,700
諸経費 75 105 360 315 495 887 371 495 716 320 1,029 1,385 315 686 1,005

3,551 3,781 5,736 5,391 6,771 9,773 5,817 6,771 8,462 5,426 10,865 13,591 5,391 8,232 10,681
⽀出 部品・消耗品費 1,743 1,763 1,933 1,903 2,023 2,284 1,940 2,023 2,170 1,906 2,379 2,616 1,903 2,150 2,363

⼈件費 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
オフィス代 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
減価償却費 710 710 710 710 460
その他⽀出 107 113 172 162 203 293 174 203 254 163 326 408 162 247 320

12,760 12,787 13,015 12,975 12,886 12,778 12,315 12,426 12,624 12,269 12,905 13,224 12,265 12,597 12,884
経常利益 -9,209 -9,006 -7,279 -7,584 -6,115 -3,005 -6,498 -5,655 -4,163 -6,844 -2,040 366 -6,874 -4,366 -2,203

項⽬

項⽬

項⽬
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浄水センターエリア外で、ガスエンジン設備のみを対象にメンテナンス事業を展開した場合、損益分

岐点売上は、図―３．１３上の a 点の１４，６０１千円となり、必要なガスエンジン設備の台数は、

２０台である。一方、太陽光発電設備のみを対象にメンテナンス事業を展開した場合は、同図の b

点が損益分岐点となり、損益分岐点売上高は６，７３０千円、太陽光出力は３，３６５ｋW必要とな

る。図―３．１２に示したとおり、ガスエンジン設備のメンテナンスの変動費（部品調達費）は、そ

の他設備の変動費よりも大きいため、太陽光発電設備のメンテナンス事業に特化した方が、損益分岐

点売上高が小さくなる。 

 

表－３．１１ 損益分岐点売上達成に必要な浄水センターエリア外の事業規模算定 

 

 

表－３．１２ 損益分岐点売上達成に必要な浄水センターエリア外の設備規模 

 
 

 

Ａ：ガスエ
ンジンのみ
を対象

Ｂ：太陽光
のみを対象

Ｃ：ガスエ
ンジンと太
陽光を対象

Ａ：ガスエ
ンジンのみ
を対象

Ｂ：太陽光
のみを対象

Ｃ：ガスエ
ンジンと太
陽光を対象

Ａ：ガスエ
ンジンのみ
を対象

Ｂ：太陽光
のみを対象

Ｃ：ガスエ
ンジンと太
陽光を対象

売上 浄⽔センター内設備からの売上

消化ガス発電設備 0 0 0 915 915 915 2,976 2,976 2,976
それ以外の設備合計 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803
諸経費 570 570 570 570 570 570 570 570 570

その他エリア（ガス発電） 17,577 0 1,816 16,662 0 1,722 14,601 0 1,509
その他エリア（PV） 0 8,102 7,265 0 7,680 6,886 0 6,730 6,035

21,950 12,475 13,454 21,950 12,968 13,896 21,950 14,079 14,892
⽀出 部品・消耗品費 10,382 1,190 2,140 10,382 1,669 2,569 10,382 2,747 3,535

⼈件費 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
オフィス代 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
減価償却費 710 710 710 710 710 710 710 710 710
その他⽀出 659 374 404 659 389 417 659 422 447

21,950 12,475 13,454 21,950 12,968 13,896 21,950 14,079 14,892
経常利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

③全て新会社が担う場合
②：スポット点検を業者委託

⽇常点検を新会社
①：フルメンテナンス契約

ガス発電以外を新会社に委託
項⽬

浄⽔センターエリア外における
メンテナンス対象設備

項⽬

浄⽔センターエリア外にお
けるメンテナンス対象設備
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のみを対象
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陽光を対象

Ａ：ガスエ
ンジンのみ
を対象

Ｂ：太陽光
のみを対象

Ｃ：ガスエ
ンジンと太
陽光を対象

Ａ：ガスエ
ンジンのみ
を対象

Ｂ：太陽光
のみを対象

Ｃ：ガスエ
ンジンと太
陽光を対象

必要なガスエンジン台数 24 0 2 22 0 2 20 0 2

必要な太陽光発電規模（kW 0 4,051 3,632 0 3,840 3,443 0 3,365 3,017

①：フルメンテナンス契約 ②：スポット点検を業者委託 ③全て新会社が担う場合
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図－３．１３．損益分岐点グラフ（パターン③） 

 

ⅲ．地域エネルギー会社がメンテナンス事業を実施することによる事業性改善の考え方 

 前項では、メンテナンス事業を行う新会社の収益性を確保するために、浄水センターエリア内に事

業展開するという前提で検討を行った。しかし、浄水センターエリア外の設備を対象にメンテナンス

を実施し、損益分岐点を到達する事業規模となったとしても、メンテナンス業務は定期的に行うため、

従業員の稼動率は低いと想定される。メンテナンス事業を地域エネルギー会社の付帯サービスとして

位置づけ、メンテナンス技師が、日常的には地域エネルギー会社の事務作業や営業活動を行う等、マ

ルチな業務を行う人員と捉えれば、両事業の収益性が改善され、事業性が高まるものと考えられる（図

―３．１４）。 

 

 

図－３．１４．地域エネルギー会社の付帯サービスとしてメンテナンスを行うメリット 
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 そこで、地域エネルギー会社が付帯サービスとして浄水センターエリア内のメンテナンス事業を行

うものとして、メンテナンス事業の人件費やオフィス代を地域エネルギー会社の電力小売事業の支出

として考えた場合の１５年間の収支を表―３．１３に示す。支出項目としては、初期投資と部品調達

費、その他支出（諸経費）のみであるため、地域エネルギー会社の社員が付帯事業として実施できれ

ば、地域エネルギー会社の売上増加につなげることができる。 

 

表－３．１３ 各パターンにおける１５年間の収支（人件費・オフィス代除く） 

 

 

３）地域経済波及効果の算出 

 本項では、メンテナンス事業の地域経済波及効果を、地域経済付加価値の考え方に基づいて定量化

を行い、唐津市にとって、新会社にメンテナンス事業を委託した場合のメリットについて評価する。 

 

①地域経済付加価値の考え方 

 地域経済付加価値とは、地域の利益（地域の購買力向上分）を表しており、ドイツの自治体で広く

活用されている手法である。地域経済付加価値は、当該事業を実施による「地域在住の従業員の可処

分所得」＋「地方税」＋「地域事業者純利益」で算出される。地域経済付加価値の考え方のイメージ

を図―３．１５に示す。 

 

 

 

①消化ガス発電設備のフルメンテナンス契約 千円
Yr.1 Yr.2 Yr.3 Yr.4 Yr.5 Yr.6 Yr.7 Yr.8 Yr.9 Yr.10 Yr.11 Yr.12 Yr.13 Yr.14 Yr.15

売上 消化ガス発電設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他設備 500 700 2,400 2,100 3,300 5,910 2,470 3,300 4,770 2,130 6,860 9,230 2,100 4,570 6,700
諸経費 75 105 360 315 495 887 371 495 716 320 1,029 1,385 315 686 1,005

575 805 2,760 2,415 3,795 6,797 2,841 3,795 5,486 2,450 7,889 10,615 2,415 5,256 7,705
⽀出 部品・消耗品費 50 70 240 210 330 591 247 330 477 213 686 923 210 457 670

減価償却費 710 710 710 710 460
その他⽀出 17 24 83 72 114 204 85 114 165 73 237 318 72 158 231

777 804 1,033 992 904 795 332 444 642 286 923 1,241 282 615 901
経常利益 -202 1 1,727 1,423 2,891 6,002 2,508 3,351 4,844 2,163 6,966 9,373 2,133 4,641 6,804

②消⽕ガス発電設備のスポット点検を従来企業に依頼 千円
Yr.1 Yr.2 Yr.3 Yr.4 Yr.5 Yr.6 Yr.7 Yr.8 Yr.9 Yr.10 Yr.11 Yr.12 Yr.13 Yr.14 Yr.15

売上 消化ガス発電設備 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915
その他設備 500 700 2,400 2,100 3,300 5,910 2,470 3,300 4,770 2,130 6,860 9,230 2,100 4,570 6,700
諸経費 75 105 360 315 495 887 371 495 716 320 1,029 1,385 315 686 1,005

1,490 1,720 3,675 3,330 4,710 7,711 3,755 4,710 6,400 3,364 8,804 11,529 3,330 6,170 8,620
⽀出 部品・消耗品費 571 591 761 731 851 1,112 768 851 998 734 1,207 1,444 731 978 1,191

減価償却費 710 710 710 710 460
その他⽀出 45 52 110 100 141 231 113 141 192 101 264 346 100 185 259

1,325 1,352 1,581 1,540 1,452 1,343 880 992 1,190 834 1,471 1,789 830 1,163 1,449
経常利益 165 368 2,094 1,789 3,258 6,368 2,875 3,718 5,211 2,530 7,333 9,740 2,499 5,008 7,171

③全て新会社で対応 千円
Yr.1 Yr.2 Yr.3 Yr.4 Yr.5 Yr.6 Yr.7 Yr.8 Yr.9 Yr.10 Yr.11 Yr.12 Yr.13 Yr.14 Yr.15

売上 消化ガス発電設備 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976
その他設備 500 700 2,400 2,100 3,300 5,910 2,470 3,300 4,770 2,130 6,860 9,230 2,100 4,570 6,700
諸経費 75 105 360 315 495 887 371 495 716 320 1,029 1,385 315 686 1,005

3,551 3,781 5,736 5,391 6,771 9,773 5,817 6,771 8,462 5,426 10,865 13,591 5,391 8,232 10,681
⽀出 部品・消耗品費 1,743 1,763 1,933 1,903 2,023 2,284 1,940 2,023 2,170 1,906 2,379 2,616 1,903 2,150 2,363

減価償却費 710 710 710 710 460
その他⽀出 107 113 172 162 203 293 174 203 254 163 326 408 162 247 320

2,560 2,587 2,815 2,775 2,686 2,578 2,115 2,226 2,424 2,069 2,705 3,024 2,065 2,397 2,684
経常利益 991 1,194 2,921 2,616 4,085 7,195 3,702 4,545 6,037 3,356 8,160 10,566 3,326 5,834 7,997

項⽬

項⽬

項⽬
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図－３．１５．地域経済付加価値の考え方 

 

 

②メンテナンス事業の地域経済付加価値の考え方 

 地域経済付加価値分析の考え方を用いて、地域エネルギー会社が、電力小売事業と浄水センターエ

リア内に新たに導入する設備のメンテナンスを全て担った場合の地域経済活性化効果の算定を試み

る。算定にあたって、メンテナンス事業における部品調達先は、地域外企業と仮定した。また、その

他支出（諸経費）についても、支出による付加価値効果はないものする。なお、既述のとおり、人件

費やオフィス代は、地域エネルギー会社のリソースを活用する前提とするため、メンテナンス事業に

よる従業員の可処分所得や、オフィス代による支出効果は発生しないものとする。 

 

③メンテナンス事業による地域経済付加価値の算定結果 

 浄水センターエリア内に導入する設備を全て地域エネルギー会社がメンテナンスした場合の、地域

経済付加価値の算定結果を表―３．１４に示す。同表に示すとおり、１５年目には、唐津市に約６９

０万円の地域経済付加価値を生んでいる結果となった。定期点検の発生により、年によって金額に変

動があるため、１５年の平均的な収支も計算している。平均的な年間売上は７３５万円であり、地域

経済波及効果の平均値は、年間３７５万円となる。 
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表－３．１４ 地域経済付加価値の算出結果（パターン③） 

 

 

４）新会社に委託した場合の唐津市のメリットの評価 

 本項では、消化ガス発電設備のメンテナンスを従来の企業に委託した場合と、地域エネルギー会社

に委託した場合の唐津市のメリットを評価する。検討の考え方は、図―３．３で示したとおりである。

まず、前項の考えに則り、消化ガス発電設備のメンテナンス事業を実施した場合の、唐津市の地域経

済付加価値の算定結果を表―３．１５に示す。消化ガス発電設備のメンテナンスを地域エネルギー会

社が実施することで、年平均約９０万円の地域経済付加価値が発生するといえる。また、毎年のメン

テナンス費用は従来企業が実施した場合は３７２万円であるが、地域エネルギー会社が実施した場合

は２９７．６万円と仮定すると、毎年７４．４万円の支出抑制効果が発生する。これらの数値の１５

年分を合計すると、２，４８１万円となり、消化ガス発電設備を地域エネルギー会社がメンテナンス

をすることによる唐津市の経済付加価値効果となる。 

 

表－３．１５ 地域経済付加価値の算出結果（パターン③：消化ガス発電設備のみ） 

 

③全て新会社で対応 千円
Yr.1 Yr.2 Yr.3 Yr.4 Yr.5 Yr.6 Yr.7 Yr.8 Yr.9 Yr.10 Yr.11 Yr.12 Yr.13 Yr.14 Yr.15 平均値

売上 消化ガス発電設備 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976
その他設備 500 700 2,400 2,100 3,300 5,910 2,470 3,300 4,770 2,130 6,860 9,230 2,100 4,570 6,700 3,803
諸経費 75 105 360 315 495 887 371 495 716 320 1,029 1,385 315 686 1,005 570

3,551 3,781 5,736 5,391 6,771 9,773 5,817 6,771 8,462 5,426 10,865 13,591 5,391 8,232 10,681 7,349
⽀出 部品・消耗品費 1,743 1,763 1,933 1,903 2,023 2,284 1,940 2,023 2,170 1,906 2,379 2,616 1,903 2,150 2,363 2,074

減価償却費 710 710 710 710 460 710
その他⽀出 107 113 172 162 203 293 174 203 254 163 326 408 162 247 320 220

2,560 2,587 2,815 2,775 2,686 2,578 2,115 2,226 2,424 2,069 2,705 3,024 2,065 2,397 2,684 3,004
経常利益 991 1,194 2,921 2,616 4,085 7,195 3,702 4,545 6,037 3,356 8,160 10,566 3,326 5,834 7,997 4,345
法⼈税等合計 148 180 441 395 617 1,087 559 687 912 507 1,233 1,597 503 882 1,209 657
当期純利益 843 1,014 2,479 2,221 3,467 6,108 3,142 3,858 5,125 2,849 6,926 8,969 2,823 4,952 6,789 3,688

地域経済波及効果 858 1,033 2,526 2,262 3,532 6,222 3,201 3,930 5,221 2,903 7,057 9,138 2,876 5,046 6,916 3,758
 地域内従業員の可処分所得 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 本事業の純利益 843 1,014 2,479 2,221 3,467 6,108 3,142 3,858 5,125 2,849 6,926 8,969 2,823 4,952 6,789 3,688
 本事業によって⽣じる地⽅税 15 19 47 42 65 115 59 73 96 54 130 169 53 93 128 69
 ⽀出による付加価値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

項⽬

③全て新会社で対応(消化ガス発電設備のみ) 千円
Yr.1 Yr.2 Yr.3 Yr.4 Yr.5 Yr.6 Yr.7 Yr.8 Yr.9 Yr.10 Yr.11 Yr.12 Yr.13 Yr.14 Yr.15 平均値

売上 消化ガス発電設備 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976
その他設備 500 700 2,400 2,100 3,300 5,910 2,470 3,300 4,770 2,130 6,860 9,230 2,100 4,570 6,700 3,803
諸経費 75 105 360 315 495 887 371 495 716 320 1,029 1,385 315 686 1,005 570

2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976 2,976
⽀出 部品・消耗品費 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693

減価償却費 595 559 368 392 202 141
その他⽀出 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

2,378 2,341 2,151 2,175 1,985 1,783 1,783 1,783 1,783 1,783 1,783 1,783 1,783 1,783 1,783 1,924
経常利益 598 635 825 801 991 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 1,052
法⼈税等合計 90 96 125 121 150 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 159
当期純利益 509 539 700 680 841 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 893

地域経済波及効果 518 549 713 693 857 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 910
 地域内従業員の可処分所得 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 本事業の純利益 509 539 700 680 841 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 893
 本事業によって⽣じる地⽅税 9 10 13 13 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17
 ⽀出による付加価値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

項⽬
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図－３．３で示したように、仮に、従来事業者がメンテナンスを実施した場合、１５年ではなく２０

年間設備を稼動させることができるとするならば、その経済効果は、図―３．１６で示すように、５

年分の電気料金の削減分から運営管理費を差し引いた、２，５２５万円となる。これは、地域エネル

ギー会社が１５年間メンテナンスをすることによる地域経済効果よりも大きくなることから、今回の

前提条件では、ガスエンジン設備のメンテナンスは、２０年間のフルメンテナンス契約の方が、唐津

市にとって経済的であるという結果になった。ただし、地域エネルギー会社がメンテナンスを実施す

る場合において、１６年目以降もガスエンジン設備が問題なく稼動できる場合は、地域エネルギー会

社に委託するほうが、地域経済付加価値、運営管理費削減による経済メリットが大きいといえる。 

 

 
図－３．１６．ガス発電設備のメンテナンスを地域エネルギー会社が担った場合の唐津市のメリット 
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４．地域エネルギー会社を創出した場合の運営についてのコスト体制の整理、シミュレーション 

 

 本節では、地域エネルギー会社の事業性シミュレーションを実施することで、事業実施に必要なコ

ストの把握を行った。 

 

１）シミュレーションの前提条件 

①需要家および電力調達先 

唐津市地域エネルギー会社が、唐津市内の公共施設を対象に電力小売事業を実施する際の、シミュ

レーションを実施する（図－３．１８）。唐津市公共施設５４施設を対象にシミュレーションを実施

した。契約電力の合計は約９，６４５ｋW、消費電力量の合計は約１２９万ｋWh となる。 

 

 

図－３．１７．算定に用いる電力小売事業の検討範囲 

 

 

図－３．１８．シミュレーションで用いる電力需要データ 
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本シミュレーションでは、平成２９年度唐津市地域エネルギー創出事業の調査結果に基づいて、地

域内の電源として、太陽光発電と風力発電（FIT 価格・相対契約）を想定している。電源区分および

想定している電力調達量の想定量を、図―３．１９に示す。 

 

 
図－３．１９． 供給電源の想定 

 

②需給調整方法の設定 

 電力小売事業を実施する際に、電力の需要量と供給量を調整する必要がある。本件等では、自社で

システムを保有するパターン（①）と、バランシンググループに参加するパターンで検討を行った。

バランシングループについては、契約容量による課金型（②）と、電力量による従量課金型（③）の

2 種類について検討を行い、合計３パターンについて、電力小売事業のコストがどのように変わるか、

検討を実施した（図―３．２０）。 

 

 

図－３．２０． 需給調整方法に関する検討パターン 

 

③その他設定条件 
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以下のような設定のもと、24 時間 365 日、30 分単位での需給シミュレーションを実施し、事業性

を検討する。 

 

 託送料金の設定は、九州電力の標準料金を設定 

 料金設定は、九州電力の 2018 年度料金設定から 3%引きで設定した。 

 燃料調整費は、楽観的な事業評価にならないように、小売電気事業者にとって不利になるよ

うな数値(-2.68 円)を設定している。同数値は、他地域における過去の燃料調整費の中で比

較的マイナスが大きくなった値を活用している。 

 需給管理は、上述した３パターンごとの値を入力する。 

 その他、事業運営に必要な各種費用について表－３．１６のような前提を設定。 

 

表－３．１６ 事業性シミュレーションのパラメータ 

 

 
 

２）算定結果 

 各パターンにおける単年度収支の算定結果と、資金需要の算定結果を表－３．１７から表－３．２

２に示す。
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実
施
す

る
た
め
に
必

要
な

資
金

調

達
額
は
約
４
，
５
０
０
万
円
程
度
で
あ
る
。
な
お
、
入
出
金
合
計
に
お
い
て
、
各
月
の
合
計
が
マ
イ
ナ
ス

(キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト

)と
な
る
金
額
の
年
間
累
計
金
額
を
、
運
転
資
金
と

し
て
必
要
な
金
額
と
し
て
い
る
。

 

 

表
－
３
．
１
８
 
算
定
結
果
①
 
需
給
管
理
を
自
前
で
行
う
場
合

の
資
金
需
要
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 次
に
、
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
ル
ー
プ
（

kW
課
金
型
）
に
参
加
し
た
場
合
の
単
年
度
収
支
を
表
－
３
．
１
９
に
示
す
。
こ
の
場
合
の
営
業
利
益
は
約
３
，
９
８
７
万
円
、
営
業

利

益
率
１
３
．
９

%
と
試
算
さ
れ
た
。

 

表
－
３
．
１
９
 
算
定
結
果
②
 
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
ル
ー
プ
（

kW
課
金
型
）
に
加
入
す
る
場
合
の
単
年
度
収
支
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パ
タ

ー
ン

②
に

お
け

る
、

事
業

立
上

に
伴

い
必

要
と

な
る

資
金

需
要

に
つ

い
て

試
算

し
た

結
果

を
表

－
３

．
２

０
に

示
す

。
本

設
定

に
基

づ
い

て
、

電
力

小
売

事
業

を
実

施
す

る
た
め
に
必
要
な
資
金
調
達
額
は
約
４
，
０
０
０
万
円
程
度
で
あ
る
。
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２
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定
結
果
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バ
ラ
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ン
グ
ル
ー
プ
（
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課
金
型
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に
加
入
す
る
場
合
の
資
金
需
要
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パ
タ
ー
ン
③
に

お
け
る
、
事
業
立
上
に
伴
い
必
要
と
な
る
資
金
需
要
に
つ
い
て
試
算
し
た
結
果
を
表
－
３
．
２
２

に
示
す
。
本
設
定
に
基
づ
い
て
、
電
力
小
売
事
業
を

実
施
す
る

た
め
に
必
要
な
資
金
調
達
額
は
約
３
，
８
０
０
万
円
程
度
で
あ
る
。
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合
の
資
金
需
要

 



１６８ 
 

 ３つのパターンの単年度収支を整理した結果を表－３．２３に示す。BG1 は kW 課金型、BG2 はｋWh

課金型のバランシンググループに加入した場合を表している。 

 本設定においては、需給管理を自前で実施した場合、需給管理システム料金がバランシンググルー

プ会員費用よりも高く、需給管理用の人員も２人多いことから、営業利益率および当期純利益は も

低い１０％、３％となった。バランシングループへ参画するパターンでは、今回の単価設定では、ｋ

Wh 課金型の方が、収益性がよくなる結果となり、営業利益率は１５％、当期純利益は７％となった。

今回想定した需要化は負荷率の低い公共施設であることから、容量（ｋW）課金ではなく、電力量（ｋ

Wｈ）課金の方が費用を抑えられる結果となったと考えられる。 

  

表－３．２３ 単年度収支と運転資金の算定結果比較 

 
 

３）事業リスクの分析 

 続いて、地域エネルギー会社が電力小売事業を実施するうえで、考慮すべきリスクについて検討す

る。地域エネルギー会社の資金調達先とビジネス側それぞれにおけるリスクをイメージ化したものを

図－３．２１に示す。同図に示すように、様々なリスクが考えられるが、電力の調達先である市場、

そして、燃料価格が大きなリスクと考えられる。 

 燃料価格は、急激な燃料価格変動に伴い、調達費用＞販売価格となるケースが想定される。燃料調

整費制度によって、上昇した価格を販売価格に反映可能であるが、反映から回収までタイムラグが生

じる。この期間の資金手当てを金融機関と協議しておくことが重要となる。 

 

 



１６９ 
 

 

図－３．２１． 地域エネルギー会社のステークホルダーと事業リスク 

 

①市場リスクの分析（JEPX 調達価格の分析） 

地域家エネルギー会社が電力を調達してくる先である卸電力市場の価格リスクについて分析する。

近年の JEPX の相場水準は図－３．２２の通りである。平均取引価格は 9 円前後で推移しているが２

０１７年度以降は 大値が２０円を超えるなど、変動が大きく電力小売事業者にとってはリスクとな

る。この平均取引価格を変化させることで収支の変化を分析する。 

 

 

図－３．２２． 卸電力取引所の取引価格推移20 

 検討した３つの電力小売パターンに対して、JEPX 市場の平均取引価格が変化したときの、事業収

                                                  
20 日本卸電力取引所公開資料より 



１７０ 
 

支の感度分析結果を表－３．２４に示す。JEPX 価格は２０１７年度の数値をベースとして扱ってい

る。いずれのパターンにおいても、＋６円の価格となった場合は営業利益は赤字または数百万円程度

となる。 

 

表－３．２４ JEPX 平均取引価格に対する事業収支感度分析結果 

 
 

②燃料調整費リスクの分析 

 次に、電気料金の中に含まれる燃料調整費の変動による事業リスクについて分析した。燃料調整費

は、火力燃料（原油・ＬＮＧ・石炭）の価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応

じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度である。燃料調整費の基本的な仕組みを図－３．２３に

示す。九州電力の高圧電力における燃料調整費の推移を図－３．２４に示す。感度分析を行うにあた

って、＋１．５円/ｋWh から－３円/ｋWh の幅で燃料調整費を変動させた。図－３．２４の期間の燃

料調整費の中央値は－０．８円/ｋWh であった。 

  

①需給管理を⾃前で実施 単位：千円

7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71
-2 0 1 2 4 6

0% 67,145 48,919 39,808 30,696 12,473 -5,751
1% 63,848 45,622 36,511 27,399 9,176 -9,048
2% 60,550 42,324 33,213 24,101 5,878 -12,346
3% 57,288 39,062 29,951 20,839 2,616 -15,608
4% 54,072 35,846 26,735 17,623 -600 -18,824
5% 50,782 32,556 23,445 14,333 -3,890 -22,114

10% 34,332 16,106 6,995 -2,117 -20,340 -38,564

②バランシングループ_1（kW課⾦型） 単位：千円

7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71
-2 0 1 2 4 6

0% 77,059 58,833 49,722 40,610 22,387 4,163
1% 73,762 55,536 46,425 37,313 19,090 866
2% 70,464 52,238 43,127 34,015 15,792 -2,432
3% 67,202 48,976 39,865 30,753 12,530 -5,694
4% 63,986 45,760 36,649 27,537 9,314 -8,910
5% 60,696 42,470 33,359 24,247 6,024 -12,200

10% 44,246 26,020 16,909 7,797 -10,426 -28,650

③バランシングループ_2（kWh課⾦型） 単位：千円

7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71
-2 0 1 2 4 6

0% 81,270 63,044 53,933 44,821 26,598 8,374
1% 77,973 59,747 50,636 41,524 23,301 5,077
2% 74,675 56,449 47,338 38,226 20,003 1,779
3% 71,413 53,187 44,076 34,964 16,741 -1,483
4% 68,197 49,971 40,860 31,748 13,525 -4,699
5% 64,907 46,681 37,570 28,458 10,235 -7,989

10% 48,457 30,231 21,120 12,008 -6,215 -24,439

営業利益の感度
JEPX市場 平均取引価格

販売単価の値
引率

販売単価の値
引率

営業利益の感度
JEPX市場 平均取引価格

販売単価の値
引率

JEPX市場 平均取引価格
営業利益の感度
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図－３．２３． 燃料調整費の仕組み 

 

 

図－３．２４． 九州電力（高圧電力）の燃料調整費単価の推移21 

 

電気料金割引率毎の燃料調整費・JEPX 市場価格に対する事業収支感度分析結果を、表－３．２５

に示す。既存の電力料金からの割引率を３％以上とした場合では、卸電力市場の平均取引価格が＋６

円となり、燃料調整費が－２．６８円/kWh となった場合には、営業利益がマイナスになるものと想

定される。燃料調整費が、中央値の－０．８０円/kWh となる場合には、既存の電気料金からの割引

率が５％の程度であれば、卸電力市場の平均取引価格が＋６円となった場合でも、営業利益はプラス

となることが読み取れる。 

 

  

                                                  
21 九州電力 HP より 
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表－３．２５ 電気料金割引率毎の燃料調整費・JEPX 市場価格に対する事業収支感度分析結果 

 

 

①需給管理を⾃前で実施
既存の電気料⾦からの割引率 0% 既存の電気料⾦からの割引率 5%

単位：千円 単位：千円

7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71 7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71
-2 0 1 2 4 6 -2 0 1 2 4 6

最⼤ 1.50 117,343 99,117 90,006 80,894 62,671 44,447 最⼤ 1.50 100,982 82,756 73,645 64,533 46,310 28,086

中央 -0.80 89,843 71,617 62,506 53,394 35,171 16,947 中央 -0.80 73,391 55,165 46,054 36,942 18,719 495

ベース -2.68 67,145 48,919 39,808 30,696 12,473 -5,751 ベース -2.68 50,782 32,556 23,445 14,333 -3,890 -22,114

最⼩ -3.00 63,303 45,077 35,966 26,854 8,631 -9,593 最⼩ -3.00 46,940 28,714 19,603 10,491 -7,732 -25,956

既存の電気料⾦からの割引率 3% 既存の電気料⾦からの割引率 10%
単位：千円 単位：千円

7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71 7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71
-2 0 1 2 4 6 -2 0 1 2 4 6

最⼤ 1.50 107,488 89,262 80,151 71,039 52,816 34,592 最⼤ 1.50 84,530 66,304 57,193 48,081 29,858 11,634

中央 -0.80 79,951 61,725 52,614 43,502 25,279 7,055 中央 -0.80 57,028 38,802 29,691 20,579 2,356 -15,868

ベース -2.68 57,288 39,062 29,951 20,839 2,616 -15,608 ベース -2.68 34,332 16,106 6,995 -2,117 -20,340 -38,564

最⼩ -3.00 53,446 35,220 26,109 16,997 -1,226 -19,450 最⼩ -3.00 30,488 12,262 3,151 -5,961 -24,184 -42,408

②バランシングループ_1（kW課⾦型）
既存の電気料⾦からの割引率 0% 既存の電気料⾦からの割引率 5%

単位：千円 単位：千円

7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71 7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71
-2 0 1 2 4 6 -2 0 1 2 4 6

最⼤ 1.50 127,257 109,031 99,920 90,808 72,585 54,361 最⼤ 1.50 110,896 92,670 83,559 74,447 56,224 38,000

中央 -0.80 99,757 81,531 72,420 63,308 45,085 26,861 中央 -0.80 83,305 65,079 55,968 46,856 28,633 10,409

ベース -2.68 77,059 58,833 49,722 40,610 22,387 4,163 ベース -2.68 60,696 42,470 33,359 24,247 6,024 -12,200

最⼩ -3.00 73,217 54,991 45,880 36,768 18,545 321 最⼩ -3.00 56,854 38,628 29,517 20,405 2,182 -16,042

既存の電気料⾦からの割引率 3% 既存の電気料⾦からの割引率 10%
単位：千円 単位：千円

7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71 7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71
-2 0 1 2 4 6 -2 0 1 2 4 6

最⼤ 1.50 117,402 99,176 90,065 80,953 62,730 44,506 最⼤ 1.50 94,444 76,218 67,107 57,995 39,772 21,548

中央 -0.80 89,865 71,639 62,528 53,416 35,193 16,969 中央 -0.80 66,942 48,716 39,605 30,493 12,270 -5,954

ベース -2.68 67,202 48,976 39,865 30,753 12,530 -5,694 ベース -2.68 44,246 26,020 16,909 7,797 -10,426 -28,650

最⼩ -3.00 63,360 45,134 36,023 26,911 8,688 -9,536 最⼩ -3.00 40,402 22,176 13,065 3,953 -14,270 -32,494

③バランシングループ_2（kWh課⾦型）
既存の電気料⾦からの割引率 0% 既存の電気料⾦からの割引率 5%

単位：千円 単位：千円

7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71 7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71
-2 0 1 2 4 6 -2 0 1 2 4 6

最⼤ 1.50 131,468 113,242 104,131 95,019 76,796 58,572 最⼤ 1.50 115,107 96,881 87,770 78,658 60,435 42,211

中央 -0.80 103,968 85,742 76,631 67,519 49,296 31,072 中央 -0.80 87,516 69,290 60,179 51,067 32,844 14,620

ベース -2.68 81,270 63,044 53,933 44,821 26,598 8,374 ベース -2.68 64,907 46,681 37,570 28,458 10,235 -7,989

最⼩ -3.00 77,428 59,202 50,091 40,979 22,756 4,532 最⼩ -3.00 61,065 42,839 33,728 24,616 6,393 -11,831

既存の電気料⾦からの割引率 3% 既存の電気料⾦からの割引率 10%
単位：千円 単位：千円

7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71 7.71 9.71 10.71 11.71 13.71 15.71
-2 0 1 2 4 6 -2 0 1 2 4 6

最⼤ 1.50 121,613 103,387 94,276 85,164 66,941 48,717 最⼤ 1.50 98,655 80,429 71,318 62,206 43,983 25,759

中央 -0.80 94,076 75,850 66,739 57,627 39,404 21,180 中央 -0.80 71,153 52,927 43,816 34,704 16,481 -1,743

ベース -2.68 71,413 53,187 44,076 34,964 16,741 -1,483 ベース -2.68 48,457 30,231 21,120 12,008 -6,215 -24,439

最⼩ -3.00 67,571 49,345 40,234 31,122 12,899 -5,325 最⼩ -3.00 44,613 26,387 17,276 8,164 -10,059 -28,283

燃料調
整費

燃料調整
費

JEPX市場 平均取引価格

燃料調
整費

燃料調整
費

営業利益の感度
JEPX市場 平均取引価格

営業利益の感度
JEPX市場 平均取引価格

燃料調
整費

燃料調整
費

営業利益の感度
JEPX市場 平均取引価格

営業利益の感度

JEPX市場 平均取引価格

燃料調
整費

燃料調整
費

営業利益の感度
JEPX市場 平均取引価格

営業利益の感度
JEPX市場 平均取引価格
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営業利益の感度
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燃料調
整費

営業利益の感度
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５．地域エネルギー会社運営基盤の強化策の検討 

  

 地域エネルギー会社が、地域活性化の担い手として活動を展開していくためには、まずは収益事業

の基盤を固めることが重要である。本項では、地域エネルギー会社の運営基盤の強化につながる事業

ついて検討を行う。 

 

 地域エネルギー会社の運営基盤強化につながる事業活動内容と、各活動における地域企業との連携

方策を整理したものを図－３．２５に示す。地域エネルギー会社の活動は、収益事業と非収益事業に

大別され、収益事業で持続的に収益を確保できてはじめて、その収益を地域課題解決につながる非収

益事業に還元できるようになる。 

 収益事業の基盤強化に繋がる事業として、同図に示すように、再エネ電源開発（発電事業）、電力

卸売事業、再エネ関連設備のメンテナンス事業、ガス小売事業、地域インフラ施設の料金徴収・維持

管理事業、需要家への太陽光パネル・蓄電池導入事業（第３者保有モデル）が考えられる。 

 

 

図－３．２５． 地域エネルギー会社の運営基盤強化に繋がる収益事業 

 

１）再エネ電源開発（発電事業）、 

 第４節、図－３．２１で示したとおり、電力小売事業におけるリスクの１つとして、卸電力市場か

らの調達価格変動リスクがある。自己電源を保有することで、長期的に安定した安価な電力調達先を

確保することが、地域エネルギー会社の事業リスクの低減するためには非常に重要となる。 

発電事業を実施する際には、地域住民からの出資を募ることで、地域住民が積極的に事業に関わる

とともに、発電事業の収益を市民が受けるような仕組み作りを行うことが、事業運営の基盤強化につ

ながる。 
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さらに、地域エネルギー会社の自己電源でない地域内電源に対しても、地域エネルギー会社が相対

契約で調達を行うことで、地産地消率を高めることができる。滋賀県湖南市のこなんウルトラパワー

株式会社のように、地域エネルギー会社が地域の発電事業者（市民出資の発電施設）からプレミアム

価格で電力を買い取ることで、地域の発電事業者の支援を行うスキームを構築している事例もある。 

 

２）電力卸売事業 

地域のガス会ｍ社やケーブルテレビ会社のように、市内の顧客基盤を持っている企業に地域エネル

ギー会社が電気の卸売を行い、これらの企業が既存顧客に対して電力供給を行うことによって、地域

エネルギー会社は少ない自社のリソースで、発電電力の販売先を確保するとともに、電力の地産地消

を効果的に推進することが可能となる。 

 

３）再エネ関連設備のメンテナンス事業 

 地域の再エネ電源や、各家庭に導入する再エネ設備の保守点検業務の一部を、地域エネルギー会社

が実施することで、発電事業者や需要家との長期的な関係構築および収益確保が可能となる。前述の

ように、地域エネルギー会社の社員が、メンテナンス業務のみに特化せず、他の業務と兼務するよう

な働き方ができれば、地域エネルギー会社の収益性を向上させることが可能となる。 

 また、地域エネルギー会社が自前でメンテナンスを行わずに、地域エネルギー会社が顧客との窓口

となって、地域の電気屋や工務店を紹介するような体制を構築することも、地域エネルギー会社が少

ないリソースで顧客に包括的なサービスを行う方法として有効であり、顧客との関係強化につながる。 

 表ー３．２６に、地域エネルギー会社が電力小売事業に加えて、浄水センターエリア内に導入する

設備のメンテナンス事業を実施した場合の収益性の変化を示す。算定に用いた検討パターンは、電力

小売事業については３つのパターンのうち、収益性がもっとも低かった需給管理を自前で実施するパ

ターンとした。メンテナンス事業については、検討パターン③（消化ガス発電設備の定期点検も含め

て自社で対応するパターン：１５年間平均値）を用いた。同表に示すとおり、売上は７３５万円増加

し、１％ではあるが、収益性も改善する。 

 

４）ガス小売事業 

地元のガス会社からガスを卸売してもらうことで、地域エネルギー会社がガス小売事業を行うこと

ができる。地域エネルギー会社は、売上増加に加えて、需要家に対して電気とガスをセットで提供す

ることにより、顧客との関係を強化することができる。地域エネルギー会社からガス会社に対しては、

電力を卸売供給することで、ガス会社と共存しながら、各顧客に電力とガスを提供する仕組みを構築

する。 

 

５）地域インフラ施設の料金徴収・維持管理事業 

 唐津市は水道事業の民活活用を進めており、平成２６年度から①窓口業務（窓口、料金収納、メー

ター検診等）、②管路の維持管理業務、③浄水施設の運転管理業務について、包括的民間委託を進め

ている。地域エネルギー会社が水道事業の料金聴取業務を受託して、電力の料金徴収業務と合わせる

形で水道料金徴収も行えば、効率的に売上を増加させることができる。また、地元のケーブルテレビ

会社等と連携して、地域エネルギー会社が電気、ガス、水道、ケーブルテレビ料金など、地域住民の

生活コストの支払いを一元化するような活動を行っていけば、地域の効率化にもつながる。 
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 その他、公共施設の運営管理などを、既存の業者と地域エネルギー会社が連携して行うことで、当

該施設への電力・ガス供給や、電気設備のメンテナンスにも地域エネルギー会社が関与することで、

効果的な運営ができるとともに、地域エネルギー会社の顧客確保にもつながる。 

 

表－３．２６ 地域エネルギー会社がメンテナンス事業を兼務した場合の収益性の変化 

 

 

６）需要家への太陽光パネル・蓄電池導入事業（第３者保有モデル） 

本事業の唐津市にとっての意義は、需要家に再エネ設備の導入を促すことで、地域のエネルギー自

立によるエネルギーレジリエンスの強化と低炭素化を推進できる点にある。地域エネルギー会社にと

っては、自家消費を推進してしまうので販売電力量は減ってしまうが、設備導入期間は需要家との関

係性を保つことができるので、収益率は低くとも、長期的なキャッシュフローの予想が立ちやすいメ

リットがある。また、多くの需要家の機器と接続することができれば、将来的に地域エネルギー会社

が地域のエネルギーマネジメントをする際に、有効となる。 

設備の導入にあたっては、地域エネルギー会社が設備を調達して所有し、各需要家へ設置するとと

もに、設置後の保守点検も地域エネルギー会社が行うこととなるが、この一連の事業プロセスにおい

て地域企業と連携することで、事業創出と地域内資金循環を推進することが可能となる。 

地域エネルギー会社が設備を購入するときに、地域内企業からの調達比率を高めるとともに、設備

の設置や保守点検を地域の電気屋や工務店と連携して行うことで、地元企業の収益増加に繋がる。ま

た、設備購入における資金調達も、地域内金融機関から借入を行うことで、地域内で資金循環の流れ

を作ることができる。 
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第４章 Ｆ/Ｓに関連する付随調査 

 
１．浄水センターへの省エネルギー提案 

１） 本提案の目的と内容 

   浄水センターをスマートレジリエンスの拠点とするためには、再生可能エネルギーを利用した

太陽光発電や消化ガス発電による「創エネ」が重要となる。一方、浄水センター内で消費する

照明や空調の電力・ガスを削減することによる「省エネ」も創エネと同等の効果があることか

ら検討を行う。また、本検討は、来年度以降の補助金獲得の一助となることを念頭においている。

本提案書の内容は以下の通りである。 

 

(1) 浄水センター内のエネルギー使用状況分析 

(2) 浄水センター内の省エネ方法及びメリット試算 

(3) 各省エネ案の ESCO＋補助金利用のご提案 

 

図－４．１は、省エネ実施前と実施後の年間エネルギーコストの比較である。省エネ実施によ

り、年間約 3,329 千円のメリット(コスト削減率 6.1%)が出るが、イニシャルコストがかかるた

め、本提案書では、補助金と ESCO 事業の適用を検討した。 

 

 

図－４．１ 浄水センター年間エネルギーコスト比較 
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２）浄水センター現地調査報告 

① 日時 平成 30 年 8 月 8 日(木) 13:00～17:00 

   ※9 月 6 日、10 月 18 日にも浄水センターでヒアリング、データ入手等を実施した。 

② 場所 唐津市浄水センター 

 

③ 立会者：唐津市都市整備部：下尾様、平川様、藤田様 

   ㈱唐津三協メンテナンス：宮崎様 

実施者：日立アプライアンス㈱：小島、樋口、中粉、澤村  

㈱日立パワーソリューションズ：三戸、神田    

㈱日立製作所：鶴田、加藤           

     

④ 入手資料 

1. 唐津市浄水センター設計図面集 

2. 平成 29 年度施設稼動年報 

3. 平成 30 年 7 月施設稼動月報 

4. 平成 29 年度電気料金請求書 

5. 平成 29 年度唐津浄水センター 電力・水処理年報 

6. 平成 29 年度唐津浄水センター 電力・水処理月報 

7. 変圧器点検記録 

8. 吸収冷温水機点検記録 

9. 平成 29 年度唐津浄水センター 吸収冷温水機日別ガス使用量 

 

⑤ 調査実施場所及び主な調査機器 

現地調査で調査した機器を添付資料 1「調査機器リスト」にまとめた。下記にて、各棟の位置

と、調査した代表的な機器を記載した。 

  管理棟：照明、変圧器、吸収冷温水機、送風機、冷却塔、排気ファン、非常用発電機、送水ポン

プ等 

 
図－４．２ 浄水センター内の管理棟位置 

管理棟 
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  水処理棟：放流ポンプ、汚泥掻寄機、曝気装置等 

 
 

図－４．３ 浄水センター内の水処理棟位置 

 

  汚泥消化棟：汚泥加熱用温水ヒータ、加温用循環汚泥ポンプ、ガス攪拌ブロア等 

 
図－４．４ 浄水センター内の汚泥消化棟位置 

 

⑥ 施設使用状況、ヒアリング内容 

ａ）平成 24 年(6 年前)に照明設備の更新を実施しており、その際一部 LED 照明器具への更新を

行い、照明環境の維持・光源の演色性向上による視環境改善を図っている。 

ｂ）管理棟 3・4 階の誘導灯については蛍光灯形の設備を継続使用しているが、消耗部材は製造

中止となっている。 

ｃ）2 台の吸収式冷温水機用冷却塔の内、1 台は現地調査時(8 月 8 日)に故障のため使用されて

いなかった。 

ｄ）放流ポンプは通常稼動させていない。７月の豪雨時には全て稼動していた。 

ｅ）主要機器の稼働時間は計測している。稼働時間データを入手した。 

水処理棟 

汚泥消化棟 
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図－４．６ 平成 27 年度～平成 29 年度の年間ガス使用量 
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図－４．７ 平成 27 年度～平成 29 年度の年間エネルギー消費量 

 (一次エネルギー換) 

３）浄水センターエネルギー使用状況 

3)-1 年度別エネルギー消費量 

Ａ）電気 

表―４．１ 平成 27 年度～平成 29 年度の      

年間電気使用量 

  電気 

H27 年度 3,282 MWh 

H28 年度 3,326 MWh 

H29 年度 3,286 MWh 

平 均 3,298 MWh 

 

Ｂ）ガス 

表－４．２  平成 27 年度～平成 29 年度の 

年間ガス使用量 

  

  ガス(13A) 

H27 年度 13,206 m3 

H28 年度 13,679 m3 

H29 年度 14,348 m3 

平 均 13,744 m3 

 

 

Ｃ）年間エネルギー消費量(一次エネルギー換算) 

表－４．３  平成 27 年度～平成 29 年度の 

年間エネルギー消費量(一次エネルギー換算) 

  

(単位：GJ) 
  電気 ガス 合計 

H27 年度 32,034 563 32,598 

H28 年度 32,461 584 33,045 

H29 年度 32,072 612 32,684 

平 均 32,189 586 32,775 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H27年度 H28年度 H29年度 平 均

電気(MWh)

図－４．５ 平成 27 年度～平成 29 年度の年間電気使用量 
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図－４．８ 平成 27 年度～平成 29 年度の年間エネルギー消費量

    (原油換算) 
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図－４．９ 平成 27 年度～平成 29 年度の CO2 排出量 
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表－４．４ 一次エネルギー換算係数 

ｴﾈﾙｷﾞｰ   電気   ガス Ａ重油 

種 別   (GJ/MWh)   (MJ/Nm3) (MJ/L) 

  昼 夜 加重平均 13A − 

換算係数 9.97 9.28 9.68 45.0 − 

※電気は加重平均値での評価とする。 
 

※ガスは 15℃、1 気圧を年平均とし、下記式にてノルマルに換算する。 

  Nm3 ＝ 使⽤量(m3) × 273.15 ÷ (273.15＋15) 
 

 

Ｄ）年間エネルギー消費量(原油換算) 

表－４．５ 平成 27 年度～平成 29 年度の 

年間エネルギー消費量(原油換算) 

  原油換算 

H27 年度 834 kL 

H28 年度 846 kL 

H29 年度 836 kL 

平 均 839 kL 

※原油換算係数は、0.0258kL/GJ 

 

3)-2 年度別二酸化炭素(CO2)排出量 

Ａ）年間 CO2 排出量 

表－４．６ 平成 27 年度～平成 29 年度の CO2 排出量 

(単位：tCO2) 

  電気 ガス 合計 

H27 年度 1,520 29 1,548 

H28 年度 1,540 30 1,570 

H29 年度 1,521 31 1,553 

平 均 1,527 30 1,557 

 

表－４．７ CO2 排出係数 

ｴﾈﾙｷﾞｰ 電気 ガス 

種 別 (kgCO2/kWh) (kgCO2/Nm3) 

換算係数 0.463※1 2.29※2 

※1 九州電力の公開値を使用 

※2 東京ガスの公開値を使用 
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3)-3 月別エネルギー消費量 

Ａ）電気 

 
図－４．１０ 平成 27 年度～平成 29 年度の月別電気使用量 

Ｂ）ガス 

 

図－４．１１ 平成 27 年度～平成 29 年度の月別ガス使用量 

 

浄水センターの年度別エネルギー使用量は、電力、ガス共に年度間で差がなく非常に安定してい

ることがわかる。図－４．７より、エネルギー使用量の約 98％が九州電力からの購入電力である。 

電力ついては、図－４．１０より月別で見ても使用量に差はなく、非常に安定している。ガスの

月別使用量ついては、図－４．１１より月によって使用量に差があるが、これはガスの供給先が管

理棟に設置されている吸収冷温水機であるためであり、冷房時期と暖房時期に使用量が増加してい

ることが分かる。年度別で見ると増減傾向と使用量はほぼ一致している。 

 また、平成 29 年度の処理水量が 7,880,484m3 であることから、浄水センターの平成 29 年度の

電力使用量原単位(処理水 1m3 あたりの電力使用量)は、0.417kWh/m3 である。参考として、平成

22 年の全国の下水処理場の平均電力使用量原単位は 0.492kWh/m3 である。  

 

3)-4 平成 29 年度 変電所(SS-1、SS-2、SS-3)別年間消費電力量 

3)-4 では、浄水センター内の変電所(SS-1、SS-2、SS-3)別の電力使用量についてまとめた。各

変電所の電力供給範囲は下記のようになる。 

（１）SS-1：管理棟機器、水処理棟 初沈殿池機器、管理棟及び水処理棟照明 

（２）SS-2：水処理棟機器( 初沈殿池を除く) 

（３）SS-3：汚泥重力濃縮棟、汚泥機械濃縮棟、汚泥処理棟 

図－４．１２より、平成 29 年度においては、SS-1 における電力使用量が一番多く、浄水センタ

ー全体の 63.6％を占める。 

また、図－４．１３にて、平成 29 年度の変電所別消費電力量(日別)をグラフにまとめた。この
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図－４．１２  平成 29 年度変電所別年間消費電力量 

図から、年間を通じて変電所別の消費電力量の増減傾向はほぼ一致している。図－４．１４にて、

変電所ごとの日別電力使用量の割合をグラフにまとめた。この図から、変電所ごとの電力使用量の

割合は年間を通じて大きな変動がないことが分かる。 

 

 

表－４．８  平成 29 年度変電所別年間消費電力量 

  年間消費電⼒量 割合 

SS-1 2,091 MWh 63.6% 

SS-2 624 MWh 19.0％ 

SS-3 571 MWh 17.4% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3)-5 平成 29 年度 管理棟の平均電力内訳 

浄水センター内で一番電力使用量が多い変電所である SS-1 の内訳(変圧器別)について分析し

た。SS-1 の主な内訳は以下の通りになる。 

（１）400V 動力：主ポンプ、送風機 

（２）200V 動力：沈砂池室機器、クーリングタワー、フィルター室機器、ブロワ配管室機器、 

初沈殿池機器 

（３）照明：管理棟及び水処理棟の照明 

図－４．１５から、SS-1 内では、400V 動力における電力使用量が一番多く、SS-1 の中の 76.9%

を占める。400V 動力には主ポンプ(45kW×3 台)及び送風機(160kW×4 台)の出力が大きい機器

があるが、主ポンプについては 3 台とも 2014 年に更新されており、送風機は 1 台が 2007 年に

更新(INV による制御あり)されている。送風機の残りの 3 台は 1982 年製で老朽化しており、更

新の必要がある。 

3)-4 と同様に図－４．１６にて、日別電力使用量の内訳、図－４．１７にて、日別電力使用量

割合の内訳をグラフにまとめた。SS-1 内変圧器別の電力使用量の割合は年間を通じて大きな変

動がないことが分かる。 

 

 

 

図－４．１４ 平成 29 年度 変電所別消費電力量割合(日別) 図－４．１３ 平成 29 年度 変電所別消費電力量(日別) 
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図－４．１５ 平成 29 年度 SS-1 電力使用量内訳 

図－４．１７ 平成 29 年度 SS-1 電力使用量割合内訳 

(日別) 

図－４．１６ 平成 29 年度 SS-1 電力使用量内訳(日別) 

 

 

表－４．９ 平成 29 年度 SS-1 の 

平均電力内訳 

  電気 割合 

400V-動⼒ 1,608 MWh 76.9% 

200V-動⼒ 355 MWh 17.0% 

照明 127 MWh 6.1% 
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４）省エネ案とメリット 

4)-1 省エネ案及びメリット金額の総括 

 

表－４．１０ 省エネ案及びメリット試算結果一覧 

 
※1 保守費は既設と同等として 0 円としました。 

※2 イニシャルコストは参考値とします。 

 

4)-2 各省エネ案の内容及びメリット試算 

表－４．１０の各省エネ案の内容及びメリット試算の詳細を説明する。本試算で用いる代表的

な係数を、表―４．１１にまとめた。 

 

表４．１１ 省エネメリット試算で用いる代表的な係数 

名称 値 単位 備考 

電力単価 10.3 円/kWh 浄水センターの平成 29 年度電力料金請求

書から算出した。 

※年間の従量料金、再エネ賦課金、燃料

調整費の合計を電量使用量で除算した

値。(基本料金は除く) 

買電の CO2 排出係数 0.463 kg-CO2/kWh 九州電力の公開値を使用 

都市ガスの CO2 排出係数 2.29 kg-CO2/Nm3 東京ガスの公開値を使用 

原油換算係数 0.0258 kL/GJ   

昼間買電の一次エネルギー換算 9.97 GJ/MWh 8 時～22 時 

夜間買電の一次エネルギー換算 9.28 GJ/MWh 22 時～8 時 

買電の一次エネルギー換算(加重平均) 9.68 GJ/MWh  

都市ガス単価(m3) 

※15℃ 1 気圧と仮定 

192.47 円/m3 平成 29 年度浄水センターのガス料金

から算出した。 

※フラットレート 

都市ガス発熱量(HHV) 45 MJ/Nm3  

■省エネルギー⼿法導⼊効果 電⼒単価：10.30円/kWh(税抜き)
イニシャル

コスト
①

コスト
削減額

②

保守費⽤
※1
③

単純回収
年数

(①÷(②-③))

原油換算
削減量

(千円） (千円/年) (千円/年) (年) (GJ/年) （％） (kg-CO2/年) （％） (kL/年)

1 照明のLED化 14,800 117 0 127 110 0.3% 5,255 0.3% 2.8 更新

2 ⾼効率電動機への更新 142,000 1,064 0 133 1,000 3.1% 47,825 3.1% 25.8 更新

3 吸収冷温⽔機
⇒⽔冷式スクリュー冷凍機への更新

90,000 955 0 94 124 0.4% 6,583 0.4% 3.2 更新

4 消化ガスエンジン廃熱の暖房利⽤ 29,000 925 0 26 210 0.6% 10,431 0.7% 5.4 新設

5 アモルファス変圧器への更新
(容量を変更しない場合)

22,000 269 0 82 252 0.8% 12,072 0.8% 6.5 更新

8 s 0 新設

297,800 3,329 0 89 1,696 5.2% 82,166 5.3% 44 -

区分

合計（1 〜５の合計)

No. 改修内容
エネルギー

削減量・率(H29基準)
⼆酸化炭素(CO2)

削減量・率(H29基準)
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【各省エネ案に関するご説明】 

 

No.1. 照明の LED 化 

浄水センター管理棟内の LED 化されていない照明 269 灯を LED 化し、省エネを図る。LED

化によるメリット試算結果を、表－４．１２にまとめた。 

※1 現地調査により選定した、LED 化する照明は添付資料 2「LED 化照明リスト」に記載した。

表－４．１２ ＬＥＤ化メリット試算結果 

No. 項目 単位 更新前 更新後 
メリット 

(更新前－更新後) 

1 年間消費電力量 kWh/年 16,936 5,586 11,350 

2 年間消費エネルギー量 GJ/年 164 54 110 

3 年間消費電力量(原油換算) kL/年 4.23 1.40 2.83 

4 年間電力費 千円/年 174 58 117 

5 イニシャルコスト 千円 － 14,800 － 

6 投資回収年数 年 － 127 － 

7 年間 CO2 排出量 kg-CO2/年 7,841 2,586 5,255 

 

No.2. 高効率電動機への更新 

浄水センターで使用されている電動機(ポンプ等)で、老朽化（製作年度 2000 年以前）してい

る機器を選定し、トップランナー機器へ更新した場合のメリットを試算した。メリット試算の結

果は、表－４．１３にまとめた。また、更新する機器を、添付資料 3「更新電動機リスト」にま

とめた。 

表－４．１３ 高効率電動機への更新のメリット試算結果 

No. 項目 更新前 更新後 
メリット 

(更新前－更新後) 

1 年間消費電力量 kWh/年 2,075,974 1,972,681 103,293 

2 年間消費エネルギー量 GJ/年 20,095 19,096 1,000 

3 年間消費電力量(原油換算) kL/年 518.46 492.67 25.8 

4 年間電力費 千円/年 21,383 20,319 1,064 

5 イニシャルコスト 千円 － 142,000 － 

6 投資回収年数 年 － 133 － 

7 年間 CO2 排出量 kg-CO2/年 961,176 913,351 47,825 

 

No.3. 吸収冷温水機の更新 

 管理棟内に設置されている 2 台の吸収冷温水機は、夏場に冷房、冬場に暖房として使用され

ているが、老朽化(1981 年製)が進んでいる。この吸収冷温水機の内 1 台を、水冷式スクリュー

チラーに更新、又は吸収冷温水機により空調されている部屋にパッケージエアコンを設置する 2

つのケースについて検討する。（図―４．１８参照） 
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図－４．１８ 吸収冷温水機の更新ケースについて 

 

No.3-1  吸収冷温水機⇒水冷式スクリュー冷凍機への更新 

吸収冷温水機 2 台の内 1 台を高効率の水冷式スクリューチラー(日立アプライアンス製：

RCUP3350W3)に更新し、冷房使用時期（7 月～9 月）の省エネを図る。(更新のイメージを図－

４．１９に記載した。)また、既設吸収冷温水機と水冷式スクリューチラーの性能比較を表－４．

１４にまとめた。 

 

 

図－４．１９  吸収冷温水機から水冷式スクリュー冷凍機への更新のイメージ図 

 

 

表－４．１４ 既設吸収冷温水機と水冷式スクリューチラーの性能比較 

既設吸収冷温水機(冷房) 水冷式スクリューチラー 

冷房能力 RT 95 冷凍能力 RT 95 

燃料消費量(冷房時) Nm3/h 29 消費電力 kW 77.5 

推定 COP - 0.765※2 COP  - 4.31 

※2 経年劣化率を 10%とした。 

既設吸収冷温水機の月別の都市ガス使用量を表－４．１５にまとめた。表－４．１５より既設吸収冷

温水機の平成 29 年度 7 月～9 月(冷房時期)における都市ガス使用量は、5,606m3 である。このとき

の条件を 15℃、1 気圧と仮定し、Nm3 換算すると、 

5,606m3/年 × 273K ／ 288K = 5,314Nm3/年・・・(1) 

現状

No.3‐1 No.3‐2

更新後

既設吸収冷温⽔機
(セントラル空調)

冷凍能⼒ ：95USRT

燃料消費量：29Nm3/h

推定COP※ ：0.765

経年劣化率を10%とした。

⽔冷式スクリューチラー
(セントラル空調)

・冷凍能⼒：95USRT

・消費電⼒：77.5kW

・COP ：4.31

パッケージエアコン
(個別空調)

・消費電⼒：52.65kW(冷房時)

※利⽤先毎の個別の型式及び消
費電⼒は表‐4.18を参照

【現状】 吸収冷温⽔機 【更新後】 ⽔冷式スクリュー冷凍機(例 ⽇⽴アプライアンス製：RCUP3350W3)

ガス
1 電気

1

冷凍能⼒ : 95 USRT 冷凍能⼒ ： 95 USRT
燃料消費量(冷房時) : 29 Nm3/h 電⼒使⽤量 ： kW

推定COP : COP ：

冷⽔
冷⽔
4.31

0.765
77.5
4.31

0.765

更新
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(1)より、既設吸収冷温水機の年間使用エネルギーは、 

5,314Nm3/年 × 46.05MJ/Nm3 = 244,710MJ/年・・・(2) 

ゆえに、年間の冷房負荷は、推定 COP が 0.765 であることから、 

244,710MJ/年 × 0.765 = 187,203MJ/年・・・(3) 

水冷式スクリューチラーで年間の冷房負荷を満たすために使用する電力量は、 

187,203MJ/年 ／4.31 ／ 3.6MJ/kWh = 12,065kWh/年・・・(4) 

ゆえに、水冷式スクリューチラーで使用する一次エネルギーは、 

12,065kWh/年 × 9.97MJ/kWh = 120,288MJ/年・・・(5) 

このとき、冷房は昼間(8 時～22 時)に使用されるものと仮定した。 

よって省エネルギー量は、(2)－(5)より、124,422MJ/年=124.422GJ/年となる。(※3) 

※3 冷却塔、冷却水ポンプは既設を流用する計画のため、更新前後の補機動力は同等とした。 

 

表－４．１５ 吸収冷温水機の平成 29 年度都市ガス使用量 

 

 既設吸収冷温水機の平成 29 年度 7 月～9 月(冷房時期)における都市ガス使用量は、5,606m3

であるため、年間ランニングコスト(※4)は、 

5,606m3/年 × 192.47 円/m3 = 1,078,987 円/年・・・(6) 

水冷式スクリューチラーの年間使用電力量は、(4)から、12,065kWh/年 

ゆえに、水冷式スクリューチラーに更新した時の年間ランニングコスト(※4)は、 

12,065kWh/年 × 10.3 円/kWh = 124,267 円/年・・・(7) 

※4 更新前後の保守費及び補機電力使用量分の電気料金は同等とした。 

 

また、既設吸収冷温水機から水冷式スクリューチラーに更新した場合の、契約電力増加の必要

性について表－４．１６にて検討した。 

表－４．１６より、水冷式スクリューチラー導入による消費電力増加分よりも、各省エネ案に

よる消費電力削減分のほうが大きいため、契約電力増加の必要性はないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉
都市ガス使⽤量(m3) 1,301 1 43 481 2,844 2,281

⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 合計
都市ガス使⽤量(m3) 1,302 0 364 1,365 1,621 1,455 13,058

冷房時期
暖房時期
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表－４．１６ 水冷式スクリューチラーへ更新時の契約電力増加の必要性検討 

消費電力増加要素 

水冷式スクリューチラー消費電力 kW 77.5 

消費電力減少要素 

既設吸収式冷温水機動力 kW -5.65 

既設冷却水ポンプ動力減少分 kW -10.0 

LED 化による消費電力削減 kW -15.6 

電動機更新による消費電力削減分 kW -121.1 

合計 kW -74.85 

 

更新による年間ランニングコスト削減額は、(6)－(7)より 954,720 円/年=954.720 千円/年 

イニシャルコストは工事費含めて 56,000 千円であるから、投資回収年数は、 

56,000 千円 ／ 954.720 千円/年=59 年・・・(8) 

CO2 削減量は、 

5,314Nm3/年×2.29kg-CO2/Nm3 － 12,065kWh/年×0.463kg-CO2/kWh  

= 6,583kg-CO2/年・・・(9) 

表－４．１７にて、吸収冷温水機から水冷式スクリューチラー冷凍機への更新メリット試算結

果をまとめた。 

 

表－４．１７ 既設吸収冷温水機から水冷式スクリューチラー冷凍機への更新メリット試算結果 

No. 項目 更新前 更新後 

メリット 

(更新前－更新

後) 

1 年間消費エネルギー量 GJ/年 244.7 120.3 124.4 

2 年間消費電力量(原油換算) kL/年 6.31 3.10 3.21 

3 年間使用エネルギー費 千円/年 1,079 124 955 

4 イニシャルコスト 千円 － 90,000 － 

5 投資回収年数 年 － 94 － 

6 年間 CO2 排出量 kg-CO2/年 12,169 5,586 6,583 

 

No.3-2 吸収冷温水機⇒パッケージエアコンへの更新 

 吸収冷温水機によって空調されている部屋にパッケージエアコンを設置し、冷房時の省エネを

図る。各利用先における導入機器は、表－４．１８を想定する。 

 

表－４．１８ 各部屋に導入検討するパッケージエアコンリスト 

  利用場所 面積（㎡） 型式 台数 
消費電力冷房時 

（kW） 

① エントランスホール 120×2 RP-AP224-CSP 1 6.44 

② 事務室 162 RP-AP224-CSP 1 6.44 
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③ 理化学試験室 180 RP-AP224-CSP 1 6.44 

④ 研究室 20 RAS-E25H 1 0.59 

⑤ 作業員控え室 25 RAS-E25H 1 0.59 

⑥ ２F 会議室 63 RAS-E36H 1 1.98 

⑦ ３F 会議室 192 RP-AP224-CSP 1 6.44 

⑧ 多目的ホール 540 RP-AP560CSP 1 16.7 

⑨ 調和機室 25 RAS-E25H 1 0.59 

⑩ 操舵室 210 RP-AP224-CSP 1 6.44 

合計 10 52.65 

 

※1 空調機の選定は、各利用先の床面積から日立アプライアンスカタログより選定した。 

※2 エントランスホールは、吹抜け２階分として機器を選定した。 

 

また、各利用先の空調運用時間は、表－４．１９のように想定する。 

 

表－４．１９ 各部屋の空調運用時間 

  利用場所 冷房時稼働日数（日） 
備考 

（稼働時間/日） 

① エントランスホール 57 456 8 

② 事務室 57 456 8 

③ 理化学試験室 57 456 8 

④ 研究室 57 456 8 

⑤ 作業員控え室 57 456 8 

⑥ ２F 会議室 57 57 1 

⑦ ３F 会議室 57 57 1 

⑧ 多目的ホール 57 456 8 

⑨ 調和機室 57 456 8 

⑩ 操舵室 57 57 1 

合計 3363 － 

 

 例えばエントランスホールでは、表－４．１８から消費電力が 6.44kW、年間稼働時間が表－

４．１９より 456 時間であるから、年間消費電力量は、 

6.44kW × 456h/年 = 2,937kWh/年・・・(10) 

同様にして、各利用先におけるパッケージエアコンの消費電力量は、表－４．２０のようになる。 
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表－４．２０ 各利用先のパッケージエアコン消費電力量 

  利用場所 

消費電力 

（kW） 

稼働時間 

（時間） 

電力消費量 

（kWh） 

冷房 冷房 冷房 

① エントランスホール 6.44 456 2936.64 

② 事務室 6.44 456 2936.64 

③ 理化学試験室 6.44 456 2936.64 

④ 研究室 0.59 456 269.04 

⑤ 作業員控え室 0.59 456 269.04 

⑥ ２F 会議室 1.98 57 112.86 

⑦ ３F 会議室 6.44 57 367.08 

⑧ 多目的ホール 16.7 456 7615.2 

⑨ 和室 0.59 456 269.04 

⑩ 操舵室 6.44 57 367.08 

合計 18079.26 

 

 表－４．２０より、パッケージエアコンの年間消費電力量は、18,079kWh であるから、一次

エネルギー換算すると、 

18,079kWh/年 × 9.97MJ/kWh = 180,248MJ/年・・・(10) 

このとき、冷房は昼間(8 時～22 時)に使用されるものと仮定した。 

よって、省エネルギー量は、(2)－(10)より、64,462MJ/年=64.462GJ/年となる。 

 

また、既設吸収冷温水機からパッケージエアコンに更新した場合の、契約電力増加の必要性に

ついて表－４．２１にて検討した。表－４．２１より、パッケージエアコン導入による消費電力

よりも、各省エネ案による消費電力削減分のほうが大きいため、契約電力増加の必要性はないと

考えられる。 

 

表－４．２１ パッケージエアコンへ更新時の契約電力増加の必要性検討 

消費電力増加要素 

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝによる消費電力 kW 52.65 

消費電力減少要素 

既設吸収式冷温水機動力 kW -5.65 

既設冷却水ポンプ動力減少分 kW -10.0 

LED 化による消費電力削減 kW -15.6 

電動機更新による消費電力削減分 kW -121.1 

合計 kW -99.7 

 

また、パッケージエアコンの年間使用電力量は、(10)から、18,079kWh/年 

ゆえに、パッケージエアコンに更新した時の年間ランニングコスト(※4)は、 
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18,079kWh/年 × 10.3 円/kWh = 186,214 円/年・・・(11) 

更新による年間ランニングコスト削減額は、(6)－(11)より 892,773 円/年=893 千円/年 

イニシャルコストは工事費含めて概算で 60,000 千円であるから、投資回収年数は、 

60,000 千円 ／ 893 千円/年=67 年・・・(12) 

CO2 削減量は、 

5,314Nm3× 2.29kg-CO2/Nm3 － 18,079kWh×0.463kg-CO2/kWh  

= 3,798kg-CO2/年・・・(13) 

表－４．２２にて、吸収冷温水機から水冷式スクリューチラー冷凍機への更新メリット試算結

果をまとめた。 

 

表－４．２２ 既設吸収冷温水機からパッケージエアコンへの更新メリット試算結果 

No. 項目 更新前 更新後 
メリット 

(更新前－更新後) 

1 年間消費エネルギー量 GJ/年 239.1 180.2 58.9 

2 年間消費電力量(原油換算) kL/年 6.17 4.65 1.52 

3 年間使用エネルギー費 千円/年 1,079 186 893 

4 イニシャルコスト 千円 － 60,000 － 

5 投資回収年数 年 － 67 － 

6 年間 CO2 排出量 kg-CO2/年 12,169 8,371 3,798 

※イニシャルコストの工事費における見積条件は以下の通りになる。 

① 既設機器（吸収式冷温水機等）の撤去費用は別途とする。 

② 共通部のエアハンドリングユニットは、撤去する。 

③ 水配管：配管内の水は全て排水し、配管の撤去費用は別途とする。 

④ 床置きマルチエアコン、パッケージエアコンとする。 

 

 ここで、水冷式スクリューチラーとパッケージエアコンの比較を表－４．２３にてまとめ

た。また、既設吸収冷温水機及び水冷式スクリューチラーはセントラル空調、パッケージエ

アコンは個別空調であることから、それぞれの空調方式の比較を表－４．２４にまとめた。 
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表－４．２３ 水冷式スクリューチラーとパッケージエアコンの比較 

 

 

表－４．２４ セントラル空調と個別空調の比較 

 
 

利便性の観点では、ON/OFF、冷暖房の切替が自由に可能なパッケージエアコンの方が優れている。

しかしながら、年間消費エネルギーは、水冷式スクリューチラーの方が小さいため、省エネの観点で

は優れている。また、廃熱回収が可能なため、補助金を適用出来る可能性もあり、イニシャルコスト

を大幅に低減できる可能性があることから、 

表－４．１０のメリット試算では、水冷式スクリューチラーを採用している。 

 

No.4. 消化ガスエンジン廃熱の暖房利用 

  今年度浄水センターに導入する消化ガスエンジン 4 台の廃熱(排温水)を、暖房使用時(12 月

～3 月)に管理棟へ供給することを検討する。図－４．２０は消化ガスエンジン廃熱の暖房利

用のイメージ図であり、この図に記載されているように消化ガスエンジンの排温水を暖房利用

し、吸収冷温水機の燃料消費量を減らすことで省エネを図る。吸収冷温水機と消化ガスエンジ

ンの仕様を表－４．２５にまとめた。 

個別空調

1 年間消費エネルギー (GJ/年) 239.1 120.3 180.2

2 年間使⽤エネルギー費 (千円/年) 1,079 124 186

3 更新後の年間メリット⾦額
(既設機器−更新機器)

(千円/年) − 955 893

4 改修費(⼯事費込み） (千円) − 90,000 60,000

5 投資回収年数
(No.4÷No.3)

(年) − 94 67

6 消化ガスエンジン廃熱利⽤ − ○ ○ ×

既設吸収冷温⽔機

セントラル空調
No. Case1:⽔冷式スクリューチラー Case２:パッケージエアコン
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図－４．２０ 消化ガスエンジン廃熱の暖房利用のイメージ図 

 

表－４．２５ 吸収冷温水機と消化ガスエンジンの仕様 

既設吸収冷温水機(暖房) 消化ガスエンジン(1 台分) 

燃料消費量(暖房時) Nm3/h 33.5 廃熱回収量 MJ/h 146.2 

熱供給量 MJ/h 1180.4 
  

推定 COP   0.70※5 

※5 経年劣化率を 10%とした。 

 

12 月の吸収冷温水機燃料削減量について試算する。平成 29 年度の消化ガス発生量から 12

月の消化ガスエンジンの常時稼動可能台数は 2.8 台となる。12 月のガスエンジンの廃熱回収

量は、配管からの放熱ロスを 5%と仮定すると 

2.8 台×146.2MJ/h × 24h ×31 日×0.95 ＝ 289,336MJ/月・・・(14) 

また、表－４．１５から、12 月の熱供給量は、 

364m3 × (273K／288K) × 46.05MJ/Nm3 × 0.70 = 11,122MJ/月・・・(15) 

よって、(14)>(15)であるから、12 月の暖房用温水は、消化ガスエンジンによって十分にまか

なえる。 

同様に他の月に関して試算を行った結果が表－４．２６のようになる。 

 

 

 

 

 

 

  

発電

消化ガス供給

温水供給(75℃)

管理棟

暖房に利用する

消化ガスエンジン(25kW×4)

既設吸収冷温⽔機

1180.4MJ/h(定格値)

147MJ/h×4

(定格値)

その他の浄⽔センター内設備へ

ガス供給温水供給（42～45℃)

汚泥乾燥⽤ボイラ
温水供給 汚泥
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表－４．２６ 消化ガスエンジン廃熱回収量と吸収冷温水機の熱供給量比較 

 

 

表－４．２６から、暖房時期における吸収冷温水機への年間供給熱量を、廃熱回収量が上回っ

ていることが分かる。 

 また、吸収冷温水機の 1 日の稼働時間を 8 時間と仮定すると、平成 29 年度における暖房時

期の 1 日あたりの 大ガス使用量は、105.4m3(1 月 31 日)であることから、1 時間あたりの

大熱供給量は、 

105.4m3/日×(273K／288K)／8h×46.05MJ/Nm3×0.70 = 402.6MJ/h・・・(16) 

消化ガスエンジンの 1 時間あたりの 大廃熱回収量は、1 月の稼動可能台数が 3.0 台であり、

配管からの放熱ロスが 5%であることを考慮すると、 

146.2MJ/h×3.0 台×0.95 = 416.7MJ/h・・・(17) 

である。(16)<(17)より、1 時間あたりの熱供給量で比較しても、暖房用温水は消化ガスエンジ

ンの廃熱回収量だけではまかなえることが分かる。ゆえに、年間エネルギー削減量は 12 月～

3 月の吸収冷温水機の燃料消費量分となるため、 

4,555Nm3 × 46.05MJ/Nm3  =  209,758MJ/年 = 209.758GJ/年・・・(18) 

年間ランニングコストの削減費は、 

4､805m3 × 192.47 円/m3 =  924,818 円/年 = 924.818 千円/年・・・(19) 

イニシャルコストは 29,000 千円であるため、投資回収年数は、 

29,000 千円 ／ 924.818 千円/年 = 31 年・・・(20) 

CO2 削減量は、 

4,555Nm3 × 2.29 kg-CO2/Nm3 = 10,431kg-CO2/年・・・(21) 

表－４．２７にて、消化ガスエンジン廃熱の暖房利用のメリット試算結果をまとめた。 

 

表－４．２７ 消化ガスエンジン廃熱の暖房利用のメリット試算結果 

No. 項目   更新前 更新後 
メリット 

(更新前－更新後) 

1 年間消費エネルギー量 GJ/年 209.8 0 209.8 

2 年間消費電力量(原油換算) kL/年 5.41 0 5.41 

3 年間エネルギー費用 千円/年 925 0 925 

4 イニシャルコスト 千円 － 29,000 － 

5 投資回収年数 年 － 31 － 

6 年間 CO2 排出量 kg-CO2/年 10,431 0 10,431 

 

12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 合計
No. ⽇数 ⽇ 31 31 28 31 121
1 消化ガスエンジンの常時稼動可能台数 台 2.8 3.0 2.7 3.1 −
2 消化ガスエンジンの廃熱回収量 MJ 289,336 310,002 252,002 320,336 1,171,676
3 吸収冷温⽔機の都市ガス使⽤量 m3 364 1,365 1,621 1,455 4,805
4 吸収冷温⽔機の都市ガス使⽤量 Nm3 345 1,294 1,537 1,379 4,555
5 吸収冷温⽔機の熱供給量 MJ 11,122 41,709 49,531 44,459 146,822
6 判定(No.2>No.5：○、No.2＜No.5：×) − ○ ○ ○ ○ ○
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No.5. アモルファス変圧器への更新 

 

管理棟内には 1981 年製の変圧器が 3 台あり、老朽化している。この変圧器を高効率アモル

ファス変圧器に更新することを検討する。既設変圧器の仕様を表－４．２８にまとめた。 

 

表－４．２８ 既設変圧器の仕様 

変圧器名 相数 容量 電圧 製造年 無負荷損 負荷損 

  (φ) (kVA)     (W) (W) 

          定格時 定格時 

400V 動力変圧器 3 750 6600/440V 1981 1,550 9,500 

200V 動力変圧器 3 750 6600/210V 1981 1,550 9,500 

照明用変圧器 1 150 6600/210,105V 1981 350 1,900 

※損失値は同時期同仕様の弊社製品の代表的特性値とした。 

 

変圧器の損失を計算するためには、負荷率が必要になるため、負荷率を計算する。 

400V 動力変圧器の場合、平成 29 年度の電力月報から平均電力は 172kW、平均力率が 0.909

であることから負荷率は、 

172kW ／ 0.909 ／ 750kVA × 100 = 25.23%・・・(22) 

同様に他の変圧器に関して計算した結果を表－４．２９にまとめた。 

 

表－４．２９ 各変圧器の負荷率計算結果 

 

 

次に既設変圧器の損失を求める。変圧器の損失は、無負荷損＋負荷損、となるため、それぞれ

の損失を求める。400V 動力変圧器の場合を考える。無負荷損は負荷の大きさに関わらず一定

と考えることが出来るため、表－４．２８から 1,550W となる。負荷損は負荷率の 2 乗に比例

するため、表－４．２８、表－４．２９から、 

9,500W × 0.2523２ = 604.73W・・・(23) 

ゆえに、400V 動力の損失は、 

1,550W + 604.73W = 2,154.73W・・・(24) 

変圧器を常時稼動(年間 8760h 稼動)と仮定すると、年間損失電力量は、 

2,154.73W × 8760h ／ 1000 = 18875kWh・・・(25) 

同様に、他の変圧器の年間損失電力量を求めた結果を表－４．３０にまとめた。 

 

 

 

 

変圧器名 平均電⼒(kW) 平均⼒率 負荷率(%)
400V動⼒変圧器 172 25.23
200V動⼒変圧器 39 5.72
照明⽤変圧器 14 10.27

750
150

設備容量(kVA)
750

0.909
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表－４．３０ 既設変圧器の年間損失電力量 

No. 変電所名 

相

数 容量 電圧 無負荷損 負荷損 負荷率 年間の損失 

年間損

失 

    (φ) (kVA)   (W) (W) (％) 電力量 

電力量

料金 

          定格時 定格時   (kWh/年) (円/年) 

1 400V 動力変圧器 3 750 6600/440V 1,550 9,500 25.2 18,875 277,468 

2 200V 動力変圧器 3 750 6600/210V 1,550 9,500 5.7 13,850 203,599 

3 照明用変圧器 1 150 6600/210,105V 350 1,900 10.3 3,242 47,651 

  合計 － 1,650  － － － － 35,967  528,718 

  

既設変圧器の負荷率は表－４．３０から分かるように 3 台とも低いため、変圧器の容量を低減

することが可能であるため、本検討では、 

１．変圧器の容量を低減して更新する場合 

２．変圧器の容量を変えずに更新する場合 

の 2 ケースについて検討し、省エネ量、経済性を比較する。 

 

No.5-1  アモルファス変圧器への更新 (容量を低減する場合) 

既設変圧器の負荷率が低いため、容量の見直しから行う。平成 29 年度の各変圧器の 大負荷

を表－４．３１にまとめた。 

表－４．３１ 平成 29 年度における各変圧器の 大負荷(kVA) 

 

 

表－４．３１から、各アモルファス変圧器の仕様及び年間損失電力量は表－４．３２のようなる。 

 

表－４．３２ アモルファス変圧器の仕様及び年間損失電力量 

No. 変圧器名 

相

数 容量 無負荷損 負荷損 負荷率 年間の損失 年間損失 

(φ) (kVA) (W) (W) (％) 電力量 電力量料金 

    定格時 定格時   (kWh/年) (円/年) 

1 400V 動力変圧器 3 300 140 3,380 63.1 13,005 133,955 

2 200V 動力変圧器 3 150 75 2,130 28.6 2,184 22,490 

3 照明用変圧器 1 50 30 720 30.8 861 8,871 

合計 － 500 － － － 16,050 165,316 

※アモルファス変圧器は、弊社の Super アモルファス Zero C シリーズの特性値とした。 

 

変圧器名 最⼤負荷(kVA)
400V動⼒変圧器 245
200V動⼒変圧器 87
照明⽤変圧器 24
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ゆえに、年間の消費電力量は、表－４．３０、表－４．３２より、年間の電力削減量は、 

35,967kWh/年 － 16,050kWh/年 = 19,917kWh/年・・・(26) 

年間の削減エネルギー量は、 

19,917kWh/年 × 9.68kWh/MJ = 192,797MJ/年 = 192.797GJ/年・・・(27) 

年間のコストメリットは、 

35,967kWh/年 × 10.3 円/kWh － 16,050kWh/年×10.3 円/kWh = 205,145 円/年 

=205.145 千円/年・・・(28) 

CO2 削減量は、 

19,917kWh/年 × 0.463 kg-CO2/kWh = 9,222kg-CO2/年・・・(29) 

以上より、アモルファス変圧器への更新によるメリットは表－４．３３のようになる。 

 

表－４．３３ アモルファス変圧器への更新によるメリット試算結果(変圧器容量を低減する場合) 

No. 項目 更新前 更新後 
メリット 

(更新前－更新後) 

1 年間消費電力量 kWh/年 35,967 16,050 19,917 

2 年間消費エネルギー GJ/年 348 155 193 

3 年間消費電力量(原油換算) kL/年 8.98 4.01 5.0 

4 年間電力費 千円/年 370 165 205 

5 イニシャルコスト 千円 － 15,500 － 

6 投資回収年数 年 － 76 － 

7 年間 CO2 排出量 
kg-CO2/

年 
16,653 7,431 9,222 

 

No.5-2  アモルファス変圧器への更新 (容量を変えない場合) 

容量を変えずにアモルファス変圧器に更新した場合の、各アモルファス変圧器の年間損失電力

量は、表－４．３４のようになる。 

 

表－４．３４ アモルファス変圧器の年間損失電力量 

No. 変電所名 
相

数 
容量 

無負荷

損 
負荷損 負荷率 年間の損失 年間損失 

    (φ) (kVA) (W) (W) (％) 電力量 
電力量料

金 

        定格時 定格時   (kWh/年) (千円/年) 

1 400V 動力変圧器 3 750 330 6,000 25.2 6,229 64.15 

2 200V 動力変圧器 3 750 330 6,000 5.7 3,062 31.53 

3 照明用変圧器 1 150 50 1,780 10.3 603 6.22 

  合計 － 1,650 － － － 9,894 101.90 
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ゆえに、年間の消費電力量は、表－４．３０、表－４．３２より、年間の電力削減量は、 

35,967kWh/年 － 9,894kWh/年 = 26,073kWh/年・・・(30) 

年間の削減エネルギー量は、 

26,073kWh/年 × 9.68kWh/MJ = 252,387MJ/年 = 252.387GJ/年・・・(31) 

年間のコストメリットは、 

35,967kWh/年 × 10.3 円/kWh － 9,894kWh/年×10.3 円/kWh = 268,552 円/年 

=268.552 千円/年・・・(32) 

CO2 削減量は、 

26,073kWh/年 × 0.463 kg-CO2/kWh = 12,072kg-CO2/年・・・(33) 

以上より、アモルファス変圧器への更新によるメリットは表－３５のようになる。 

 

表－４．３５ アモルファス変圧器への更新によるメリット試算結果(変圧器容量を変えない場合) 

  項目 更新前 更新後 
メリット 

(更新前－更新後) 

1 年間消費電力量 kWh/年 35,967 9,894 26,073 

2 年間消費エネルギー GJ/年 348 96 252 

3 年間消費電力量(原油換算) kL/年 8.98 2.47 6.5 

4 年間電力費 千円/年 370 102 269 

5 イニシャルコスト 千円 － 22,000 － 

6 投資回収年数 年 － 82 － 

7 年間 CO2 排出量 
kg-CO2/

年 
16,653 4,581 12,072 

 

変圧器容量を低減する場合と、変更しない場合の比較結果を、表－４．３６にてまとめた。変圧器

容量を低減した場合は、イニシャルコストが低減できる。一方で、変圧器の容量を変更しない場合は、

年間電力損失量が小さく省エネの観点では優れているため、表－４．１０のメリット試算では、変圧

器の容量を変更しない場合にて試算した。 
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表－４．３６ 変圧器容量を低減する場合と、変更しない場合の比較結果 

 

ご参考 1 吸収冷温水機の冷水出口温度設定変更 

吸収冷温水機の容量は安全率等を見込んで設計されるのが一般的で、冷暖房ピーク負荷時期以

外は低負荷率・低効率運転となっている。管理棟に設置されている吸収冷温水機を、冷房ピーク

以外の時期は、冷水出口温度を 9℃～10℃に緩和することで省エネルギーを図ることが出来る。

図－４．２１に冷水出口温度設定のイメージ図を記載した。また、図―４．２２に吸収冷温水機

の冷水出口温度とガス消費率の関係を載せた。 

 

 

図－４．２１ 吸収冷温水機の冷水出口温度設定変更イメージ図 

 

No.5-1:変圧器容量低減 No.5-2:変圧器容量変更なし

1
400V動⼒:750kVA(負荷率25.2%)
200V動⼒:750kVA(負荷率5.7%)
照明  :150kVA(負荷率10.3%)

400V動⼒:300kVA(負荷率63.1%)
200V動⼒:150kVA(負荷率28.6%)
照明  :50kVA(負荷率30.8%)

400V動⼒:750kVA(負荷率25.2%)
200V動⼒:750kVA(負荷率5.7%)
照明  :150kVA(負荷率10.3%)

2 年間損失電⼒量 (kWh/年) 35,954 16,049 9,894

3 年間損失電⼒料⾦ (千円/年) 370.32 165 102

4 更新後の年間メリット⾦額
(既設損失−更新機器損失)

(千円/年) − 205.02 268.42

5 ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ(⼯事費込み） (千円) − 15,500 22,000

6 投資回収年数(No.5÷No.4) (年) − 76 82

容量

No. 既設変圧器
アモルファス変圧器への更新

冷却塔

吸収冷温⽔機
空
調
機

冷⽔出⼝温度の設定を上げることで吸収冷温⽔機の
効率が向上する。
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図－４．２２ 吸収冷温水機の冷水出口温度とガス消費率の関係 

 

図－４．２２より、冷水出口温度を下げるとガス消費量を低減できることが分かるが、 

既設吸収冷温水機は老朽化のため、現状冷水出口温度は常に 10℃を超えている。 

現状、冷水出口温度は 10℃以上で運用が出来ているため、吸収冷温水機を更新する際は、

冷水出口温度を仕様通り 6℃に設定する必要はなく、10℃に設定することが可能だと考えられ

る。 

 

 

ご参考 2 吸収冷温水機の冷却水入口温度設定変更 

 冷却水入口温度が低いほど吸収冷温水機の効率がよくなるので，冷房ピーク時は標準 32℃以

下とするよう管理し、それ以外の時期は設定を下げて省エネルギー運転を図ることが出来る。図

－４．２３に冷却水入口温度設定のイメージ図を記載した。また、図－４．２４に冷凍機の冷却

水入口温度と COP の関係図を載せた。 

 

図－４．２３ 吸収冷温水機の冷却水入口温度設定変更イメージ図 

冷却塔

吸収冷温⽔機
空
調
機

冷却⽔⼊⼝温度の設定を下げることで吸収冷温⽔機
の効率が向上する。
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図－４．２４ 吸収式冷凍機の冷却水入口温度と COP の関係 

 

図－４．２４より、冷却水入口温度を下げると COP が向上することが分かる。既設吸収冷

温水機の冷却水入口温度は、現状、冷却水入口温度は 30℃以下の低い冷却水温度で運用が出

来ているが、冷却塔を大型化し冷却水温度の低減を図ることにより、更にガス消費量を削減す

ることが出来る。 

 

ご参考 3 西側街路灯設置提案 

 浄水センターがレジリエンス拠点として機能するために、浄水センターの西側街路灯の設置

を検討した。街路灯の設置場所案は、図－４．２５のようになる。また、設置する街路灯は、

図－４．２６、設置後の LED 街路灯の夜間イメージ図が、図－４．２７となる。 参考とし

て、本提案の総費用(工事費含)は、24,000 千円(参考値)となる。 
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図－４．２６ 設置する街路灯案 

 

図－４．２５ 街路灯設置場所案 

 

 

 

LED 街路灯×6 台 

アダプタ×6 台 

ポール×6 台 
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図－４．２７ LED 街路灯設置後の夜間イメージ図 
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５）補助金＋ESCO 事業利用のご提案 

5)-1 補助金利用検討 

イニシャルコストの低減を図るため、補助金の利用を検討する。検討する補助金は、下記の 3

つとした。下記の補助金に各省エネ案が適用できるか検討を行う。 

 

① エネルギー使用合理化等事業者支援補助金(エネ合) 

② エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(エネ構) 

③ 下水道長寿命化支援事業 

 

① エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金は省エネ及びピークカット性能の高い機器及び設

備に対して交付される、本補助事業には大きく分けて、 

I. 工場・事業場単位 

II. 設備単位 

の 2 つの区分があるが、Ⅱの設備単位に関しては、 

1. 設備費のみが補助対象となる 

2. 補助額の上限が 1 事業あたり 30,000 千円までである 

ことから今回は I の工場・事業場単位に関して検討する。I の申請要件は、表－４．３７のよ

うになる。本省エネ提案で適用を検討する事業は、表－４．３７の(ア)省エネルギー事業であ

る。また、本補助金は ESCO 事業を適用する場合は、ESCO/S 契約に限る。(詳細は後述する。) 

 

表－４．３７ エネルギー使用合理化等事業者支援補助金Ⅰ工場・事業場単位申請要件 

 
 

【適用可能な省エネ案】 

・No.1 照明の LED 化 
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・No.2 高効率電動機への更新 

・No.3 吸収冷温水機⇒水冷式スクリューチラー冷凍機への更新 

・No.4 消化ガスエンジンの廃熱利用 

・No.5 アモルファス変圧器への更新 

上記の 4 つの省エネ案により、(ア)省エネルギー事業の申請要件 

・省エネ率：1%以上 

を満たすため、申請が可能となる。 

 

【補助率・補助金額】 

補助率は 大 1/3 であり、上記省エネ案では 大、 

263,800 千円 × 1/3  =  88,000 千円・・・(34) 

が補助される。 

 

② 下水道長寿命化支援事業 

 下水道長寿命化支援事業は、国土交通省が交付する社会資本整備総合交付金の基幹事業の１つ

である下水道事業、その中の 1 事業として指定されている。社会資本整備総合交付金の概要は、

図－４．２８のようになる。本補助事業の目的は、公募要領に以下のように記載されている。 

「下水道施設の健全度に関する点検・調査結果に基づき、「長寿命化対策」に係る計画を策定し、

当該計画に基づき、予防保全的な管理を行うとともに、長寿命化を含めた計画的な改築等を行う

ことにより、事故の未然防止及びライフサイクルコストの 小化を図ることを目的とする。」 

 

 

図－４．２８ 社会資本整備総合交付金の概要 

 

 

【適用可能な省エネ案】 
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 本補助事業の目的により、老朽化更新となる以下の省エネ案が適用可能である。 

・No.1 照明の LED 化 

・No.2 高効率電動機への更新 

・No.3 吸収冷温水機⇒水冷式スクリューチラー冷凍機への更新 

・No.5 アモルファス変圧器への更新 

 

【補助率・補助金額】 

補助率は 1/2 であり、上記省エネ案では、 

234,800 千円 × 1/2  =  117,400 千円・・・(35) 

が補助される。 

上記の検討結果を表－４．３８にまとめた。 

 

表－４．３８ 補助金適用検討結果 

No. 項目 

① エネルギー使用合

理化等事業者支援補助

金 

② 下水道長寿命化支

援事業 

大補助率 1/3 補助率 1/2 

1 照明の LED 化 ○ ○ 

2 高効率電動機への更新 ○ ○ 

3 
吸収冷温水機⇒水冷式スクリュー

冷凍機への更新 
○ ○ 

4 
消化ガスエンジン廃熱の

暖房利用 
○ × 

5 
アモルファス変圧器への

更新 
○ ○ 

補助額 大 88,000 千円 117,400 千円 

○：適用可能  ×：適用不可 

 

5)-2 補助金＋ESCO 事業利用検討 

補助金とESCO事業の組み合わせについて検討する。始めにESCO事業について説明する。ESCO

事業とは、70 年代に欧米で始まった「省エネルギーサービス事業」のことで、省エネルギー

に関する包括的サービスを提供し、改修に必要な経費をエネルギー削減から賄うビジネス形態

である。ESCO 事業の契約形態は、ESCO/S 契約と ESCO/G 契約の 2つに分かれるが、本検討では、

ESCO 事業者が資金調達と資産保有を行う ESCO/S 契約について説明する。 

ESCO/S 契約による ESCO 事業の概要図は、図－４．２９のようになる。図－４．２９のよう

に、通常 ESCO/S 契約による ESCO 事業では、ESCO 事業者が省エネ診断から、資金調達、保守、

検証までをトータルでサポートし、10 年～15 年の契約期間中、年間の省エネメリット金額か

らエネルギーサービスの対価を、顧客から頂く事業形態となる。顧客はイニシャルコストなし
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で機器の更新を行うことが出来る。 

※1 本検討は、ESCO 事業の実施に当たっては省エネ保証が必要になるため別途詳細検討が必

要となる。 

 

 
図－４．２９ ESCO 事業の概要 

 

本検討では、省エネ案 No.1～No.5 を実施するために、 

Case1  下水道長寿命化支援事業補助金 

Case2  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金＋ESCO/S 契約による ESCO 事業 

について検討する。(Case2 は、15 年契約、リースにより総額が 38%増とする) 

検討結果を表－４．３９にまとめた。 

 

表－４．３９ 補助金＋ESCO 事業の検討結果 

No. 項目 単位 
Case1 

下水道長寿命化事業 

Case2 

エネ合+ESCO 

1 改修費 千円 263,800 263,800 

2 補助額 千円 117,400 88,000 

3 初期費用 千円 146,400 0 

4 サービス料 千円/年 0 17,174 

5 省エネ年間メリット金額 千円/年 3,329 3,329 

6 年間メリット金額 千円/年 3,329 -13,845 

※2  費用は概算となります。 

※3  税抜き価格となります。 

 



２０８ 
 

また、参考として、年間のエネルギー費用低減要素として、以下の項目が考えられる。 

 

① 消化ガスエンジン(4 台)導入分の契約電力削減 

消化ガスエンジン(出力 25kW、補機動力 0.78kW)の発電電力による契約電力の削減分の

年間削減費用を検討する。今年度 4 台導入するので、削減可能な契約電力は、 

4 台 × ( 25kW － 0.78kW ) = 96.9kW・・・(36) 

ゆえに、年間削減費用は、 

2527 円/kW・月 × 96.9kW × 12 ヶ月 × 0.85 = 2,497,636 円/年・・・(37) 

 また、自家発補給電力費を 1 台分とすると、 

(25kW－0.78kW)×2527 円/kW・月×12 ヶ月×0.2 = 146,889 円/年・・・(38) 

よって、(37)－(38)から、2,350,747 円/年の年間削減費用が考えられる。 

 

② 消化ガスエンジン発電メリット金額 

 平成 29 年度の発電に使用可能な余剰消化ガスは 341,581Nm3 である。また、消化ガスエ

ンジン 1 台の燃料消費量は、定格出力で 78.1kW であり、消化ガスの発熱量(LHV)は

5.9kWh/Nm3 であるから、4 台の発電量は、 

341,581Nm3 × 5.9kWh/Nm3 ／ 78.1kW  × (25kW － 0.78kW) = 624,984kWh・・・

(39) 

よって、 

624,984kWh × 10.3 円/kWh =6,437,334 円/年・・・(40) 

の従量料金が削減可能である。また、4 台の年間メンテナンス費は、3,720,000 円/年である

ため。 

6,437,334 円/年 ― 3,720,000 円/年 = 2,717,334 円/年・・・(41) 

のメリットがあると考えられる。 

 

①、②のメリットを考慮する場合、Case1 及び Case2 の年間メリット金額は、 

 

Case1(下水道長寿命化事業)：8,397 千円/年 

Case2(エネ合+ESCO)  ：-8,777 千円/年 

 

となる。Case2 について、年間費用がどのように変化するかをにて図式化した。Case2 の①、②

を適用することで、毎年約 8,800 千円を 15 年間支払で老朽化更新＋消化ガスエンジンの廃熱暖房

利用が可能な試算となる。 
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図－４．３０ 浄水センター年間コスト比較 

 

Case1、Case2 の年間コストに関して、図－４．３１、図－４．３２それぞれにまとめた。Case1

の場合は、図－４．３１より年間コストが低減できるが、イニシャルコスト 1,464,00 千円が必要と

なる。Case2 の場合は、図－４．３２より ESCO 事業のサービス料金が必要なため、年間コストは

増大する。しかしながら、ESCO 事業であるため、Case1 にはない資金調達(イニシャルコスト不要)、

省エネ量検証を受けられる。また、15 年後はサービス終了となるためサービス料金を支払う必要が

無くなり、年間コストメリットが発生することが考えられる。 

 

 
図－４．３１ 下水道長寿命化支援事業補助金を活用した場合の年間コスト 

8,777 千円 
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図－４．３２ エネルギー使用合理化等事業者支援補助金＋ESCO/S 契約による 

ESCO 事業の場合の年間コスト 



２１１ 
 

６）結論 

本報告書で提案した省エネ案、 

No.1 「照明の LED 化」 

No.2 「高効率電動機への更新」 

No.3 「吸収冷温水機⇒水冷式スクリュー冷凍機への更新」 

No.4 「消化ガスエンジン廃熱の暖房利用」 

No.5 「アモルファス変圧器への更新」 

に関して、 

Case1：下水道長寿命化支援事業補助金活用 

Case2：エネルギー使用合理化等事業者支援補助金＋ESCO/S 契約による ESCO 事業、の 2 案に

よる導入を検討した。 

Case1 は初期費用の支払いがあるが毎年省エネ分のメリット金額が発生する。Case2 は初期費

用が 0 であるが、毎年サービス料金の支払いが生じる。 

浄水センターの設備に関しては照明等、すでに設備更新メリット金額が大きいものは更新している

ため、今回の提案は老朽化更新が主となり、費用対効果は悪い。 

 

また、唐津スマートレジリエンス拠点構築事業では、将来 EMS を導入する計画があり、No1.2.3.5

の更新設備や消化ガスエンジンの運用効率の向上が可能となるため、省エネ量及びメリット金額の増

加が期待できる。 

 

※本提案書に記載されている、省エネ効果量、金額等は全て参考値となります。 
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２．唐津ガスサテライトを活用した非常時電力供給に関する検討 

１）本検討の目的と内容 

大規模地震などの非常時において、安定的に電力をスマートレジリエンス拠点エリア内に供給

することは必要不可欠である。既設の非常用発電機は製造から約 35 年が経過し老朽化しており、

非常時の電力供給について検討が必要である。現在は A重油を燃料とした発電による非常時電力

供給を前提としているが、エネルギーの多様化の観点から都市ガスを燃料とした発電機を浄水セ

ンター内に新設することを検討する。 

 

２） 唐津瓦斯サテライト設備現地調査報告 

2)-1 日時  

2018 年 8 月 9 日(木) 15:30～17:00 

 

2)-2 場所  

唐津瓦斯㈱ 

 

2)-3 立会者及び実施者 

立会者 唐津瓦斯㈱：堀角様、北島様、坂本様 

実施者 ㈱日立製作所：鶴田、加藤 

 

   2)-4 入手資料 

①都市ガス組成表(表－４．４０参照) 

②H29 月別 LNG ローリー受け入れ台数(表－４．４１参照) 

 

表－４．４０ 都市ガス組成表 

 

N2 0.1 VOL%
C2H6 5.9 VOL%
C3H8 3.8 VOL%
N-C4H10 1.2 VOL%
I-C4H10 0.9 VOL%
I-C5H12 0.1 VOL%
CH4 88.0 VOL%
合計 100.0 VOL%
発熱量(HHV) 46.05 MJ/Nm3
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表－４．４１  H29 月別 LNG ローリー受け入れ台数 

 

 

2)-5 主な調査機器（添付：主要設備概要） 

図－４．３３は、唐津瓦斯㈱の LNG サテライト設備フロー図である。図－４．３３に現地調

査にて調査した主な機器の名称を記載し、その写真を図－４．３４～図－４．４１にて掲載

する。 

 

1⽉ 34台
2⽉ 33台
3⽉ 33台
4⽉ 24台
5⽉ 19台
6⽉ 20台
7⽉ 22台
8⽉ 23台
9⽉ 19台
10⽉ 18台
11⽉ 22台
12⽉ 33台
計 300台



２１４ 
 

 
図－４．３３ 唐津瓦斯㈱LNG サテライト設備フロー図 

LNG 貯蔵タンク 

LNG 加圧蒸発器 

BOG 加温器 

LNG 気化器 

天然ガス加温器 

天然ガスバッファータンク 

ミキシングタンク 

球形ガスホルダー 
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図―４．３４ LNG 貯蔵タンク 

 

 
図―４．３５ LNG 気化器 

 

【LNG 貯蔵タンク】 

唐津瓦斯では 3 基設置されており、1

基あたり 100kl の LNG が貯蔵可能。 

【LNG 気化器】 

唐津瓦斯では 3 基設置されている。

LNG を熱交換によりガス化させる

装置。 
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図―４．３６ BOG 加温機 

 

 

図―４．３７ LNG 加圧蒸発器 

【BOG 加温機】 

唐津瓦斯では 1 基設置されている。

LNG 貯蔵タンク内の液面から発生

する超低温ボイルオフガス (BOG: 

Boil Off Gas) を加温する装置。 

【LNG 加圧蒸発器】 

唐津瓦斯では 1 基設置されている。

LNG 貯蔵タンクの圧力差を保つた

めの装置。 
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図―４．３８ 天然ガス加温器 

 

図―４．３９ 天然ガスバッファータンク 

【天然ガス加温器】 

唐津瓦斯では 1 基設置されている。

気化 LNG(天然ガス)を加温する装

置。 

【天然ガスバッファータンク】 

唐津瓦斯では 1 基設置されている。

天然ガスの発生量及び使用量の変動

を緩和するための装置。 
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図―４．４０ ミキシングタンク 

 

 

図－４．４１ 球形ガスホルダー 

 

2)-6 施設使用状況、ヒアリング内容 

① 都市ガスの 大製造能力及び 大供給圧力  

  ⇒ 大製造能力：2,020Nm3/h、 大供給圧力：0.07MPa 

② 都市ガスの発熱量 

⇒46.05MJ/Nm3(HHV) 

  ※都市ガスの成分表を入手した。 

【ミキシングタンク】 

唐津瓦斯では 2 基設置されている。

付臭剤と天然ガスを混合する装置。 

【球形ガスホルダー】 

唐津瓦斯では 1 基設置されている。

都市ガスを貯蔵する装置。 
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③ 都市ガスの料金 

     ⇒CIF 価格、ガス使用量等により料金は変動する。 

④ LNG 貯蔵タンク残量下限値 

⇒タンク容量の 20％。一基あたり 100kL の LNG が貯蔵可能であるので、残量下限値時の

LNG 貯蔵量は、 

100kL × 0.46(液比重) × 20% ＝ 9.2t =9,200,000g ・・・(1) 

気化した場合の体積は、 

9,200,000g × 0.0224Nm3/mol ／ 16g/mol = 12,880Nm3・・・(2) 

⑤ ローリーによる補給頻度 

⇒1日(平日)×1回×10t 

  各月のローリー受け入れ台数表を入手した。 

⑥ 災害時におけるガス会社としての対応方針 

⇒中圧ガス配管は大地震に耐久性あり、災害時は基本的には低圧ガスの供給を止め、中圧

ガスを供給する。タンクには平均 7割ガスが貯蔵されており、ローリーによる補給が停止

しても 3日は供給エリア全域に供給可能である。 

ヒアリング事項を表－４．４２にまとめた。 

 

表－４．４２ 唐津瓦斯㈱ヒアリング内容まとめ 

大製造能力 2020 Nm3/h 

大圧力 0.07 MPa 

都市ガスの発熱量 46.05(HHV) MJ/Nm3 

貯蔵可能量 100×3 kL 

補給頻度 10 t/日(平日) 

貯蔵タンク残量下限値割合 20 % 
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３）発電機の選定と設置場所に関する検討 

3)-1 発電機の選定 

今回導入を検討する発電機を、下記のガスエンジン発電機とする。 

・製品名     ：GE 製ガスエンジン 

・型式     ：JM420GS-N.L 

・発電出力 ：1000kW(60Hz)（非連系時：700kW） 

・燃料消費量 ：208Nm3/h（185Nm3/h：600kW 発電の場合） 

・補機動力 ：70kW  

選定理由は下記の 2つである。 

①  発電出力 

浄水センターの契約電力が 600kW であるため、レジリエンスの観点から発電機の出力は

600kW 程度が適している。上記のガスエンジンの発電出力は系統連系時 1000kW（非連系時

700kW）であり、消化ガスとの混焼が可能であることを考慮して選定した。 

② 消化ガスと都市ガスの混焼運転が可能 

    浄水センターでは消化ガスが発生するため、本検討においては消化ガスを使用した発電と

することが望ましい。上記のガスエンジンは、都市ガスと消化ガスの混焼が可能である。混

焼を可能とする主な技術に、ガスエンジンコントローラがあり、この機器により、消化ガス

と都市ガスの流量が制御され、結果としてガスエンジンの出力が制御可能となる。(図－４．

４２参照) 

 

 

図－４．４２ 混焼制御の概念図 

 

3)-2 非常時の発電機連続運転可能時間の推定 

3)-1 にて選定した発電出力 1000kW のガスエンジンが、非常時に連続運転可能な時間を、ガス
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供給元となる唐津瓦斯の供給能力から試算する。 

非常時、唐津瓦斯への LNG 補給が止まった場合を想定する。貯蔵タンク(1 基 100kL)には平

均して 1 基 7 割の LNG が貯蔵されている。2基には LNG が貯蔵されておらず、7 割充填されて

いる1基のLNGを全てガスエンジンに使用すると仮定したとき、貯蔵されているLNGの質量は、

(2)から、 

 46,000,000g × 0.0224Nm3/mol ／ 16g/mol × 70% ／ 185Nm3/h=244h・・・(3) 

   故に、 

244h ／ 24h/日 = 10.1 日・・・(4) 

運転可能となる。非常時におけるガスの供給先は浄水センターだけではないので、50%の LNG

が使用できると仮定して約 5 日程度は運転可能となる。 

 

3)-3 発電機の設置場所 

発電機の機器配置においては、廃熱の有効利用先に近接することが重要である。この点を考

慮すると、配置案は図－４．４３のようになる。図－４．４３より、発電機設置には、10m×

19m のスペースが必要になる（廃熱回収設備付）。また、発電機の廃熱利用先を、温水プール

と管理棟の吸収冷温水機の２つを候補とし、発電機設置場所を 3案挙げる。(図－４．４４参

照) 

 

 

図－４．４３ 発電機の機器配置案（廃熱回収あり） 
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図－４．４４ 発電機設置場所案 

 

設置場所案 1～3 に関して、以下の点に関して比較を行った 

① 廃熱利用先の熱利用量 

② 温水配管及び消化ガス配管敷設の簡便さ 

③ レジリエンスの観点 

 

 

① 廃熱利用先の熱利用量 

 廃熱回収先の候補となる吸収冷温水機(暖房時期)及び温水プールへの熱需要を試算した。 

 

吸収冷温水機の平成 29 年度の都市ガス使用量(暖房時期)を表－４．４３にてまとめた。 

 

表－４．４３ 平成 29 年度 吸収冷温水機都市ガス使用量及び熱量換算 

 
※1 都市ガスの発熱量は 11.29kWh(LHV)とした。 

 

また、温水プールの平成 29 年度 LP ガス使用量及び温水ボイラーによる温水プールへの熱供給量

を表－４．４４にてまとめた。 

 

No. 項⽬ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 合計
1 都市ガス使⽤量(m3) 15℃ 1気圧 364 1,365 1,621 1,455 4,805
2 都市ガス使⽤量(Nm3)0℃ 1気圧 345 1,294 1,537 1,379 4,555
3 使⽤熱量(kWh) 3,896 14,608 17,348 15,571 51,423

発電機設置場所案 1 

(汚泥消化棟裏) 

発電機設置場所案 2 

(ゲートボール広場) 

発電機設置場所案 3 

(管理棟 既設設置場所) 
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表－４．４４ 平成 29 年度 温水プール LP ガス使用量及び熱量換算 

 
※2 LP ガスの発熱量は 90.64MJ/m3 (LHV、25℃、100kPa) 

※3 温水ボイラーの効率を 90%とした。 

 

ここで、GE 製ガスエンジンの温水廃熱回収量は、600kW 運転時に 274kW であるから、現状の 大負

荷時に運転すると、 

274kW×24h×365 日 = 2,400,240kWh・・・(5) 

の熱量を使用することになる。吸収冷温水機で 153,552kWh、温水プールで 309,787kWh の熱量

を使用していることから合計 463,339kWh となり、発電機による廃熱利用は十分に余裕があると

考えられる。 

 

② 温水配管及び消化ガス配管敷設 

案 1、案 2、案 3 にて、温水配管及び消化ガス配管を敷設した場合について比較する。 

 

案 1：汚泥消化棟裏～管理棟 

案 1 の場合は、図―４．４５のように、温水配管を約 160m、消化ガス配管を約 100m 敷設す

ることになる。 

 

図－４．４５ 案 1 の場合の温水配管及び消化ガス配管 

No. 項⽬ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉
1 LPガス使⽤量(m3)※15℃ 1気圧 1,229 1,176 579 23 0 242
2 LPガス使⽤量(m3)※25℃  100kPa 1,289 1,233 607 24 0 254
3 使⽤熱量(MJ) 111,397 106,593 52,481 2,085 0 21,935
4 使⽤熱量(kWh) 30,943 29,609 14,578 579 0 6,093
5 温⽔ボイラーへの熱供給量 27,849 26,648 13,120 521 0 5,484

No. 項⽬ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 合計
1 LPガス使⽤量(m3)※15℃ 1気圧 999 1,546 1,564 1,503 1,960 1,483 12,304
2 LPガス使⽤量(m3)※25℃  100kPa 1,047 1,621 1,640 1,576 2,055 1,555 12,900
3 使⽤熱量(MJ) 90,549 140,129 141,752 136,241 177,654 134,419 1,115,235
4 使⽤熱量(kWh) 25,153 38,925 39,376 37,845 49,348 37,339 309,787
5 温⽔ボイラーへの熱供給量 22,637 35,032 35,438 34,060 44,414 33,605 278,809

発電機設置場所案 1 

(汚泥消化棟裏) 

管理棟 

温水配管 

約 160m 

消化ガス配管 

約 100m 
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案 2：汚泥消化棟～ゲートボール広場～温水プール 

案 2 の場合は、のように、温水配管を約 80m、消化ガス配管を約 320m 敷設することになる。 

 

図－４．４６  案 2 の場合の温水配管及び消化ガス配管 

 

図―４．４５、図―４．４６より、案 2 の方が配管距離の合計が長くなり、敷設に伴う費用

が高くなることが予想される。 

 

案 3：管理棟１F 既設非常用発電機設置場所（廃熱回収なし） 

案 3 の場合は設置エリアに制約があり、廃熱回収は行わないことが前提となる。（図－４．４

７） 

 

図－４．４７ 案 3 の場合の消化ガス配管 

 

案３は既設非常用発電機の更新となるため、法規中にて定義されている「非常用発電機」の要件

を満たす必要がある。ここで、案 1～3 にて想定している発電機を表－４．４５にて整理する。 

発電機設置場所案 2 

(ゲートボール広場) 

温水配管 

約 80m 
消化ガス配管 

約 320m 

発電機設置場所案 3 

(既設設置場所) 

消化ガス配管 

約 250m 
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表－４．４５ 案 1～3 における発電機の種類 

 

 

案 3 にて、導入を検討しているガスエンジンが非常用発電機となるためには、以下の要件を満

たす必要がある。 

 

1. 消防法 

ａ）40 秒以内に電圧確立を行うこと 

ｂ）60 分以上定格運転を継続できること 

ｃ）燃料は 2 時間以上の容量を保有しておくこと 

ｄ）規定された保護装置及び表示を具備しておくこと 

ｅ）規定されたキュービクル外箱であること(認定が必要) 

2. 建築基準法 

ａ）40 秒以内に電圧確立を行うこと 

ｂ）30 分以上防災設備に電源供給できること 

消防法のｃ)等など、本報告書で選定した GE 製ガスエンジンでは要件を満たさない。しかしな

がら、他メーカーにおいては、ガスエンジンにて非常用発電機として認定を受けているため、設置

場所、非常用兼用とするか、消化ガスとの混焼を行うのか、廃熱利用先を考慮して機種選定を行う

ことを推奨します。 

 

③ レジリエンスの観点 

発電電力の利用に関しては、系統連系を行うため設置場所による違いはない。廃熱の用途という

点で、案１は管理棟の暖房ニーズ、案２は、温水プールのシャワーの温熱源となりうる。案３は廃

熱回収ができないため、案１、２と比較すると劣る。 

 

唐津瓦斯サテライト設備の調査および浄水センター内の調査の結果から、安定してガス供給が可

能でかつ、設置場所も確保できることから、唐津瓦斯サテライト設備を利用したガスエンジン発電

機の導入は可能といえる。 

 

参考として、 (1)既設 DEG と(2) GE 製ガスエンジンを非常用発電機として使用した場合の比較

結果を表－４．４６にまとめた。 

 

  

 

案1 案2 案3
⾮常⽤発電機 既設DEG 既設DEG 新設発電機
常⽤兼⾮常時電⼒供給⽤の発電機 新設発電機 新設発電機 −
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表－４．４６ 非常用発電機の比較表 

 
 

表－４．４６より既設の DEG は、製造から 35 年が経過し老朽化している。また、連続稼働時

間が GE ガスエンジン(1000kW)と比較して短い。 

 

４）結論 

唐津瓦斯サテライト設備を調査した結果、中圧配管が浄水センターまで敷設されており、サテライ

ト設備においても一定量のガスを貯蔵していることから、非常時に安定したガス供給が可能である。

このことから唐津瓦斯サテライト設備を活用した非常時電力の供給は、ガスエンジン発電機の導入に

より可能といえる。 

 

導入にあたっては、余剰消化ガスの有無および補助金獲得の可能性、設置場所による廃熱回収の可

否、常用・非常用発電機として兼用とする等、多面的にガスエンジン発電機導入の検討を行うことを

お勧めします。 

 

＊本検討書に記載した費用やメリット金額等は参考値としています。 

 

  

No. ⽐較項⽬ (1)既設ディーゼル発電機 (2)GE製ガスエンジン(1000kW)

1 仕様

・製造者名  ：安川電機
・定格容量  ：1250kVA
・製造年⽉⽇ ：1983年2⽉
・燃料：油
・燃料タンク容量 ：15,000L

・製造者名：GE
・発電出⼒ ：1000kW
・燃料 ：都市ガスと消化ガスの混焼
・供給⽅式：ガス配管による供給

2
⾮常時における
連続稼働時間

約36時間
約5⽇間

※サテライトへの補給が途絶えた場合

3 初期費⽤ 約150,000千円（更新の場合）
約300,000千円（廃熱回収なし）
約350,000千円（廃熱回収あり）

4 問題点
⽼朽化している。

※製造から約35年経過
廃熱回収を⾏い、且つガス料⾦が40円/Nm3以下

がコストメリットありの条件となる
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第５章 スマートレジリエンス構想の実現に向けた調査 

 

１．はじめに 

   スマートレジリエンス構想を実現していくためには、多面的価値の評価が必要となる。しかし

ながら、それらを客観的に評価する手法が存在しない。そこで、本章では、前章までに得られた

FS 調査結果に対して、スマートレジリエンス構想に資する評価軸をエネルギーの有効利用とい

う観点から試行的に設定し、定量評価を試みた。また、スマートレジリエンス構想の発展的な展

開の参考として、清掃工場や下水処理施設における先進的な事例を整理した。 
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２．スマートレジリエンス構想に適合した指標の提案と評価～エネルギーの有効利用に着目して～ 

  １）評価対象ケース 

   本章では、前章までの消化ガスの有効利用方法に着目した評価を試行した。評価対象としたケ

ースを表－５．１に示す。 

 

表－５．１ 評価対象ケース 

検討 

パターン 

廃熱供給先 
消化ガスエンジン 

導入台数 吸収式冷温水機 温水プール 
汚泥乾燥用

ボイラ 

STEP1 × × × 4 台 

Case1 × × ○ 4 台 

Case2 × ○ × 4 台 

Case3 ○ × × 4 台 

Case4 × ○ ○ 4 台 

Case5 × ○ ○ 5 台 

Case6 × ○ ○ 6 台 

 

  ２）評価指標の提案 

   非常時のエネルギー拠点化や避難所としての機能提供などスマートレジリエンス拠点として

の役割の役割はさまざまであり、それらを総合的かつ包括的に評価する指標はない。そこで、こ

こでは、FS から得られた情報に基づき評価可能な 4 つの評価指標を提案する。具体的には、「エ

ネルギーの自立化」に関する目安として、①発電電力量、②エネルギー自給率、③廃熱利用率、

④消化ガス利用率である。以下に提案する指標の定義式をそれぞれについて述べる。 

 

① 発電電力量（MWh/年）・ガスエンジン出力（kW） 

いわゆる拠点における「創エネルギー量」に相当する指標である。この値が大きいほど、エ

ネルギー拠点としての価値が高いといえる。発電電力量は、式(1)により求めた。また、その

際の消化ガスエンジンの定格出力（kW）も併せて、指標とした。 

 

発電電力量 MWh/年

消化ガスエンジン定格出力 kW 補機動力	 kW

運転可能台数 稼働日数 24h
1

1000
 

(1) 

 

② エネルギー自給率（％） 

文字どおり、浄水センター内のエネルギー需要に対して、どの程度、自給が可能かを表現

する指標である。ここでは、電力自給率と温水プールに排熱供給した場合の温水プールの熱

量自給率を算出した。電力自給率は、唐津市浄水センターの契約電力 600kW に対する導入

ガスエンジンの合計出力の割合とした。以下の式(2)を用いて算出した。 
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電力自給率	 %

消化ガスエンジン定格出力 kW 補機動力 kW 運転可能台数 	
600

100 
(2) 

 

     この値が、100%に近いほど、平常時と同等の能力を確保できることを意味する。 

     温水プールの熱量自給率は、温水プール用ボイラの必要熱量に対する温水ボイラへの廃熱

供給量の割合と定義する。まず、式(3)より、消化ガスエンジンからの廃熱回収量を求める。

この際、配管によるロスを簡易的に 10%と設定している。温水プールの熱量自給率は、式(4)

より求める。この値が大きいほど、非常時のシャワー等の温熱源が確保できることを意味す

る。 

 

廃熱回収量	 KWh/月

消化ガスエンジンの廃熱回収量 kW T 運転可能台数 0.9 
(3) 

      

温水プールの熱量自給率%
年間温水ボイラ使用熱量 LPガス購入量

年間温水ボイラ使用熱量
 (4) 

 

 

③ 廃熱利用率（%） 

廃熱利用率は、導入したガスエンジンの合計廃熱回収量に対する廃熱供給先で使用される

廃熱量の割合と定義した。ガスエンジンの年間合計廃熱回収量を式(5)より算出すると、廃熱

利用率は、式(6)より算出される。廃熱利用率が高いと、未利用エネルギーが少なく効率

的なエネルギー利用ができていることを意味する。 

 

年間合計廃熱回収量	 kWh/年

消化ガスエンジン廃熱回収量 kW 運転可能台数 稼働日数

24h 0.9 

(5) 

 

廃熱利用率％
各廃熱供給先の使用廃熱量

年間合計廃熱回収量
100 (6) 

 

④ 消化ガス利用率（%） 

消化ガス利用率とは、年間で発生する消化ガス量に対する消化ガスエンジンや汚泥乾

燥用ボイラで消費される消化ガス量の割合と定義した。年間で発生する消化ガス量は

633220Nm3/年であり、消化ガスの低位発熱量は 5.9kWh/Nm3であるから、以下の式(7)

より、年間消化ガス発生量をエネルギー換算できる。また、消化ガスエンジンの消化ガ

ス消費量は、式(8)より算出できる。式(7)と(8)で算出した値を式(9)に代入することで、

消化ガス使用率を算出できる。 
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年間消化ガス発生量 MWh/年
633220Nm /年 5.9kWh/Nm

1000
3736MWh/年 (7) 

 

消化ガスエンジンの消化ガス消費量 MWh/年

消化ガスエンジン燃料消費量 kW 運転可能台数 24h

稼働日数
1

1000
 

(8) 

 

消化ガス利用率
導入ガスエンジン消化ガス消費量 MWh/年

3736MWh/年
 (9) 

 

ただし、STEP1、Case2、Case3 では,消化ガスを汚泥乾燥用ボイラに直接供給してい

るため、式(9)の分子に、汚泥乾燥用ボイラの消化ガス使用量を含めて計算する。汚泥乾

燥用ボイラの年間消化ガス使用量は、121548Nm3/年で低位発熱量は 5.9kWh/Nm3とし

て式(10)を用いて算出した。 

 

汚泥乾燥用ボイラーの年間消化ガス使用量 MWh/年

121548Nm /年 5.9kWh/Nm
1000

717MWh/年 
(10) 

消化ガス使用率を算出することで、発生した消化ガスの有効利用量を把握することが

できる。消化ガス利用率が高いほど、再生可能エネルギーを有効活用できているといえ

る。 
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  ３）各 Case のエネルギーフロー 

① STEP1 

STEP1 におけるエネルギーフローを図－５．１に示した。STEP1 は、2019 年 3 月

以降から既に導入が決まっている 25kW 消化ガスエンジン 4 台を導入したパターンで

ある。余剰消化ガス燃焼装置で処理していた発生消化ガスの 54%をガスエンジンに投入

して発電している。運転可能台数は、式(6)より、平均 2.9 台であることがわかり、消化

ガスエンジンの稼働率は 73%である。また、廃熱利用先がないため、廃熱が有効利用さ

れていない。 

 

 

 

図－５．１ STEP1 におけるエネルギーフロー 

  

【特徴】 

・消化ガスエンジン（以下ＧＥ）４台導入

により消化ガス発電が可能 

【エネルギー・レジリエンス観点】 

・ＧＥ導入により発電量が増加 

・ＧＥの廃熱利用は行っていない 

3736MWｈ/年 

717MWｈ/年 

2015MWｈ/年 

54% 

163MWｈ/年 

123MWｈ/年 

40MWｈ/年 

607MWｈ/年 
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② Case1 

Case1 におけるエネルギーフローを図－５．２に示す。Case1 は、消化ガスエンジン

の廃熱を汚泥乾燥用ボイラに供給するパターンである。廃熱利用率は 57%と高く、汚

泥乾燥用ボイラに廃熱供給することで消化ガス発生量の 71%をガスエンジンで使用で

きるため、発電量も向上する。 

 

 

図－５．２ Case1 におけるエネルギーフロー 

  

【特徴】 

・汚泥処理に温水供給することでＧＥ 

稼働率１００％ 

【エネルギー・レジリエンス観点】 

・汚泥加温に熱供給することでＧＥの 

消化ガス使用量が増加し、発電量も 

増加 

・ＧＥ廃熱利用率 57% 

廃熱利用率:57% 

3736MWｈ/年 

71% 

717MWｈ/年 

528MWｈ/年 

163MWｈ/年 

123MWｈ/年 

40MWｈ/年 

826MWｈ/年 826MWｈ/年 
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③ Case2 

Case2 におけるエネルギーフローを図－５．３に示す。Case2 は、4 台導入した消化ガ

スエンジンの廃熱を温水プール用ボイラで利用するパターンである。廃熱利用率は 41%

と吸収式冷温水機での廃熱利用率よりは高いことがわかる。しかし、温水ボイラ LP ガ

ス使用量に対して、式(3)で算出した廃熱回収量が不足する月があり、夏期以外の多く

の月で LP ガスの購入が必要となる。そのため、温水プールの熱量自給率は 100%とは

ならない。しかし、非常時の廃熱供給先の役割の観点から考察すると、温水プールに廃

熱供給することで、非常時における仮設のシャワーや浴槽の温熱源の確保が可能である

といえる。 

 

 

図－５．３ Case2 におけるエネルギーフロー 

  

【特徴】 

・温水プールへの温水供給でＬＰガス 

購入量が減少 

【エネルギー・レジリエンス観点】 

・ＧＥ廃熱利用率 41% 

・非常時における仮設のシャワーや浴槽

の温熱源の確保が可能 
※夏季以外の時期は廃熱だけでは温水加温が賄えない 

廃熱利用率:41% 

3736MWｈ/年 

717MWｈ/年 

2015MWｈ/年 

54% 

163MWｈ/年 

123MWｈ/年 

40MWｈ/年 

607MWｈ/年 

917MWｈ/年 

379MWｈ/年 

538MWｈ/年 
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④ Case3 

Case3 におけるエネルギーフローを図－５．４に示す。Case3 は、4 台導入した消化

ガスエンジンの廃熱を吸収式冷温水機で利用するパターンである。温水として回収する

廃熱のため、暖房時期の利用しかできず、廃熱利用率は 4%と低い。しかし、レジリエ

ンスの観点からみると、冬期の非常時に消化ガスエンジンが運転可能な状況であれば、

避難所として浄水センターが利用された際の暖房利用が可能となることは評価すべき

点である。 

     

  

 

図－５．４ Case3 におけるエネルギーフロー 

  

廃熱利用率:7% 

【特徴】 

・吸収冷温水機への温水供給で都市ガ

ス購入量が減少 

 

【エネルギー・レジリエンス観点】 

・暖房時期のみの利用となりＧＥ廃熱 

利用率 4% 

・冬季の非常時に暖房利用が可能 

3736MWｈ/年 

717MWｈ/年 

2015MWｈ/年 

54% 

40MWｈ/年 

877MWｈ/年 

4% 

917MWｈ/年 

123MWｈ/年 

123MWｈ/年 

607MWｈ/年 
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⑤ Case 4 

Case4 におけるエネルギーフローを図－５．５に示す。Case4 は、消化ガスエンジ

ン 4 台の廃熱を温水プールと汚泥乾燥用ボイラに廃熱供給するパターンとなっている。

汚泥乾燥用ボイラに廃熱供給することで、発電量の向上が可能なうえ、温水プール用ボ

イラへの廃熱供給も行うことで廃熱利用率は 76%と高くなっている。また、温水プール

用ボイラへ廃熱供給することでレジリエンス的にも優先度が高いといえる。 

 

 
図－５．５ Case4 におけるエネルギーフロー 

  

廃熱利用率:76% 

【特徴】 

・２つの熱供給先を用意し、廃熱利用率

が向上 

 

【エネルギー・レジリエンス観点】 

・GE 廃熱利用率 76% 

・非常時における仮設のシャワーや 

温浴の温熱源の確保が可能 ※夏季以外の時期は廃熱だけでは温水加温が賄えない 

3736MWｈ/年 

71% 

163MWｈ/年 

123MWｈ/年 

40MWｈ/年 

951MWｈ/年 

294MWｈ/年 

826MWｈ/年 
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⑥ Case5 

Case5 におけるエネルギーフローを図－５．６に示す。Case5 は、消化ガスエンジ

ンを 1 台増設し、消化ガスエンジン 5 台で発電を行い、温水プール用ボイラと汚泥乾

燥用ボイラへ廃熱供給するパターンとなっている。汚泥乾燥用ボイラへ廃熱供給した場

合は、平均 5.4 台のガスエンジンが運転可能なため、消化ガスエンジン 5 台で運転する

場合でも稼働率は 100%を保つことができ、発電量が向上する。しかし、消化ガスエン

ジンを増設することで廃熱回収量も増加するため、廃熱利用率は Case4 より減少し、

70%となる。 

 

 
図－５．６ Case5 におけるエネルギーフロー 

 

  

廃熱利用率:70% 

【特徴】 

・ガスエンジン増設で発電量増加 

・GE 増設により、廃熱利用率は減少 

・GE2 台創設し、消化ガスの残ガス量 

11%に減少 

【エネルギー・レジリエンス観点】 

・GE 廃熱利用率 70% 

・非常時における仮設のシャワーや 

温浴の温熱源の確保が可能 ※11 月は廃熱だけでは温水加温が賄えない 

3736MWｈ/年 

163MWｈ/年 

123MWｈ/年 

40MWｈ/年 

1557MWｈ/年 

1082MWｈ/年 

475MWｈ/年 

1033MWｈ/年 
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⑦ Case6 

Case6 におけるエネルギーフローを図－５．７に示す。Case6 は、消化ガスエンジ

ンを 2 台増設し消化ガスエンジン 6 台で発電を行い、温水プール用ボイラと汚泥乾燥

用ボイラへ廃熱供給するパターンとなっている。汚泥乾燥用ボイラへ廃熱供給した場合

は、平均 5.4 台の消化ガスエンジンを運転することができ稼働率は 91%となる。Case5

と同様に、消化ガスエンジンを増設することで発電量が向上するが、廃熱利用率は減少

することがわかる。 

 

 
 

図－５．７ Case6 におけるエネルギーフロー 

  

廃熱利用率:65% 

【特徴】 

・ガスエンジン増設で発電量増加 

・GE 増設により、廃熱利用率は減少 

・GE2 台創設し、消化ガスの残ガス量 

3%に減少 

【エネルギー・レジリエンス観点】 

・GE 廃熱利用率 65% 

・非常時における仮設のシャワーや 

温浴の温熱源の確保が可能 ※11 月は廃熱だけでは温水加温が賄えない 

3736MWｈ/年 

163MWｈ/年 

123MWｈ/年 

40MWｈ/年 

1684MWｈ/年 

1096MWｈ/年 

772MWｈ/年 

1118MWｈ/年 
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  ４）各 Case の比較・考察 

    各検討パターンの評価結果を表－５．２に示す。電力自給率の括弧内の数値は、再生可

能エネルギーによる電力自給率を示す。 

    これらの結果より、汚泥乾燥用ボイラへ廃熱供給することで、発電電力量が向上すること

がわかる。また、消化ガスエンジンを増設することでも発電量は当然ながら向上している。

ガスエンジン出力と電力自給率をみると、消化ガスエンジンの導入だけでは、唐津市浄水セ

ンターの契約電力 600kW を賄うことはできない。温水プール熱量自給率をみると、温水プー

ル用ボイラのみに廃熱供給する Case2 では、半分しか自給することができず、汚泥乾燥用ボ

イラへの廃熱供給と組み合わせることで自給率の向上が望める。Case5 と Case6 では、約

100%自給することが可能で,ガスエンジンの廃熱のみで温水プール用ボイラの必要熱量を賄

うことが可能となる。廃熱利用率でみると、汚泥乾燥用ボイラと温水プールに廃熱供給する

ことで、利用率の向上が見込めるのに対して、吸収式冷温水機への廃熱供給では利用率が 7%

しか向上しない。廃熱利用率が も高いのは、消化ガスエンジン 4 台導入し、温水プール用

ボイラと汚泥乾燥用ボイラに廃熱供給する Case4 であり、ガスエンジンの合計出力が向上す

るにつれて廃熱利用率が低下することが確認できる。消化ガス利用率をみると、

STEP1~Case4 は 71～73%とほぼ一定であるが、消化ガスエンジンの増設で消化ガス利用率

の向上が望める。非常時の廃熱供給先の役割からみると、吸収式冷温水機への廃熱供給は、

非常時の冬期における暖房利用が可能になることや温水プール用ボイラへの廃熱供給で、非

常時の仮設のシャワーや浴槽の温熱源の確保が可能となることが挙げられる。 

    これらの値の基づき、どの Case が 良かを判断するためには、各指標の重みづけを行

い、統合化を図る必要がある。実際には、専門家、地域住民等の意向を踏まえたパネル法

を用いることが考えられるが、ここでは、得られた指標の順位に基づき、簡易的な評価を

行った。表５－３は、各 Case の順位を示し、単純に各評価指標における順位を合計した点数

が 10 点未満を◎、20 点未満を〇、30 点未満を△としている。この結果からみると、Case6

が も優れ、Case5、4 がそれに次ぐ形となっている。今回の評価では、エネルギー利用の有

効性を中心に評価しているが、よりレジリエンスに関連した評価軸を加えることが今後、必要

になってくると考える。 
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表－５．２ 各検討パターンの評価結果 

番号 パターン STEP1 Case1 Case2 Case3 Case4 Case5 Case6 

①  

発電電力量 

MWh/年 
607 826 607 607 826 1033 1118 

ガスエンジン出力 

kW 
73 100 73 73 100 125 137 

②  

電力自給率 

% 
12 16 12 12 16 20 22 

温水プール熱量自給率 

% 
0 0 50 0 77 99 99 

③  
廃熱利用率 

% 
0 57 41 4 76 70 65 

④  
消化ガス利用率 

% 
73 71 73 73 71 89 97 

 

表－５．３ 各検討パターンの順位による重みづけ点数評価 

番号 パターン STEP1 Case1 Case2 Case3 Case4 Case5 Case6 

①  

発電電力量 

MWh/年 
4 3 4 4 3 2 1 

ガスエンジン出力 

kW 
4 3 4 4 3 2 1 

②  

電力自給率 

% 
4 3 4 4 3 2 1 

温水プール熱量自給率 

% 
4 4 3 4 2 1 1 

③  
廃熱利用率 

% 
7 4 5 6 1 2 3 

④  
消化ガス利用率 

% 
3 3 3 3 3 2 1 

合計点数（順位） 

点 
26 (7) 20 (4) 23 (5) 25 (6) 15 (3) 11 (2) 8 (1) 

総合評価 △ △ △ △ 〇 〇 ◎ 
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３．レジリエンス拠点の構築に向けた参考事例の調査 

  １）防災拠点としての清掃工場 

 類似施設における取り組み事例として、清掃工場の防災拠点化が参考となる。図－５．８は、

日本機械学会・環境工学部門によって、提案された「防災拠点としての清掃工場」のコンセプト

である。こうした政策にも取り込まれ、エネルギー自立等の機能を有した清掃工場が運用開始し

ている。その代表的な例が、表－５．４および図－５．９に示した。武蔵野クリーンセンターで

ある。2017 年より稼働している同施設は、武蔵野市役所に隣接している。周辺の公共施設へ電

気と熱供給にしていると同時に、災害時を想定したガスコジェネレーションシステムが導入され

ている点に特徴がある。清掃工場は、「迷惑施設」という印象が強いが、武蔵野クリーンセンタ

ーでは、景観に配慮した建築デザインにより、2017 年度グッドデザイン賞を受賞した。また、

市役所や野球場や総合体育館などの公共施設に電気や蒸気を供給している。さらに、非常時に電

気や熱を供給することが可能になるコジェネレーション設備を導入しているため、非常時のエネ

ルギー拠点としての役割だけでなく、周辺の公共施設を避難所として活用することが可能となっ

ている。 

 

 
 

図－５．８ 防災拠点の中心施設としての清掃工場（日本機械学会・環境工学部門） 
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表－５．４ 武蔵野クリーンセンターの概要 

処理規模 120t/D (60t/D×2 炉) 

焼却様式 全連続燃焼式ストーカ炉 

ボイラ形式 自然循環式水管ボイラ 

排ガス処理設備 ろ過式集塵装置・乾式処理無触媒脱硝 

発電設備 
抽気復水タービン:2650kW 

（発電効率 20%) 

コジェネレーション設備 ガスタービン発電装置:1500kW 

場外電力供給先 市役所・総合体育館・コミュニティセンター 

場外蒸気供給先 市役所・総合体育館 

出典：日本機械学会、山本充利、エネルギー供給拠点としての機能を備えた 新ごみ焼却施設「武蔵野クリーンセンター」 

 

 

 

 
出典：武蔵野クリーンセンター、地域エネルギー供給拠点、http://mues-ebara.com/energy/、2018 年 8 月 14 日参照。 

 

図－５．９ 武蔵野クリーンセンターの外観およびエネルギー融通のイメージ 
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  ２）下水処理施設のエネルギー拠点化 

   下水処理施設のインフラを 大限活用することによって、社会コストの縮減を図っている好事

例として、豊橋市バイオマス利活用センターが挙げられる。愛知県にある同センターは、2017

年から運営を開始している。同センターの処理フローと概要を図－５．１０と表－５．５に示す。

同センターの特徴は、生ごみを住民が分別回収・機械選別した上で、下水処理場内に設置された

メタン発酵槽に投入される。発酵汚泥は、炭化燃料として外販されてている。下水汚泥に生ごみ

を混合することで、バイオガス発生量を増加させることができることに加え、生ごみの焼却処分

等に伴う処理費を縮減することが可能なモデルとなっている。 

   中長期的な検討が必要となるが、こうした清掃工場や下水処理施設等の静脈インフラの効率的

な連携を図ることも重要な視点である。 

 

 

出典：豊橋市資料 

図－５．１０ 豊橋市バイオマス利活用センターの処理フロー 

 

  



２４３ 
 

表－５．５ 豊橋市バイオマス利活用センターの概要 

項目 調査結果 

施設名 豊橋市バイオマス利活用センター 

都市名（人口数） 愛知県豊橋市（38 万人） 

竣工年 2017 年 

運営方式 
PFI(BTO) 

(民間が設備建設、公共へ所有権移転、民間が運営) 

メタン発酵 処理能力 生ごみ 59t/D+汚泥 472m3/D 

メタン発酵 形式 湿式中温 

ガスエンジン(発電効率) 1000kW（38.9%） 

バイオマス設備建設費  98 億円 

バイオマス設備の建設費/処理能力 1846 万円/(t/D) 

交付金 

設計費・造成費・前処理設備  50% 

機械濃縮設備，脱水設備，炭化設備 55％ 

メタン発酵・脱硫設備等 汚泥 55%，生ごみ 25% 

年間維持管理費 50 億円（20 年間） 

売電量 680 万 kWh/年 

出典:豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業について，豊橋市上下水道局環境 
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４．おわりに 

  本年度は、FS 調査結果に対して、エネルギーの有効利用に着目した評価指標を提示し、簡易的

な評価を試みた。スマートレジリエンス構想を実現していくために、必要な視点を提示することが

主目的であり、評価指標・評価手法に関しては、より多面的な観点からもアプローチが必要となる。 

  また、清掃工場や下水処理施設における先進的な事例を 2 つ紹介した。こうした先進事例にお

けるアプローチを効果的に取り込むこと、下水処理施設単体ではなく、地域社会のインフラ全体の

効率化を念頭にいれた包括的なアプローチが重要となる。 
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参考資料 

 

１．唐津市再生可能エネルギー総合計画 

２．第２次唐津市環境基本計画 

３．唐津市再生可能エネルギーの導入等による低炭素社会づくりの推進に関する条例 

４．唐津市バイオマスタウン構想 
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